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特記仕様書：共通事項・仮設工事

改修特記仕様書№１

改修特記仕様書№２

改修特記仕様書№３

改修特記仕様書№４

改修特記仕様書№５

改修特記仕様書№６

改修特記仕様書№７

Ａ０２０

〃

〃

機械設備工事Ｍ００１

Ｍ００２
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〃

〃

Ｅ００１ 電気設備工事
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建築工事図Ｓ００１
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構造特記№１

構造特記№２

木造耐震補強特記仕様書

鉄筋コンクリート構造配筋標準図№１

鉄筋コンクリート構造配筋標準図№２

鉄筋コンクリート構造配筋標準図№３

鉄筋コンクリート構造配筋標準図№４

改修後改修前

改修後改修前

改修後改修前

改修後改修前

改修後改修前

改修後改修前

改修後改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修後

基礎伏図

床伏図

柱伏図

梁伏図

小屋伏図

軸組図№１

軸組図№２

軸組図№３

軸組図№４

軸組図№５

軸組図№６

詳細図

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃
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Ａ０２５

Ａ０２６

Ａ０２７

Ａ０２８

Ａ０２９

建築工事図 建築工事図

改修後改修前

照明器具姿図

機械設備工事　特記仕様書１

機械設備工事　特記仕様書２

空調設備　平面図

設 備 工 事建 築 工 事

電気設備 平面図

電気設備工事　特記仕様書

〃Ａ０３０

改修後改修前 平面図

改修後改修前

改修後改修前

改修後改修前

屋根伏図

改修後改修前 断面図

改修前 矩計図改修後

改修前 改修後 展開図№１

改修前 改修後

改修前 改修後

展開図№２

展開図№３

外部仕上表、内部仕上表

配置図、敷地案内図、建物求積図・求積表

西面立面図、東面立面図

南面立面図、北面立面図

改修前 改修後 展開図№４

改修前 改修後 天井伏図

改修前 改修後 建具符号図

撤去建具表№１

撤去建具表№２、改修建具表、既設建具表

新設建具表

各部詳細図№１

各部詳細図№２

仮設計画図（参考図）

概略工事工程表（参考）

各部詳細図№３

令和７・８年度
安乗人形芝居舞台改修工事

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

加藤 早妃

第378328号
A2:NS

A3:NS
A000表紙、図面目録

R07/03/19令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認



14日前までに支障のない状態まで完了していること。

建築工事標準詳細図　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修（令和4年版）

仕様書(建築工事編)(令和4年版)による。(以下「標準仕様書」という。)による。

上記事実が発生した場合は、契約書第26条（臨機の措置）の規定による。
補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。
情報（臨時）が気象庁から出された場合には、工事中断の措置をとるものとし、これに伴う必要な

（４）受注者は、南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する

　請負者は受注時においてリサイクル対象工事については、工事着手前

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（平成31年版）

・施工時間　　　　　　（・指定なし　・　　　　　　　　　　　　　　）

・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 無 ・ 有 

[1.3.11]

特記仕様書：　共通事項・仮設工事

構内既存の施設　・利用できない

・利用できる（ ・有償　・無償 ）

構内既存の施設　・利用できない

・設けない

規模(ｍ２程度)　・１０　・２０　・３５　・６５　・１００

・利用できる（ ・有償　・無償 ）

構内既存の施設　・利用できない

・設ける

6 工事電力

5 工事用水

・利用できる4 仮設便所

[2.3.1]
  事務所
2 監督職員

据置方式、又は（３）手すり先行専用足場方式により行うこと。
行工法に関するガイドライン」について（別紙１））における２の（２）手すり
法による足場の組立て等に関する基準」（厚生労働省　平成21年４月「手すり先
  足場を設ける場合、[2.2.4](b)によるほか、設置においては、「手すり先行工

[2.2.4]1 足場

事
工
設

２

仮

備品等の設置

　備品等
  事務所の
3 監督職員

の事項を満たすものとし、この証明となる資料（外部機関が発行する証
４）本工事に使用する材料は、次の①～⑥

建設リサイクル法　・対象工事　・対象工事外

・特定建設資材の再資源化等

・建設副産物情報交換システムの利用

・引き渡しに要する以外のものには、全て構外に搬出し、建設工事に係る資材の

へ提出すること。
・引渡しを要するもの、再資源化を図るものについては調書を作成して監督職員

工事写真の撮り方（改訂第二版）建築編　建設大臣官房官庁営繕部監修

・　三重県建設副産物処理基準

７）本工事に使用する木材は、品質が求められる水準以上であれば、

６）製材等、フローリング又は再生木質ボードを仕様する場合は、

⑥販売、保守等のの営業体制を整えていること。
⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を所得していること。
③安定的な供給が可能であること。

①品質及び性能に関する試験データを整備していること。
②生産施設及び品質の監理を適切に行っていること。

職員に承諾を受けた場合はこの限りでない。
明書の写し等）を監督職員に提出し承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督

べき品質及び性能を有するものとする。

指定する工法とする。
３）標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の

２）備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品または同等品を使用するもの

１）本工事に使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有す

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業と機械作業の併用

・ 有 

・ 有 

・ 有 

・本体構造

・基礎

・土工
・ 手作業と機械作業の併用

・ 有 ・仮設

・建設発生土仮置場　　（・指定なし　・図示　・　　　　　　　　　　）
・現場事務所　　　　　（・指定なし　・図示　・　　　　　　　　　　）
・資機材置場　　　　　（・指定なし　・図示　・　　　　　　　　　　）
・工事用車両の駐車場　（・指定なし　・図示　・　　　　　　　　　　）
・施工順序　　　　　　（・指定なし　・図示　・　　　　　　　　　　）

・ 有 

実施報告を行うこと。

・特別管理産業廃棄物（・廃石綿　・　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・引渡しを要するもの（・金属類　・ＰＣＢ含有物　・　　　　　　　　　）

[1.4.2]8 材料の品質等

また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒド放散量」は、次のとおりとする。

②建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交

①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆品

①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆品
該当する材料

　通省大臣認定品

④旧ＪＩＳのＦc０品
③旧ＪＩＳのＥ０品

②建築基準法施行令第２０条の７第３項による国土交

　　ヒドを発散しない塗料
ｆ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデ
　　ヒドを発散しない塗料使用
ｅ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデ
ｄ．ホルムアルデヒドを発散しない塗料等使用
　　ヒドを発散しない材料使用
ｃ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデ
ｂ．接着剤等不使用
ａ．非ホルムアルデヒド系接着剤使用

③次の表示のあるＪＡＳ適合品
　通省大臣認定品

第三種

規制対象外
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量

[1.4.1]7 環境への配慮

いものとする。
その他の什器等は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少な

５）１）、３）及び４）の建築材料を使用して作られた家具、書架、実験台
しないか、発散が極めて少ないものとする。

４）塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散
のとする。
エン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないも
難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トル

３）接着剤はフタル酸ジブチル及びフタル酸ジエチルヘキシルを含有しない
か、発散が極めて少ないものとする。

２）保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しない
ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。
パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板及び仕上塗材は、

１）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF
及び性能を有すると共に、次の１）から５）を満たすものとする。
本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質

化学物質を放散させる建築材料等

（ﾏﾆﾌｪｽﾄA、B2、D、E票を提示し、集計表を提出すること。）
に従い適切に処理し監督職員に報告する。
清掃に関する法律、その他関係法令によるほか、「建設副産物適正処理推進要綱」
再資源化等に関する法律、資材の有効な利用を促進する法律、廃棄物の処理及び

　また、工事完了後にはJACICが運営する「建設副産物情報交換システム」へ

に「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出
すること。

あった場合でも変更の対象としない。但し、現場条件や数量の変更等、受注者

工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認

じ適切な措置を講ずるものとする。
　本工事が「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準

　また、分別解体・再資源化の完了時に、再資源化等が完了した年月日、再資

促進計画書(実施書)｝を兼ねるものとする。
に定めた様式１｛再生資源利用計画書（実施書）｝及び様式２｛再生資源利用
職員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン(平成14年5月)」
源化等をした施設の名称及び所在地、再資源化等に要した費用を書面にて監督

員と協議するものとする。
かになったやむをえない事情により、予定した条件により難い場合は、監督職
の責によるものではない事項については、この限りでない。工事契約後に明ら

されたものであるため、発注者が積算上条件明示した別表の事項と別の方法で

別表１又は２，及び３の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「７解体
　なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、
ついて適切な措置を講ずることとする。
建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施に
その規模に関する基準以上の工事（以下「対象工事」という。）である場合は、
ル法」という。）施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等であって、
の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法第104号  以下「建設リサイク
定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材
　本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特

を参考に適切な処理に努めるものとする。
　本工事の施工にあたっては「建築工事における建設副産物管理マニュアル」
なお、これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。

法令等の遵守[1.1.13]の規定を優先する。
ている場合において、それらが関係法令の改正等により（条例を含む）に抵触する場合には、関係

（５）標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法等を明示し

（３）特記事項に記載の [　.　.　] 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

（２）特記事項の中で選択する事項（・印の付いたもの）は、・ 印の付いたものを適用する。
（１）項目は、番号に　印の付いたものを適用する。

２．特記仕様
時には、特定行政庁（建築主事等）が求める検査に必要な資料（報告書等）を用意すること。

（４）受注者は建築基準法第７条の定めによる完了検査（同法第７条の３の定めによる中間検査を含む）
改修工事の工事仕様書は（　　／　　）図による。

（３）改修工事を本工事に含む場合は、改修工事は改修工事の工事仕様書を適用する。
機械設備工事の工事仕様書は（　　／　　）図による。
電気設備工事の工事仕様書は（　　／　　）図、

の工事仕様書を適用する。
（２）電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれ

（１）図面及び特記仕様に記載されていない事項は、三重県公共工事共通仕様書及び「公共建築工事標準

・建築物解体工事共通仕様書同解説

[1.3.5]

[1.3.3]

[1.2.1]

[1.1.4]

　総合試運転調整を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね

6 発生材の

・現場において再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　処理等

5 施工条件

4 電気保安 ・適用する
　技術者

また、変更契約日と工事完了日の間が、１０日に満たない場合は、変更契約時

3 概成工期

の登録を省略することができるものとする。

の手順に準じて訂正するものとする。
なお、登録内容を訂正する必要が生じた場合は、標準仕様書に記載された登録

録するものとする。
（財）日本建設情報総合センターの工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）に登

　の登録
2 工事実績情報

請負代金額が５００万円以上（消費税込み）の元請負人は、工事実績情報を

各図面において、（○－○○－○）内の数字は適用する上記詳細番号を示す。
1 適用基準等

項
事
通
共

１

特記事項項目章

項
事
通
共

１

項
事
通
共

１

項
事
通
共

１

屋根ふき材の取り外し（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
内装材料の取り外し　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
建築設備の取り外し　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

手作業・機械作業を併用する理由

工　      程
工程ごとの作業内容及び解体方法

工　      程
工程ごとの作業内容及び解体方法

・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業

・ 無 
・ 有 

・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業

・ 手作業

・ 手作業

・ 手作業

・ 手作業
分別・解体の方法

・ 無 

・ 無 

・ 無 

・ 無 

・ 無 

作業内容

・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業

・ 無 
・ 有 

・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業
・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業
・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業
・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業
・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業

分別・解体の方法

・ 無 

・ 無 
・ 有 

・ 有 
・ 無 
・ 有 
・ 無 
・ 有 
・ 無 
・ 有 

作業内容

　（　　　　　　　　　）
・その他

・本体付属品

・別表３　建築物以外の物に係る解体工事又は新築工事等（・外構  ・工作物等）

　（　　　　　　　　　）
・その他

・建築設備、内装等

・屋根

・外装材、上部構造部分

・基礎、基礎ぐい

・造成等

・別表２　建築物に係る新築工事等（・新築  ・増築  ・修繕  ・模様替）

・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業
・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業
・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業
・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業
・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業

分別・解体の方法

・ 無 

・ 無 
・ 有 

・ 有 
・ 無 
・ 有 
・ 無 
・ 有 
・ 無 
・ 有 

作業内容工　      程
工程ごとの作業内容及び解体方法

　（　　　　　　　　　）
・その他

・基礎、基礎ぐい

・外装材・上部構造部分

・屋根ふき材

・建築設備、内装材等

・別表１　建築物に係る解体工事
１．共通仕様

章 特記事項項目章 特記事項項目 特記事項項目章

E
M

A

「志摩市公共建築物等木材利用方針」に基づく木材を最優先し、 

「三重の木」利用推進協議会が認証する「三重の木」やあかね材
認証機構が認証する「あかね材」の優先利用につとめること。

とし、同等品を使用する場合は監督職員の承諾をを受ける。

した証明書を、監督職員に提出すること。
製品の合法性、持続性可能性の証明のためのガイドライン」に準拠
三重県「環境物品等の調達方針」に従い、あらかじめ「木材・木材

８）指定された構造材については、三重県産の木材を使用すること。

・

提出　・１部　・　
・施工計画書（・　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　）

提出　・原図及びその複写図１部　・　
・施工図（・　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　）

・保全に関する資料

・新規に作成　・既存完成図を修正
・完成図（施工図、施工計画書を除く）

・構外搬出適切処理

11 化学物質の

[3.2.5]9 建設発生土
  の処理

10 建設汚泥の

・第３種処理土　・　

再生処理方法　　・脱水処理　・安定処理（セメント、石灰による改良処理）
再生利用の種別　・埋戻し及び盛土材として利用　・　

設汚泥の再生利用を行う。
用に関する実施要領について」（国営計第38号　平成18年 6月12日）に基づき建
ンの策定について」（国営計第36号　平成18年 6月12日）、「建設汚泥の再生利
本工事で建設汚泥が発生する場合は「建設汚泥の再生利用に関するガイドライ

表－４建設汚泥処理土の適用用途標準」における下記の区分とする。
「建設汚泥処理土利用技術基準について（国営計第41号 平成18年6月12日）

要求品質

　処理

12 完成時の提出

・設備機器の位置、取合いなどの検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾

・駆動装置が電動による建具等の２次側の配管・配線及び操作スイッチ
・自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強
・図示した壁・天井の仕上材・下地材の切込み及び補強
・図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔、開口部の補強

・設計ＧＬ＝ＢＭ＋　　　　mm（現状地盤高は図示）

測定方法　・パッシブ採取による蒸気拡散式分析法　・厚生労働省の標準法
対象箇所（・図示　　・　　　　）

測定室の揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、報告すること。

完成図ＣＡＤデータ（ＣＤ－Ｒ）

　 取り合い

施工図

15 設備工事との 本工事の施工範囲

の使用に努めること。
　低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定に基づき指定された建設機械

防止
14 騒音・振動の

13 設計ＧＬ

[1.7.1～3][表1.7.1]

受ける。
設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を

製作図等で原図として提出が出来ないものは、原図に変わるものとしてよい。
に限り、発注者に委譲するものとする。

記載内容は監督職員と協議する。

   書類

報告書提出部数　2　部

測定対象化学物質（●で示したものとする。）

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

その他

住宅

学校教育施設

施設用途
ベンゼン

パラジクロロ
スチレン

ベンゼン

エチル
キシレントルエン

アルデヒド

ホルム

[1.5.9]
　 濃度測定

本工事に係る施工図及び施工計画書の著作者の権利は、当該建物における使用

提出　・２部　・１部

を受ける。

　工事写真の撮り方/建築、及び同/建築設備（建設大臣官房官庁営繕部監修）16 工事写真

本完成写真の著作者の権利は、発注者に委譲するものとする。
提出内容

記録方式：ＲＧＢ（フルカラー）、ＪＰＥＧ最高画質
記録媒体：ＣＤ－Ｒ（ＩＳＯ）

画素：長辺で2880ＰＩＸ以上

17 完成写真

を参考に撮影する。　　　提出部数　1　部

・電子データ　１部

アルバム（大きさ335mm×290mm程度）　・無し　・有り

の専任を要し

・現場施工に着手するまでの期間

工事の完成を確認した旨、請負者に通知した日とする。

21 主任技術者又

・検査終了後の期間

部分の記述）を行うこと。

、建築にて設置届を提出するものとする。
・防火対象物使用開始届については書類作成（建築図面の用意及び建築に関する

・消火器の設置届については、電気及び機械設備について設置届が不要な場合は

搬入又は仮設工事等が開始されるまでの）期間については、主任技術者又は監理

技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が
、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理
　検査完了後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）

請負契約締結後、監督職員との打合せにおいて定める。
技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、

請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの（現場事務所の設置、資機材の

ない期間

は監理技術者

20 消防提出書類

19 養生その他
にならい補修する。
工事施工に際し、在来部分を汚損又は損傷した場合は、構造・仕上げ共、在来

　工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、18 事故報告
事故発生報告書を監督職員に速やかに提出すること。

撮影箇所数　・外観4面程度　・外観、内観とも工事の内容がわかる程度

・カラープリント　キャビネ版（　１　）部

５）製造業者等に関する資料等の提出を求める材料

冷暖房機器ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
電話・FAX

請負者加入
掃除具

衣類ﾛｯｶｰ懐中電灯保護帽雨合羽長靴

消火器

台台台個個

個

個個個足

個個台組

着

数　量

数　量

種　類

数　量

種　類

種　類

温度計掛時計黒板・白浜書棚机・いす

・処分地指定　　処分地（　未定別途協議　）
・処分地未定につき相互協議する。暫定運搬距離　8Km

提示する

火災保険、建設工事保険又はその他保険等に加入し監督職員へ加入内容を

風速（Vo）　　　　　※34

3）保険金額　　　　原則として請負金額に相当する金額
2）保険の加入期間　工事着手後速やかに加入し、完成引き渡しまでの間
1）保険の目的物　　工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）

26　火災保険等

職種別に可能なものについては積極的に活用のこと25　技能士

及び設計変更に関する調整は監督職員が行う。

・監督職員の指示により、建築工事施工者が元図（平面図、展開図、天井伏図等）
する。　工種別施工図に先行して作成し、監督職員の承諾を受ける。

b 関係官公署その他の立会い検査を必要とするものは、監督職員と打合せのうえ、

手続をを行い、その結果を監督職員報告する。

検査を受け、その結果を監督職員に報告する。

一覧表にしてあらかじめ監督職員に提出する。

地表面粗度区分　　　・Ⅰ　　・Ⅱ　　・Ⅲ　　・Ⅳ

・積雪荷重

・風圧力
・建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

・施工に関する調整は施工者間で行い、設計図書の調整、発注者の直接発注工事、
等を元図に記載し、相互調整をおこなう。
を作成する。　設備その他の各関連工事各施工者は、協力して各工事の機器類

・総合図は、施工者が、発注者の直接発注工事を含めた工事の全体概要と相互
関係を把握し、工種別施工図の適正化と効率化の為に活用することを目的と

23 総合図の作成

ｄ cの補正に直接要する費用は施工者の負担とする。

c bの検査の結果、不合格の個所がある場合は、すみやかに補正し、必要な

a 関係官公署その他への関係機関への必要な届出手続等の種別、手順、時期等を

及び検査
への届出手続

22 官公署その他

建設省告示　第1455号における区域　　別表　（　32　）

27　工事の着手
　　について

「安乗の人形芝居」が令和7年9月13日、14日に終了し、引越しが完了後、
令和7年10月14日を予定とする。

28　安乗神社の
　「しめきり神
 　事」について

令和8年1月10日に行われるため、当日は工事を休工とする。
神事の前後についても、工事の制約がある場合は協力すること。

29　埋蔵文化財 基礎工事、排水工事など地盤の掘削工事において、志摩市教育委員会の
埋蔵文化財調査（畔乗城跡）にかかる立会に協力すること。

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

加藤 早妃

第378328号

A001
A2:NS

A3:NS
特記仕様書：共通事項・仮設工事

R07/03/19

01
01

02

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認



　　　　　画素数、画質等　4500×3000　ピクセル以上で画像補正を行ったもの

　　撮影箇所数　※（　　　）箇所　　　・航空写真（　　　）箇所

　２）特記事項に記載の [ . . ] 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

１．共通仕様

 （１）図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建

 　　　という。）による。図面、本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通

　　 　（以下「標準仕様書」という。）による。

 （２）電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれ

　　　 の工事特記仕様書を適用する。

（３）本特記仕様書の表記

4 既存下地の処理 [3.2.6]

既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等　・図示　・　

P0S工法及びP0SI工法（機械的固定工法）の既存保護層を撤去し防水層を非撤去

とした立上り部等の処理

　※改修標準仕様書3.2.6(4)(ｳ)(g)①～③による　・　

　※監督職員と協議する　・図示　

設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・、丸環の取付け

部、塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 

アスファルト防水5 [3.3.2～5]

図

示

工法
施工

箇所
絶縁用ｼｰﾄ

立上り部 

の保護 

・P2A

・P1B

・P2AI

・P1BI

・T1BI

・Ａ－１

・Ａ－２

・Ａ－３

・Ｂ－１

・Ｂ－２

・Ｂ－３

・ＡＩ－１

・ＡＩ－２

・ＡＩ－３

・ＢＩ－３

・ＢＩ－２

※ポリエチレン

　フィルム

厚さ

・0.15mm以上 

・ 

※フラットヤーン

　クロス

  70g/m2程度 

・ 

種　別

・乾式

　保護材 

・コンクリート

　押え 

断熱材　

（種類)

 JIS A 9521に基づく押出法

 ポリスチレンフォーム断熱材

 ３種ｂＡ（スキン層付き）

（厚さmm)

　・25　・50

　※標準仕様書 表3.3.3から3.3.9までによる　　・　
部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　※標準仕様書 表3.3.3から3.3.9までによる　　・　

改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ　

　床タイル張り　※水下　60mm以上　・　

　こて仕上げ　　※水下　80mm以上　・　

平場の保護コンクリートの厚さ

屋根保護防水

　防水層の種別 

9

7

11

Ⅱ . 建築改修工事仕様

1

各
章
共
通
事
項

項　　目章 特　　記　　事　　項

1

2

適用基準

適用区分

3 環境への配慮  (1.4.1) [1.4.1]

１）図面、本特記仕様書、標準仕様書及び改修標準仕様書に記載のない事項は

　　次の基準による。

　・建築物解体工事共通仕様書（平成31年版）国土交通省大臣官房官庁営繕部

　・　

２）本設計図書における「標準詳細図」とは、次の基準を指す。

　　建築工事標準詳細図（平成28年版）国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課

　・建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

　　・風圧力

　　・積雪荷重 　　

　・　

１）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を

　有すると共に、次のⅰ）からⅳ）を満たすものとする。

　　ⅰ）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤ

　　　Ｆ、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着

　　　剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及び

　　　スチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定す

  　ⅱ）接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が

　　　少ない材料を使用する。

  　ⅲ）接着剤は、可塑性（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチ

　　　ルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない

　　　材料を使用する。

  　ⅳ）ⅰ）の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、

　　　ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散

　　　が極めて少ない材料を使用したものとする。

２）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制

  対象外」とは次のⅰ）又はⅱ）に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは

　次のⅲ）又はⅳ）に該当する材料を指す。

  　ⅰ）建築基準法施行令第20 条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種

　　　ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料

  　ⅱ）建築基準法施行令第20 条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を

  　　受けた材料

  　ⅲ）建築基準法施行令第20 条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド

  　　発散建築材料

  　ⅳ）建築基準法施行令第20 条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を

  　　受けた材料

材料の品質等

１）本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべ

   き品質及び性能を有するものとする。

２）備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものと

　し、同等品を使用する場合は監督職員の承諾を受ける。

３）標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の

　指定する工法とする。

４）本工事に使用する材料のうち、５）に指定する材料の製造業者等は、次のⅰ)

　からⅵ）の事項を満たすものとし、その証明となる資料（外部機関が発行する

　証明書の写し等）を監督職員に提出しての承諾を受ける。ただし、あらかじめ

　監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。

　　ⅰ)品質及び性能に関する試験データを整備していること。 

　　ⅱ)生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 

  　ⅲ)安定的な供給が可能であること。 

  　ⅳ)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 

  　ⅴ)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 

  　ⅵ)販売、保守等の営業体制を整えていること。 

５）製造業者等に関する資料等の提出を求める材料

施工調査5

6 ＰＣＢ含有シーリ

ング材の調査

※施工計画調査

　　本工事該当部位及び関連部位について既存施設（埋設配管を含む）について

　　事前調査、情報収集を行う。

・埋設配管の試掘

　　範囲、復旧方法　　※図示　　・　

・第一次判定（シーリング材種の判定）

　日本シーリング材工業会に次のシーリング材のサンプルを送付し、材種の判定

　を行う。判定結果については、監督職員に速やかに報告する。

　　サンプリング採取箇所（　　　　　　）採取箇所数（　　　　　　）

・第二次判定（ＰＣＢ含有量の分析）

　専門分析機関に次のシーリング材のサンプルを送付し、ＰＣＢ含有量の分析を

　行う。なお、分析サンプルの四周は除去し、採取部の内部（大気にさらされて

　いない部分）を取り出して分析する。判定結果については、監督職員に速やか

　に報告する。

　　サンプリング採取箇所（　　　　　　）採取箇所数（　　　　　　）

化学物質の濃度

判定

発生材の処理等8

ⅰ）施工完了後、引渡前に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、

　　エチルベンゼン、スチレンの濃度を測定し、測定結果を監督職員に報告する。

ⅱ）測定対象室及び測定箇所数は次による。

　　　測定対象室（　　　　　　）測定箇所数（　　　　　　）

　　　測定対象室（　　　　　　）測定箇所数（　　　　　　）

・引渡しを要するもの

　　・金属類

　　・ＰＣＢを含む機器類（　　　　　　　）

　　・ＰＣＢ含有シーリング材　　　使用箇所（　　　　　　　）

・特別管理産業廃棄物

　・廃油　　　　　　　　　　　　　　　　・アルカリ蓄電池

　・臭化リチウム水溶液等

　・建設汚泥　　※再生資源化施設に搬出　・　

・現場において再利用を図るもの

・再資源化を図るもの

　・小型蓄電池　　　　　　　　　　　　　・廃せっこうボード

　・蛍光ランプ及びＨＩＤランプ　　　　　・ガラス

　・硬質塩化ビニル管及び継手

※せっこうボード

　ⅰ）廃せっこうボードの裏面の表示を確認し、石綿、ヒ素、カドミウムを含有

　　　するか又は、含有していないことが確認できない場合は、各製造工場に問

　　　い合わせの上、監督職員と協議する。

　ⅱ）石綿含有廃せっこうボード　　　　　　９章による

・その他の含有物質（　　　　　　　）　　　搬出先（　　　　　　　　　　）

上記搬出先については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものでは

ない。なお提示する施設と異なる場合にも設計変更の対象としない。

1

各
章
共
通
事
項

1

各
章
共
通
事
項

10 建設発生土の

処理方法

完成写真 ・撮影者：建築完成写真の撮影実績があるもので、監督職員が承諾する業者

[3.1.3]

[3.2.3、4、6]

３

防
水
改
修
工
事

施工数量調査1

2

3 既存防水の処理

養生方法（とい共）

降雨等に対する

[1.5.2、3]

　　　　　　　　　　・行わない 

　　　　　　　　　　・行わない 

既存防水層の撤去　　・行う（範囲　・図示　・　　　　　　　　　　）　

調査報告書　提出部数　　・２部　・　 

調査範囲　・図示　・防水改修範囲　

調査方法　・図示　・　

既存部分の破壊を行った場合の補修方法　・図示　・ 

※改修標準仕様書3.1.3(5)(ｱ)～(ｳ)による。　・　　 

既存保護層の撤去　　・行う（範囲　・図示　・　　　　　　　　　　）　

既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去

　・行わない

　・行う（ ・M4AS　・M4ASI　・M4C　・M4DI　・L4X ）

　本工事は、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定

建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再

資源化等に関する法律施行令」(平成12年11月29日政令第495号）又は都道府県が

条例で定める建設工事の規模に関する基準以上の工事であるため、「建設工事に

係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年 5月31日法律第104号）に基づき

分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適正な措置を講ずるこ

ととする。工事契約後に明らかになったやむをえない事情により、予定した条件

により難い場合は、監督職員と協議するものとする。

・分別解体等の方法（解体工事）

当該施設への変更については設計変更の対象としない。

限る。）を受注者が提示した場合は、当該施設に搬出することができる。ただし、

　届出に係る事項の説明時に上記と異なる施設（同種の再資源化等を行う施設に

工　　程 作　業　内　容 分別解体等の方法

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

 ⅰ)建築設備、

    内装等

 ⅱ)屋根ふき材

 ⅲ)外装材、

 ⅳ)基礎、

　  基礎ぐい

 ⅴ)その他

　 （　     　　）

 建築設備・内装材の取外し

 ・有　　・無

 屋根ふき材の取外し

 ・有　　・無

 外装材・上部構造の取壊し

 ・有　　・無

 基礎・基礎ぐいの取壊し

 ・有　　・無

 その他の取壊し

 ・有　　・無

 ※手作業

 ・手作業・機械作業の併用

　併用の場合の理由（　　　     　）

 ※手作業

 ・手作業・機械作業の併用

　併用の場合の理由（　　　     　）

 ※手作業

 ・手作業・機械作業の併用

 ※手作業

 ・手作業・機械作業の併用

 ※手作業

 ・手作業・機械作業の併用

・分別解体等の方法（新築、増築、修繕、模様替工事）

工　　程 作　業　内　容 分別解体等の方法

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

 ⅰ)造成等、

　  基礎ぐい

 ⅱ)基礎

 ⅲ)上部構造部分、

 　 外装

 ⅳ)屋根

 ⅴ)建築設備、

 　 内装等

　 （　     　　）

 ⅵ)その他

 造成等の工事

 ・有　　・無

 基礎、基礎ぐいの工事

 ・有　　・無

 上部構造部分、外装の工事

 ・有　　・無

 屋根の工事

 ・有　　・無

 建築設備、内装等の工事

 ・有　　・無

 その他の工事

 ・有　　・無

 ・手作業

 ・手作業・機械作業の併用

 ・手作業

 ・手作業・機械作業の併用

 ・手作業

 ・手作業・機械作業の併用

 ・手作業

 ・手作業・機械作業の併用

 ・手作業

 ・手作業・機械作業の併用

 ・手作業

 ・手作業・機械作業の併用

・特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設

 コンクリート

 コンクリート及び鉄

 から成る建設資材

 木材

 アスファルト・コンクリート

特定建設資材廃棄物の種類 再資源化等をする施設の名称 所　　在　　地

 (1.4.2) [1.4.2]

※「建設発生土情報交換システム」を活用し近隣の受入先を調査の上、搬出距離、

　　搬出距離（　　　　　　 　　）　ＤＩＤ区間 （　　 　　　　　　）

　　仮置場  （　　 　　　　　　）

・場外指定場所に搬出する。搬出後、監督職員へ搬出先の受入を確認できる資料

　を提出する。

　　受入条件（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　仮置場　（　　　　　　　　　　　　　　　）

・場内指定場所に堆積

　の運搬に相当する経費を見込んでいる。

(3.2.5)

　る。搬出後、監督職員へ搬出先の受入を確認できる資料を提出する。なお、次

　受入条件等が確認できる資料を監督職員に提出し、協議により搬出先を決定す

屋根露出防水 　

　防水層の種別 

図
示

・C-1

・C-3

・C-4

・D-1

・D-3

・D-4

・C-2

・D-2

・DI-2

工法 種別
施工

箇所

仕上塗料

種類 使用量

備考

高日射反射

率防水の

・M4C

・M3D

・P0D

・P0DI

・M3DI

・M4DI

・DI-1

脱気装置 

・設ける 

・設けない 

・設ける 

・設けない 

脱気装置 

・設ける 

・設けない 

・設ける 

・設けない 

・

・

・

　フィング類の製造

　所の仕様による

・　 ・　

　所の仕様による

　フィング類の製造

※アスファルトルー

・　

　所の仕様による

　フィング類の製造

※アスファルトルー

・　

　所の仕様による

　フィング類の製造

・　

　所の仕様による

　フィング類の製造

・　

　所の仕様による

　フィング類の製造

※アスファルトルー 改修標準仕様書

 3.3.2(9)

・　

断熱材　

・アスファルトルー

・アスファルトルー

・アスファルトルー

改修用ドレン

改修用ドレン

（種類）

・乾式保護材 　

　・窯業系パネルⅠ類（寒冷地仕様）　厚さ（　　　　）mm　幅（　　　　）mm

　・窯業系パネルⅡ類（一般地仕様）　厚さ（　　　　）mm　幅（　　　　）mm

　　　窯業系パネル：無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形し

　　　　　　　　　　オートクレーブ養生したもの

　・金属複合板　厚さ（　　　　）mm　幅（　　　　）mm

　　　金属複合板：金属板と樹脂を積層一体化したもの

　品質・性能　建築材料等品質性能表による

　試験方法　　建築材料等品質性能表による

（厚さmm)

　・25　・50

屋内防水 　

工法 種別 保護層

・設けない

・設ける　

施工箇所

・P2E　

・P1E　 ・Ｅ－１

・Ｅ－２

・E-1の工程３を行う部位（ ※貯水槽、浴槽等常時水に接する部位　・　　） 

押え金物の材質、形状及び寸法

　※アルミニウム製　Ｌ-30×15×2.0mm程度　　・　

屋根排水溝　・図示　・　

屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量

　種類　※アスファルトルーフィング類の製造所の指定　・　

　設置数量　・　　　個　

屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱

材の張りじまい位置　　※図示　・ 　

処理

特定建設資材の

・場内指定場所に敷き均し（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・廃石綿　９章による　　　　　　　　　・鉛蓄電池

・ＢＩ－１

　　・　

情報（臨時）が気象庁から出された場合には、工事中断の措置をとるものとし、これに伴う必要な

補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。

上記事実が発生した場合は、契約書第26条（臨機の措置）の規定による。

　３）特記事項に記載の ( . . ) 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

  ４）受注者は、南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する

　１）項目は、番号に　　印の付いたものを適用する。

適用   

　　　る「ホルムアルデヒド「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料

　　　を使用する。

　     築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和4年版［令和4年制定］」（以下、「改修標準仕様書」

 　　　省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編）令和4年版［令和4年制定］」

4

　　　　風速（Vo=　34m/s）

　　　　地表面粗度区分（　Ⅱ　）

　　　　平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域　別表（32）

　　　測定対象室（　　図示　　）測定箇所数（　　　　　　）

　報告書　　監督職員に提出

　　　※電子データ（JPEGフルカラー、圧縮率1/4程度）１部

　　　　　　　　・外観、内観とも工事の内容がわかる程度

　　　・カラー印画紙キャビネ版　（　　　）枚

　　　　　画素数　長辺で2880PIX以上、記録媒体　CD-R(ISO)　１部

　　　・電子データ（JPEGフルカラー（RGB）、最高画質）

                                 保管場所（ ・図示　・　　　　　　　　　）

２

仮
設
工
事

騒音・粉じん等の

対策

1

・防音パネル　　・防音シート

防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲　　・足場全面　　・　　　

足場等2

「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同

ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」に

おける２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行う。

内部足場　　・設置する( ※脚立、足場板等　・　　　　）　・設置しない

外部足場　　・設置する（設置範囲　・工事に必要な範囲　・　　　　　　　）

　　　　　　・設置しない

　　　　　　・設置しない

防護シート　・設置する（設置範囲　・工事に必要な範囲　・　　　　　　　）

材料、撤去材等の運搬方法

　種別 ( ・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種  ・Ｅ種 )

　　Ｃ種：利用可能なエレベーター　（　　　　　　　　　　　　　　） 

　　Ｄ種：利用可能な階段　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　） 

既存部分の養生  [2.3.1]１)養生方法等

   ・既存ブラインド、カーテン等　養生方法（ ・ビニルシート等　・　　　　）

   ・既存家具、既存設備等 養生方法（ ※ビニルシート等　・　　　　 　　　）

   ・既存部分　養生方法（ ※ビニルシート、合板　・　 　　　　　       　）

２)既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一

   損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。

3

仮設間仕切4 [2.3.2][表 2.3.1]

１）仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所　　・図示　　・　　

２）仮設間仕切りの種別と材質等

種　別

・Ａ種

・Ｂ種

※Ｃ種

３）仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等

材　質 仕上げ 塗　装 設置箇所

 ・　　　　　　

 ※合板張り程度

・ 

※木製 ・なし

・片面

・図示

 [2.1.3]

 [2.2.1]［表2.2.1]

・せっこうボード（9.5mm）

・合板（9.0mm）

　防炎シート

　種類（　　　　　 　　　）

　材種（　   　　　　　　）

・なし

・片面  グラスウール

 厚さ（　　）mm

仕上げ（厚さmm） 塗 装 充　填

   ・固定された備品、机、ロッカー等の移動　（・図示　・　　　　 　　　　）  

・撮影者：任意

　　　※電子データ（JPEGフルカラー）１部

　　　　　画素数、画質等　1280×960　ピクセル以上

　　　・カラー印画紙キャビネ版　（　　　）枚

　　撮影箇所数　※（　　　）箇所　

　　　・四つ切　（　　　）枚　　　※アルミ額縁

　　　・半切　　（　　　）枚　　　※アルミ額縁

　　　・カラープリント　キャビネ版（　1　）部

　　　　アルバム（大きさ335mm×290mm程度）

　　搬出場所（　　　　未定別途協議　　　　　）

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

加藤 早妃

第378328号
A2:NS

A3:NS
改修特記仕様書№１ A002

R07/03/19令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認



・

・アンカーピンニング

　部分エポキシ樹脂注入工法

・アンカーピンニング

　全面エポキシ樹脂注入工法

・アンカーピンニング

・注入口付アンカーピンニング

　部分エポキシ樹脂注入工法

・注入口付アンカーピンニング

　全面エポキシ樹脂注入工法

・注入口付アンカーピンニング

・充填工法

・モルタル塗替え工法

　全面ポリマーセメントスラリー注入工法

　全面ポリマーセメントスラリー注入工法

－

－

※20

－

－

※12

・

・

・

・

・

・

－

－

※25

※20

※20

※16

※16

※16

注入口の箇所数
工法 種別

施工

箇所 使用量種類

仕上塗料 高日射反射率
備　考

・P0X

・X-2

・   

※X-1 図

示

・製造所

　の仕様

　による 　による

　の仕様

※製造所

・　　　 ・　　　

脱気装置

　・設ける　・設けない

　・設ける　・設けない

改修用ドレン

改質アスファルト

シート防水

6

  防水層の種別 

[3.4.2、3]

・M3ASI

・M4ASI

・P0ASI

・P0AS

・M3AS

・M4AS

・AS-T3

・AS-T4

・AS-T3

・AS-T4

・ASI-T1

・ASI-J1

・AS-T1

・AS-T2 図

示・AS-J2

・AS-J1

・AS-J3

・AS-J1

・AS-J3

率防水の

高日射反射

工法 種別
施工

箇所
備考

・　

　の仕様による

・　

　の仕様による

※改質アスファルト

・　

　の仕様による

・　

　の仕様による

※改質アスファルト

・　

　の仕様による

・　

　の仕様による

※改質アスファルト

・

・

・

・

脱気装置 

・設ける 

・設けない 

・設ける 

・設けない 

脱気装置 

・設ける 

・設けない 

・設ける 

・設けない 

脱気装置 

・設ける 

・設けない 

・設ける 

・設けない 

・　

　の仕様による

・　

　の仕様による

※改質アスファルト

仕上塗料

使用量種類

・　

（厚さmm)

 改修標準仕様書

 3.3.2(3)(ｳ)

　・25

　・50

　シートの製造所 　シートの製造所

　シートの製造所　シートの製造所

　シートの製造所　シートの製造所

　シートの製造所 　シートの製造所

・改質アスファルト

・改質アスファルト

・改質アスファルト

・改質アスファルト

改修用ドレン

改修用ドレン

改修用ドレン

・設ける 

・設けない 

防湿層 

（種類）

ルーフィングシートの種類及び厚さ

　※改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による　・　

絶縁用シートの材質　※発泡ポリエチレンシート　・　

固定金具の材質及び寸法形状

　・　

　※厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの片面若しく

　　は両面に樹脂を積層加工した鋼板

脱気装置の種類及び設置数量

接着工法の目地処理　　・プレキャストコンクリート下地（ ・　　　　　　　）

プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り（種別S-F1、SI-F1の場合) 

　・行う（・図示　・　　　　　）　・行わない

機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け 

　建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

３

防
水
改
修
工
事

３

防
水
改
修
工
事

改質アスファルトシートの種類及び厚さ 

　※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・ 

粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ

  ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・ 

部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 

　※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・ 

屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量 

屋根露出防水絶縁断熱工法の防湿用シート （ ・設置する　・設置しない　）

押え金物 の材質、形状及び寸法

　※アルミニウム製　Ｌ－30×15×2.0(mm)程度　・　

7 合成高分子系

シート防水

ルーフィング

[3.5.2～4][表3.5.1～3]

  防水層の種別 

・S-F2

・S-M1

・P0S

・S4S

・S-F1

・S3S ・S-F1

・S-F2

・S-M3

・S-M2

図
示

・S-M3

・M4S ・S-M1

・S-M2

・P0SI 

・S4SI 

・M4SI 

・S3SI ・SI-F2

・SI-M1

・SI-M2

・SI-F1

工法 種別
施工

箇所

仕上塗料

種類 使用量

備考

　シートの製造所

　の仕様による

・　

　シートの製造所

　の仕様による

・　

※ルーフィング

　シートの製造所

　の仕様による

・　

※ルーフィング

　シートの製造所

　の仕様による

・　

※ルーフィング

　シートの製造所

　の仕様による

・　

　シートの製造所

　の仕様による

・　

　シートの製造所

　の仕様による

・　

※ルーフィング

　シートの製造所

　の仕様による

・　

率防水の

高日射反射

・

・

・

・

・ルーフィング

・ルーフィング

・ルーフィング

・ルーフィング

脱気装置 

・設ける 

・設ける 

改修用ドレン

・設けない 

・設けない 

脱気装置 

・設ける 

・設けない 

脱気装置 

・設ける 

・設けない 

脱気装置 

・設ける 

・設けない 

・設ける 

改修用ドレン

・設けない 

・　

（厚さmm)

 改修標準仕様書

　・25

　・50

（種類）

・S-M2の場合で立上りが接着工法の場合 

・SI-M1及びSI-M2の場合のにおける防湿用フィルム

　 ・設置する　・設置しない

屋内防水 　

  防水層の種別 

図示
・S-C1

種別
施工

箇所
塗り厚さ

平場のモルタル塗り

保護層

立上り部の

保護モルタル塗厚工法

・床塗り工法

・下地モルタル塗り ・　

※7mm以下

　床塗りの場合の床の目地

　　目地割り（ ※２m2程度　最大目地間隔３m程度　・　　　　　　）

　　目地の種類（ ※押し目地　・　　　　　）

・L4X ・X-1

※X-2

・　 

※製造所

　の仕様

　による　による

　の仕様

・製造所

・　　　・　　　

脱気装置

　・設ける　・設けない

ウレタンゴム系塗膜防水Ｘ－１（絶縁工法）の脱気装置の種類及び設置数量

塗膜防水8 [3.6.2、3]

　設置数量　※ルーフィングシートの製造所の仕様　・　　個

　種類　※ルーフィングシートの製造所の仕様　・　

　種類　※改質アスファルトシートの製造所の指定　・　

　設置数量　※改質アスファルトシートの製造所の指定　・　　個

　設置数量　※主材料の製造所の仕様　・　　個

　種類　※主材料の製造所の仕様　・　

・

・

保護層工法 種別
箇所

施工
各工程数及び各工程の使用量 

※主材料の製造所の仕様による

・   

※主材料の製造所の仕様による

・   

・P1Y

・P2Y

※Y-2

・   

※Y-2

・   

・設ける　・設けない

・設ける　・設けない

9 シーリング [3.1.4][3.7.2、3、7、8]

シーリング改修工法の種類　　

　・シーリング充填工法　 

　・シーリング再充填工法 　

　・拡幅シーリング再充填工法　 

　・ブリッジ工法 

　　　ボンドブレーカー張り　・適用する　・適用しない 　　　

　　　エッジング材張り　　　・適用する　・適用しない 

シーリング材の種類、施工箇所

　下表以外は、改修標準仕様書 表3.7.1による。

施工箇所 シーリング材の種類（記号）

シーリング材の目地寸法

　※改修標準仕様書3.7.3(1)(ｱ)～(ｳ)による　・　

シーリング材の接着性試験 

　※簡易接着性試験　・引張接着性試験

とい10 [3.8.2、3]

といその他の材種

　・配管用鋼管　・硬質ポリ塩化ビニル管　・ルーフドレン　・　 

ルーフドレンの材種その他

種　　　別 材　　種 張掛け幅 

・100mm以上 ・50mm以上

・バルコニー用 

・バルコニー中継用 

・ろく屋根用（ ・縦型 ・横型 ） 

・100mm以上 ・50mm以上

・100mm以上 ・50mm以上

　※規制対象外　・ 

ロックウール保温筒及びビーズ法ポリエチレンフォーム保温筒のホルムアルデヒ

ド放散量 

既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法　※図示　・ 

鋼管製といの防露巻き   ※改修標準仕様書 表3.8.4による　・ 

アルミニウム製

笠木

11 [3.9.2、3]

種類　・オープン形式（ ・押出250形　・押出300形　・押出350形 ） 　　

　    ・板材折曲げ形（ ・オープン形式　・シール形式 ） 

　    　　　　　　　　本体幅（  　　）mm　板厚（ ※2.0mm　・　　mm ） 

表面処理　種別　・　　　　　　

既存笠木等の撤去　・行う（範囲　・図示　・　　　　　　　　　） 

　　　　　　　　　・行わない

下地補修の工法　※図示　・ 

板材折曲げ形の笠木の取付方法　※図示　・ 

笠木の固定金具の工法等 

　建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応

　した工法

とい受金物及び足金物の材種、形状及び取付け間隔

　※標準仕様書 表3.8.2により溶融亜鉛メッキを行ったもの　・　

多雪地域の軒どい取付間隔　・適用する

施工数量調査1

外
壁
改
修
工
事（

共
通
事
項）

４  [1.5.2、3]

調査範囲

　・ 外壁改修範囲　・図示の範囲

調査内容

　モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては、浮き部分、欠損部の形状

　寸法等を調査する。

　ひび割れの幅及び長さを調査する。また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水の有

　無及び錆汁の流出の有無を調査する。

　コンクリート表面のはがれ及びはく落部を調査する。

既存部分の破壊を行った場合の補修方法　・図示　・　

調査報告書の部数　・２部　・　

　塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落

　部を調査する。また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。

ポリマーセメント

モルタル

 [4.2.2]

ポリマーセメント

スラリー

 [4.2.2]

性能　工事建築材料等品質性能表による

品質・性能　工事建築材料等品質性能表による

 [4.2.2]既調合モルタル

モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、

細骨材、混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。

品質・性能　工事建築材料等品質性能表による

試験方法　　工事建築材料等品質性能表による

2

3

4

４-１

外
壁
改
修
工
事（

コ
ン
ク
リー

ト
打
放
し
仕
上
げ
外
壁
改
修）

1 ひび割れ部改修

工法 ・樹脂注入工法

工法の種類

・機械式エポキシ樹脂

・手動式エポキシ樹脂

　樹脂注入工法

　注入工法

　注入工法

注入口間隔(mm) 注入量（mL/m）ひび割れ幅(mm)

※200～300  ・　

・ 50～100　・　

・100～200　・　

・150～250　・　

・130　・ 

・ 40　・　

・ 70　・　

・130　・　

・Ｕカットシール材充填工法 　

  ・シーリング材 　　　

    充填材料の種類　※1成分形又は2成分形ポリウレタン系　・ 　　

  ・可とう性エポキシ樹脂 

　  シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルの充填　・行う　・行わない

0.2以上 1.0未満

0.2以上 0.3未満

0.3以上 0.5未満

0.5以上 1.0未満

　エポキシ樹脂　・低粘度形　・中粘度形 　

　注入状況の確認方法　※コアの抜き取り　・　　

　　抜取り個数　※長さ500mごと及びその端数につき1個　・ 　　

　  抜取り部の補修方法　※図示　・ 

　・パテ状エポキシ樹脂　・可とう性エポキシ樹脂

欠損部改修工法2  [4.1.4][4.2.2][4.3.7]

・充填工法

・ シール工法

[4.1.4][4.2.2][4.3.4、5]

※自動式低圧エポキシ

・ 

　・エポキシ樹脂モルタル　・ポリマーセメントモルタル

外
壁
改
修
工
事（

モ
ル
タ
ル
塗
り
仕
上
げ
外
壁
改
修）

４-２ [4.1.4][4.4.2][4.4.5、6]1 ひび割れ部改修

工法 ・樹脂注入工法

工法の種類

・機械式エポキシ樹脂

・手動式エポキシ樹脂

　樹脂注入工法

　注入工法

　注入工法

注入口間隔(mm) 注入量（mL/m）ひび割れ幅(mm)

※200～300  ・　

・ 50～100　・　

・100～200　・　

・150～250　・　

・130　・ 

・ 40　・　

・ 70　・　

・130　・　

・Ｕカットシール材充填工法 　

  ・シーリング材 　　　

    充填材料の種類　※1成分形又は2成分形ポリウレタン系　・ 　　

  ・可とう性エポキシ樹脂 

　  シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルの充填　・行う　・行わない

0.2以上 1.0未満

0.2以上 0.3未満

0.3以上 0.5未満

0.5以上 1.0未満

　エポキシ樹脂　・低粘度形　・中粘度形 　

　注入状況の確認方法　※コアの抜き取り　・　　

　　抜取り個数　※長さ500mごと及びその端数につき1個　・ 　　

　  抜取り部の補修方法　※図示　・ 

　・パテ状エポキシ樹脂　・可とう性エポキシ樹脂

・ シール工法

※自動式低圧エポキシ

欠損部改修工法2

・充填工法

　・エポキシ樹脂モルタル　・ポリマーセメントモルタル

[4.1.4][4.2.2][4.4.9]

・モルタル塗替え工法

　・現場調合材料　・既調合材料

　仕上厚又は全塗厚が25mmを超える場合の処置　※図示　

浮き部改修工法3 [4.1.4][4.2.2][4.4.10～15]

工法の種類 (本/m2) (箇所/m2) (mL/箇所)

注入量アンカーピンの本数

一般部 指定部 一般部 指定部

※25

※25

・　

※50

※25

※25

※50

・　

・　

・　

・　

－

－

－－

※12 ※20

・　

・　

・　

－－

※ 9 ※16

※16※ 9

・　

・　 ・　

・　・　

※16

※13

・　

※13

※ 9

※ 9

※ 9

・　

・　

・　

・　

・　

－

－

　・　

　※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの

アンカーピンの材質

注入口付アンカーピンの材質

　・　

　※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度

充填工法  　

　・エポキシ樹脂モルタル　・ポリマーセメントモルタル

モルタル塗替え工法 

　・現場調合材料　・既調合材料

　仕上厚又は全塗厚が25mmを超える場合の処置　※図示　

外
壁
改
修
工
事（
タ
イ
ル
張
り
仕
上
げ
外
壁
改
修）

1 ひび割れ部改修

工法

４-３ [4.1.4][4.2.2][4.5.5、6]

・樹脂注入工法

工法の種類

・機械式エポキシ樹脂

・手動式エポキシ樹脂

　樹脂注入工法

　注入工法

　注入工法

注入口間隔(mm) 注入量（mL/m）ひび割れ幅(mm)

※200～300  ・　

・ 50～100　・　

・100～200　・　

・150～250　・　

・130　・ 

・ 40　・　

・ 70　・　

・130　・　

・Ｕカットシール材充填工法 　

  ・シーリング材 　　　

    充填材料の種類　※1成分形又は2成分形ポリウレタン系　・ 　　

  ・可とう性エポキシ樹脂 

　  シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルの充填　・行う　・行わない

0.2以上 1.0未満

0.2以上 0.3未満

0.3以上 0.5未満

0.5以上 1.0未満

　エポキシ樹脂　・低粘度形　・中粘度形 　

　注入状況の確認方法　※コアの抜き取り　・　　

　　抜取り個数　※長さ500mごと及びその端数につき1個　・ 　　

　  抜取り部の補修方法　※図示　・ 

※自動式低圧エポキシ

[4.1.4][4.2.2][4.5.7、8]欠損部改修工法2

　　接着剤の種類 　

　　　・ポリマーセメントモルタル 　

・タイル部分張替え工法

・タイル張替え工法

　　張替え用材料

　　　・JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系

　　　・接着剤　JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系

　　　・張付けモルタル（ ・現場調合材料　・既調合モルタル ）

伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置

　※改修標準仕様書 表4.5.1による　・ 　

　・行う　・行わない

外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの接着力試験

・セメントモルタルによるタイル（セラミックタイル）張り 

　下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理　

　　・目荒らし工法（改修標準仕様書4.4.9(3)による）　・　　　　

　タイル張りの工法 　　

　　・外装タイル（ ・密着張り　・改良圧着張り　・改良積上げ張り ） 　

　　・外装ユニットタイル（ ・マスク張り　・モザイクタイル張り ） 　 

　シーリング　改修特記仕様書３章　防水改修工事による

・有機系接着剤によるタイル（セラミックタイル）張り

　下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理　

　　・目荒らし工法（改修標準仕様書4.4.9(3)による）　・　　　　

　シーリングの種類

 　 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地　※ポリウレタン系　・　

　　伸縮調整目地その他の目地　※変成シリコーン系　・　

　シーリングのその他事項は、改修特記仕様書３章　防水改修工事による

　　立上り面のシート厚さ（ ※1.5mm　・　　　　）

 3.5.2(3)(ｴ)(a)

          着色　・ステンカラー　・ブロンズ　・ブラック系　・　

断熱材　

適用   

断熱材　

適用   

防水の適用　

樹脂サッシ廻り MS-2

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

加藤 早妃

第378328号
A2:NS

A3:NS
A003

R07/03/19

改修特記仕様書№２

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認



[4.1.5][4.7.2][表4.7.1]

・

・注入口付アンカーピンニング

外
壁
改
修
工
事（

塗
り
仕
上
げ
外
壁
改
修）

浮き部改修工法3 [4.1.4][4.2.2][4.5.9～15]

・

・アンカーピンニング

　部分エポキシ樹脂注入工法

・アンカーピンニング

　全面エポキシ樹脂注入工法

・アンカーピンニング

・注入口付アンカーピンニング

　部分エポキシ樹脂注入工法

・注入口付アンカーピンニング

　全面エポキシ樹脂注入工法

・注入口付アンカーピンニング

　全面ポリマーセメントスラリー注入工法

　全面ポリマーセメントスラリー注入工法

※20※12

・

・

・

・

・

・

※25

※20

※20

※16

※16

※16

注入口の箇所数

工法の種類 (本/m2) (箇所/m2) (mL/箇所)

注入量アンカーピンの本数

一般部 指定部 一般部 指定部

※25

※25

・　

※50

※25

※25

※50

・　

・　

・　

・　

－－

※12 ※20

・　

・　

・　

－－

※ 9 ※16

※16※ 9

・　

・　 ・　

・　・　

※16

※13

・　

※13

※ 9

※ 9

※ 9

・　

・　

・　

・　

・　

エポキシ樹脂注入タイル固定工法 ・　

※25

・タイル部分張替え工法

・タイル張替え工法

－ － － －

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

　※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの

　・　

アンカーピンの材質

注入口付アンカーピンの材質

　・　

　※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度

　　接着剤の種類 　

　　　・ポリマーセメントモルタル 　

・タイル部分張替え工法

・タイル張替え工法

　　張替え用材料

　　　・JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系

　　　・接着剤　JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系

　　　・張付けモルタル（ ・現場調合材料　・既調合モルタル ）

伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置

　※改修標準仕様書 表4.5.1による　・ 　

　・行う　・行わない

タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの接着力試験

・セメントモルタルによるタイル（セラミックタイル）張り 

　下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理　・　　

　タイル張りの工法 　　

　シーリング　改修特記仕様書３章　防水改修工事による

　　・ユニットタイル（ ・マスク張り　・モザイクタイル張り ） 　 

　　・外装タイル（ ・密着張り　・改良圧着張り　・改良積上げ張り ） 　

・有機系接着剤によるタイル（セラミックタイル）張り

　モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理　・　

　シーリングの種類

 　 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地　※ポリウレタン系　・　

　　伸縮調整目地その他の目地　※変成シリコーン系　・　

　シーリングのその他事項は、改修特記仕様書３章　防水改修工事による

目地改修工法4 [4.1.4][4.5.16]

・目地ひび割れ部改修工法

・伸縮調整目地改修工法

　　伸縮調整目地の位置及び寸法　・図示　・　

シーリングは、改修特記仕様書３章　防水改修工事による

 ［4.2.2]

5 タイルの形状、

寸法等

性

り

滑

耐

箇所

施工

耐凍

料の適

再生材
形状

無有
特
　
注

標
　
準

無有
無
ゆ
う

施
ゆ
う

Ⅲ
　
類

Ⅱ
　
類

Ⅰ
　
類

害性
色役物

ぐすり

うわ

よる区分

吸水率に

(mm)

寸法 備考
用 

見本焼き　・行う　・行わない 

試験張り　・行う　・行わない 

標準的な曲がりの役物は一体成形とする

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

４-４ 1 既存塗膜等の除去、

下地処理及び

下地調整

[4.6.3]

・ひび割れ部改修工法

・浮き部改修工法

・欠損部改修工法

・サンダー工法

・高圧水洗工法

・塗膜はく離剤工法

・水洗い工法

工　法 下地面の補修

※既存仕上げ面全体　・図示

※既存仕上げ面全体　・図示

※既存仕上げ面全体　・図示

※サンダー工法、高圧水洗工法、塗膜はく離剤

　工法の処理範囲以外の既存仕上面全面

・図示

処　理　範　囲

3

4

下地調整塗材

仕上塗材仕上げ

[4.6.3]

※下地調整塗材　・ポリマーセメントモルタル

建物内部に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 　

  ※規制対象外　・ 

新規仕上塗材の種類 

・複層塗材Ｓｉ

・複層塗材Ｅ

・複層塗材ＲＥ

・ゆず肌状　・凸部処理　・凹凸状

・防水形複層塗材ＲＥ

・防水形複層塗材Ｅ

・防水形複層塗材ＣＥ

・防水形複層塗材ＲＳ

・可とう形改修塗材Ｅ

・可とう形改修塗材ＲＥ

・可とう形改修塗材ＣＥ

・平たん状　・さざ波状　・ゆず肌状

種　類 呼び名
防火

材料
仕上げの形状及び工法等

・薄付け

　仕上塗材

・複層仕上

　塗材

・可とう形

  改修用

　仕上塗材

・外装薄塗材Ｓｉ

・外装薄塗材Ｅ

・可とう形外装薄塗材Ｅ

・防水形外装薄塗材Ｅ

・外装薄塗材Ｓ

・可とう形外装薄塗材Ｓｉ

・複層塗材ＣＥ

・可とう形複層塗材ＣＥ

・砂壁状　・さざ波状　・平たん状

・ゆず肌状（・吹付け・ローラー塗り）

・凹凸状（・吹付け・こて塗り）

・着色骨材砂壁状（・吹付け ・こて塗り）

 吸放湿性　・適用する

・厚付け

　仕上塗材

・外装厚塗材Ｃ

・外装厚塗材Ｓｉ

・外装厚塗材Ｅ

・吹放し　・凸部処理　・平たん状

・凹凸状　・ひき起こし　・掻き落とし

 吸放湿性　・適用する

 上塗材　・適用する　・適用しない

 耐候性　※耐候形３種　・　　

 上塗材

　 溶媒　※水系　・溶剤系　・弱溶剤系

　 樹脂　※アクリル系　・　

　 外観　※つやあり　・つやなし

　 　　　・メタリック

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

 　　　　・メタリック

　 外観　※つやあり　・つやなし

　 樹脂　※アクリル系　・　

　 溶媒　※水系　・溶剤系　・弱溶剤系

 上塗材

 耐候性　※耐候形３種　・　

5

種別　・Ａ種　・Ｂ種

6 外壁用塗膜防水材

塗り

[4.1.5][4.2.2][4.8.2][表4.2.6]

マスチック塗材

塗り

外壁用塗膜防水塗り

　　※JIS A 6909の耐候形１種相当　・　　

　外壁用仕上塗材の耐候性

　仕上げの形状　・　　　　　　工法　・　

下地挙動緩衝材の適用　・適用する　・適用しない

吹付け工法の模様材の種類　・　　　　　　　・所要量　　　　　　(kg/m2)

外壁用仕上塗料の種類　　　・　　　　　　　・所要量　　　　　  (kg/m2)

モルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は、改修特記仕様書４章

外壁改修工事（モルタル塗り仕上げ外壁改修）による

既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、改修特記仕様書４章　外壁改修

工事（塗仕上げ外壁等改修）による

コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処理は、改修特記仕様書４章　外壁

改修工事（コンクリート打ち放し仕上げ外壁改修）による 

５

建
具
改
修
工
事

1 改修工法

建具の種類

 [5.1.3]

・アルミニウム製建具

・樹脂製建具

・鋼製建具

・鋼製軽量建具

・ステンレス製建具

・外部

・内部

・

－

・

・

・

・

・

・

・

・

・・

・建具表による　・　 

・建具表による　・　 

・建具表による　・　 

・建具表による　・　 

・建具表による　・　 

・建具表による　・　 

かぶせ工法 撤去工法 適用箇所

新規に建具を設ける場合 

　壁部分の開口の開け方　※図示　・ 　

  新規建具周囲の補修工法及び範囲　※図示　・ 

建具周囲のシーリングは、改修特記仕様書３章　防水改修工事による 

防火戸2 [5.1.4]

ステンレス製

建具

10  [5.2.2] [5.4.2] [5.6.2～5]

性能値級

  簡易気密型ドアセット　・適用する（建具符号：・建具表による ・　 　　　） 

        　　　　　　　　・適用しない 

  外部に面する建具の耐風圧性　・S-4（建具符号：・建具表による ・ 　　 　）

 　　　　　　　　　　　　　   ・S-5（建具符号：・建具表による ・　  　　）

 　　　　　　　　　　　　   　・S-6（建具符号：・建具表による ・　  　　） 

 　　　　　　　　　　　　   　 　　　　　　　　　　　　   　・　

　防音ドア・防音サッシ　　遮音性の等級（ ・　　　　）

　断熱ドア・断熱サッシ　　断熱性の等級（ ・　　　　）

　耐震ドア　　　 　　 　　面内変形追随性の等級（ ・   　   ）

ステンレス鋼板　※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI　・　

鋼板（屋内）　※SUS430、SUS430JIL、SUS443J1、SUS304　・ 

ステンレス鋼板の曲げ加工　※普通曲げ　・角出し曲げ 

建具用金物11  [5.7.2、3]

　※改修標準仕様書 表5.7.1により適用は建具表による　・　

金物の種類及び見え掛り部の材質等

金属製建具用丁番の枚数及び大きさ

樹脂製建具丁番の枚数及び大きさ

  ※改修標準仕様書 表5.7.2による　・建具表による

  ※改修標準仕様書 表5.7.3による　・建具表による

握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセントの取付け位置

　・建具表による　・ 

・錠前類 【シリンダ箱錠及びシリンダ本締り錠】 

　　試験方法　工事建築材料等品質性能表による

・錠前類 【レバーハンドル】

　　性能　工事建築材料等品質性能表による

　　試験方法　工事建築材料等品質性能表による

・クローザ類

　　品質・性能　工事建築材料等品質性能表による

　　試験方法　工事建築材料等品質性能表による

　　性能　工事建築材料等品質性能表による

　　品質　工事建築材料等品質性能表による

鍵12 [5.7.4] 

マスターキー　・製作する　・製作しない　・既存のマスターキーに合わせる 

その他の鍵の製作本数　※各室３本１組　・　

自動ドア開閉装置13 　[5.8.2、3]

引き戸用駆動装置

　性能値　※標準仕様書 表5.8.5による　種類（　　　　　）

多機能トイレ出入り口引き戸用駆動装置

　性能値　※標準仕様書 表5.8.6による

引き戸用検出装置

　性能値　※標準仕様書 表5.8.3による

戸の開閉方式

　・建具表による　　・　

引き戸用検出装置の種類

　※標準仕様書 表5.8.4による　種類（　　　　　　　　　）・建具表による

凍結防止措置

　・適用する　　・適用しない

14

装置

自閉式上吊り引戸

性能値等　　※標準仕様書 表5.9.1による

　[5.9.3]

試験方法　建築材料等品質性能表による

重量シャッター15 　[5.10.2、3]

シャッターの種類

　・管理用シャッター耐風圧強度 (           ) N/m2

　・屋内用防火シャッター

　・外壁用防火シャッター耐風圧強度 (           ) N/m2

　・防煙シャッター

開閉方式の種類　　※上部電動式（手動併用）　 ・ 上部手動式　

　・図示　　・　　

二重チェーン、急降下制動装置、急降下停止装置を設けた電動シャッターの設置箇所

　・図示　　・　　

屋内用防火シャッター若しくは防煙シャッターの危害防止機構

　・設ける　（設置箇所　　・図示　　・　　　　　　　　）

　　　「防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件」(昭和48年12月28日

　　　建設省告示第2563号) に定める基準に適合するもの

　　　※障害物感知装置 (自動閉鎖型)　　・　

スラット及びシャッターケース用鋼板 　

管理用シャッターのシャッターケース　　・設ける　　・設けない　　

　めっきの付着量　　※Z12又はF12　　・　

  鋼板の種類　　・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）

                ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯） 　

障害物感知装置を設けた電動シャッターの設置箇所

[5.11.2～4]16 軽量シャッター

開閉方式の種類　　※手動式　　・上部電動式（手動併用） 

耐風圧強度（　　　　）N/m2

・指定する　適用箇所（ ・建具表による　・　　　　） 　・指定しない 

　・連動させる（ ・建具表による　・　　　　　　　）・連動させしない

ヒューズ装置、熱感知器又は煙感知器との連動

見本の製作等

防犯建物部品

3

4

 [5.1.5]

 [5.1.7]

建具見本の製作　　・行う（建具符号：　　　　） 　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　・行わない

建具見本の程度　　・工事に使用するものとして、あらかじめ製作する

                  ・納まり等がわかる程度のもの

特殊な建具の仮組　・行う（建具符号：　　　　） 　　　　　　

　　　　　　　　　・行わない

・適用しない 

・適用する（　　　　　　）　適用箇所（・建具表による　・　　　　　　　）

5 アルミニウム製

建具

　[5.2.2～5][表 5.2.2]

性能値等 

スラットの材質 の種類

　・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯） 

  ・JIS G 3322（塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯） 

     めっき付着量（※Z06又はF06　　・　　　　　） 　

     めっき付着量（※AZ90　　・　　　　　） 

スラットの形状　　・インターロッキング形　　・オーバーラッピング形 

ドア

オーバーヘッド17

セクション材料

による区分 区分(Pa)

開閉方式 

による区分

収納形式

による区分 の材料

ガイドレール 耐風圧性能

障害物感知装置を設けた電動式シャッターの設置箇所障害物感知装置を設けた電動式シャッターの設置箇所　　・図示　　・　

[5.12.2、3]

※スチールタイプ 

・アルミニウムタイプ 

・ファイバーグラスタイプ

・125(1250)

・100(1000)

・ 75( 750)

・ 50( 500)

※バランス式 

・チェーン式 

・電動式　 　

・スタンダード形 

・ローヘッド形　 

・ハイリフト形　

・バーチカル形 

※溶融亜鉛めっき鋼板 

・ステンレス鋼板 

（　　　 　　　）

障害物感知装置を設けた電動シャッターの設置箇所　・図示　・　

[4.1.5][4.2.2][4.6.5][表4.2.4]

　防音ドア・防音サッシ　　遮音性の等級（ ・　　　　）

　断熱ドア・断熱サッシ　　断熱性の等級（ ・　　　　）

　耐震ドドア　　　　　　　面内変形追随性の等級（ ・   　   ）

　枠の見込み寸法　・建具表による　・　

表面処理 

  外部に面する建具　・ＢＢ－１種　・ＢＢ－２種　・　 　

  屋内の建具　　　　・ＢＣ－１種　・ＢＣ－２種　・ 

結露水の処理方法　・図示　・ 

水切り板、ぜん板　・図示　・ 

ステンレス鋼板　※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI　・　

　[5.2.3]

・防虫網 ※合成樹脂製 

・ガラス繊維入り合成樹脂製 

・ステンレス(SUS316)製 

ステンレス(SUS304)線材

網目線径材種種類

・ 

※16～18メッシュ 

網目寸法15mm・防鳥網

網戸等6

※0.25mm以上

・ 

1.5mm

樹脂製建具7 [5.2.2][5.3.2～5]

性能値等 

  外部に面する建具の種別

　　・Ａ種（建具符号：・建具表による　・　　　　　　　　　）

　　・Ｂ種（建具符号：・建具表による　・　　　　　　　　　）

　　・Ｃ種（建具符号：・建具表による　・　　　　　　　　　）

　枠の見込み寸法　・建具表による　・　

　断熱ドア・断熱サッシ　　断熱性の等級（ ・H-4　・H-5　・H-6 ）

　防音ドア・防音サッシ　　遮音性の等級（ ・T-1  ・T-2 ）

表面色　※標準色　・特注色 

ガラス　※複層ガラス　・　

水切り板、ぜん板　※図示　・　

鋼製建具8 　[5.2.2][5.4.2～4][表 5.4.2]

性能値級

        　　　　　　　　・適用しない 

 　　　　　　　　　　　　   　 　　　　　　　　　　　　   　・　

  簡易気密型ドアセット　・適用する（建具符号：・建具表による ・　 　　　） 

  外部に面する建具の耐風圧性　・S-4（建具符号：・建具表による ・ 　　 　）

 　　　　　　　　　　　　　   ・S-5（建具符号：・建具表による ・　  　　）

 　　　　　　　　　　　　   　・S-6（建具符号：・建具表による ・　  　　） 

　防音ドア・防音サッシ　　遮音性の等級（ ・　　　　）

　断熱ドア・断熱サッシ　　断熱性の等級（ ・　　　　）

　耐震ドア　　　 　　 　　面内変形追随性の等級（ ・   　   ）

鋼板の厚さ　※改修標準仕様書 表5.4.2による　・　　　mm

ステンレス鋼板　※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI　・　

鋼製軽量建具9  [5.2.2][5.5.2～4]

性能値級

  簡易気密型ドアセット　・適用する（建具符号：・建具表による ・　 　　　） 

　防音ドア・防音サッシ　　遮音性の等級（ ・　　　　）

　断熱ドア・断熱サッシ　　断熱性の等級（ ・　　　　）

　耐震ドア　　　 　　 　　面内変形追随性の等級（ ・   　   ）

鋼板の種類　・亜鉛めっき鋼板　・ビニル被膜鋼板　 ・カラー鋼板　・ステンレス鋼板

鋼板の厚さ　※改修標準仕様書 表5.4.2による　・　　　mm

ステンレス鋼板　※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI　・　

召合せ、縦小口包み板の材質

　※鋼板　・ステンレス鋼板　・アルミニウム合金の押出形材　

  外部に面する建具の種別

　　・Ａ種（建具符号：・建具表による　・　　　　　　　　　）

　　・Ｂ種（建具符号：・建具表による　・　　　　　　　　　）

　　・Ｃ種（建具符号：・建具表による　・　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　着色　・ステンカラー　・ブロンズ　・ブラック系　・　

　　　　　　　　　　着色　・ステンカラー　・ブロンズ　・ブラック系　・　

鍵箱　・無　・有 

　　　鋼製　・10　・20　・30　・60　・120　・200本用

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

加藤 早妃

第378328号
A2:NS

A3:NS
改修特記仕様書№３ A004

R07/03/19令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認



  ・ 　

  ・グレイジングチャンネル形 

・図示

・図示

※建具の製造所の仕様による

※建具の製造所の仕様による

・図示 

※建具の製造所の仕様による

・シーリング材 

・シーリング材 

・ガスケット 　

・シーリング材 

ガラス溝の大きさ(mm)ガラス留め材建具の種類

ステンレス製

鋼製及び鋼製軽量

アルミニウム製

・ 　

・ 　

６

内
装
改
修
工
事

19

建
具
改
修
工
事

５ ガラス18 [3.7][5.13.2～4]

ガラスブロック

フロート板ガラス

　品種及び厚さの呼びによる種類 

　　※建具表による　　・　　

型板ガラス

　厚さによる種類

　　※建具表による　　・　　

網入板ガラス及び線入板ガラス

　網又は線の形状、板の表面の状態及び厚さの呼びによる種類

　　※建具表による　　・　　

合わせガラス

　材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに合わせガラスの合計厚さ

　形状による種類

　落球衝撃はく離特性並びにショットバック衝撃特性による種類

　　・平面合わせガラス　　・曲面合わせガラス

　　・Ⅰ類　　・Ⅱ－１類　　・Ⅱ－２類　　・Ⅲ類

強化ガラス

　　※建具表による　　・　　

　破片の状態及びショットバック衝撃特性による種類

　　・Ⅰ類　　・Ⅲ類

熱線吸収板ガラス

　板ガラスによる種類、厚さによる種類

　　※建具表による　　・　　

　性能による種類

　　・１種　　・２種

複層ガラス

　材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ

　　※建具表による　　・　　

　断熱性による区分

　　・Ｔ１　　・Ｔ２　　・Ｔ３　　・Ｔ４　　・Ｔ５　　・Ｔ６

　日射取得性、日射遮蔽性による区分

　　・Ｇ　　・Ｓ

　乾燥気体の種類

　　・空気　　・アルゴン　　・　

熱線反射ガラス

　材料板ガラスの種類及び厚さによる種類

　　※建具表による　　・　　

　日射熱遮へい性による区分

　　・１種　　・２種　　・３種

　耐久性による区分（日射熱遮蔽性による区分が２種の場合）

　　・Ａ類　　・Ｂ類

　映像調整

　　・行わない　　・行う

倍強度ガラス

　材料板ガラスの種類及び厚さによる種類

　　※建具表による　　・　　

　　※建具表による　　・　　

　形状による種類、材料板ガラスの種類による名称

ガラスの留め材及び溝の大きさ

　[5.13.5]

表面

形状
呼び寸法 厚さ

色調

ｸﾘｱ

目地幅(mm)

曲面積み平積み

伸縮調整 防火

性能目地位置(mm)乳白

・正方形

・長方形

・125×125

・160×160

・200×200

・320×320

・250×125

・320×160

80

・125 

・ 95 

・125 

・ 95 

95

80

95

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・15～25

・ 

※ 8～15 外側

 ※15以下 

 ・  

内側

 ※6以上 

 ・  

・図示  

・ 

※無し

・有り 

※6m以下ごと

  に幅10～25 

・日射調整フィルム

・低放射フィルム

・衝撃破壊対応ガラス

　飛散防止フィルム

記号

外貼り用内貼り用

・ＳＣ－１ ・ＳＣ－２

・ＧＩ－１ ・ＧＩ－２

・ＬＥ　　
熱貫流率による区分

日射遮蔽性能による区分

 ・Ａ ・Ｂ ・Ｃ ・Ｄ ・Ｅ

 ・Ａ ・Ｂ ・Ｃ ・Ｄ

品質　JIS A 5759による。

・

種  類 性 能 等

改修範囲1  [6.1.3]

既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲

天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲

　※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　・ 図示

　※壁面より両側 600mm 程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　・ 図示

　※既存のまま　・図示

既存天井の撤去に伴う取合い部の壁面の改修

既存床の撤去及び

下地補修

2

3

 [6.2.2]

[6.3.2]

ビニル床シート等の除去　※仕上材のみ（接着剤とも）

　　　　　　　　　　　　・下地モルタルとも（・図示の範囲　・除去範囲全て）

合成樹脂塗床材の除去工法　・機械的除去工法　・目荒し工法

既存のコンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタ

ル及びエポキシ樹脂モルタルは、4章外壁改修工事による。

改修後の床の清掃範囲　※図示　・　

既存壁の撤去及び

下地補修

  ※改修標準仕様書4.4.9によるモルタル塗り

間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修

　 （塗り厚25mmを超える場合の処置　※図示） 

木下地等の表面

仕上げ

4 [6.5.1]

適用箇所表面仕上げの種別

・Ｈ－Ａ種

・Ｈ－Ｂ種

・Ｈ－Ｃ種

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

　機械加工

　手加工

製材5 [6.5.2]

ガラス用フィルム20

ホルムアルデヒド放散量  ※規制対象外　・ 

造作用集成材6

[6.5.2]

・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材

・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材

・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成柱

・「製材の日本農林規格」による下地用針葉樹製材

・「製材の日本農林規格」による造作用針葉樹製材

・「製材の日本農林規格」による広葉樹製材

・「製材の日本農林規格」以外の製材

・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材

施工箇所 樹種
寸法

(mm)
等級

間伐材等

の適用
形状 含水率

保存

処理

※２級  ※Ａ種 ・Ｂ種

※２級

・　　  ・ 
・

・

等級施工箇所 樹種
(mm)

寸法

見え掛り面

見え掛り面

以外　　　

 ※上小節

 ・ 

 ・　

 ※小節以上

間伐材等

の適用
形状 含水率

保存

処理

 ※Ａ種 ・Ｂ種

 ・ 

 ・ 
・

・

等級施工箇所 樹種
寸法 間伐材等

形状 含水率
保存

の適用処理(mm)

・

・

 ※１等

・　 

 ※10％以下

 ・Ａ種 ・Ｂ種 ・　　　

 ※１等

・　 

 ※10％以下

 ・Ａ種 ・Ｂ種 ・　　　

施工箇所 樹種
(mm)

寸法
材面の品質 防虫処理 含水率

の適用

間伐材等

 (※Ａ種 ・Ｂ種)

(　　  　　)

 造作材の場合 
 ・ 

 ・適用する

 ・適用しない
・

 (※Ａ種 ・Ｂ種)

(　　  　　)

 造作材の場合 
 ・ 

 ※Ａ種 ・Ｂ種 ・適用する

 ・適用しない
・

面数

見付け材 見付け材

面の品質

間伐材等

の適用

寸法

(mm)

化粧薄板

芯材：

化粧薄板：

の厚さ(mm)
施工箇所 樹　種

・

・

 ※１等 ・２等

 ※１等 ・２等
化粧薄板：

芯材：

見付け材

面の品質

間伐材等

の適用

芯材：

化粧薄板：

施工箇所

・

・

 ※１等 ・２等

 ※１等 ・２等
化粧薄板：

芯材：

寸法

(mm)

化粧薄板

の厚さ(mm)
樹　種

間伐材等

の適用

寸法

(mm)
施工箇所 樹　種

・

・

含水率

※15％以下

・　

見付け材面の品質

※15％以下

・　

の適用

間伐材等
施工箇所 樹　種

※１等 ・２等

見付け材

面の品質

寸法

(mm)

見付け材

面数

・

・※１等 ・２等

間伐材等

の適用

寸法

(mm)

化粧薄板

芯材：

化粧薄板：

の厚さ(mm)
施工箇所 樹　種

・

・
化粧薄板：

芯材：

含水率
見付け材

面の品質

※15％以下

・　

※15％以下

・　

・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材

・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり構造用集成柱

間伐材等

の適用

寸法

(mm)

化粧薄板

芯材：

化粧薄板：

の厚さ(mm)
施工箇所 樹　種

・

・
化粧薄板：

芯材：

含水率
見付け材

面の品質

※15％以下

・　

※15％以下

・　

7 造作用単板積層材

ホルムアルデヒド放散量　　※規制対象外　　・　

・「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材

・「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材

・ＣＬＴ（直交集成板）

[6.6.2]

・適用しない

・適用する

施工箇所
(mm)

厚さ
防虫処理表面の品質

の適用

間伐材等

・
・有り(・天然木加工　・塗装加工)

・無し(　　　　　　　　　　　　)

・適用しない

・適用する
・

・有り(・天然木加工　・塗装加工)

・無し(　　　　　　　　　　　　)

・適用しない

・適用する

施工箇所
(mm)

厚さ
防虫処理

の適用

間伐材等

・
・有り(・天然木加工 ・塗装加工)

・無し(　　　　　　　　　　　 )

含水率表面の品質

・　　
※14％以下

・適用しない

・適用する
・

・　　
※14％以下・有り(・天然木加工 ・塗装加工)

・無し(　　　　　　　　　　　 )

施工箇所
の適用

間伐材等

・

・

品名 種別 樹種
寸法

(mm)（強度等級）

曲げ性能 接着性能

床張り用合板等8 [6.5.2]

ホルムアルデヒド放散量  ※規制対象外　・　

・普通合板

・構造用合板

・「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板

・「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板

・「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板 

・パーティクルボード

板面の品質
間伐材等

の適用
防虫処理

厚さ

(mm)
施工箇所

表板の

樹種名

※１類

・２類

程度

接着の

・適用しない

・適用する  
・

※5.5

　　※２等以上 ・１等

　　※Ｃ-Ｄ以上　・　　　

 ・広葉樹

 ・針葉樹

 ※２級以上

間伐材等

の適用
施工箇所

・

等級
単板の

樹種名

接着の

程度

板面の

品質

厚さ

(mm)

防虫

処理

強度

等級

 ・１級 ・特類

※１類  ※C-D以上

 ・

※12

・  ・適用しない

・適用する  ・適用する

・適用しない

  (        )

間伐材等

の適用

・・１類 ・特類

防虫処理接着の程度単板の樹種名施工箇所
厚さ

(mm)

施工箇所
化粧板に使用する

単板の樹種名

厚さ

(mm)
接着の程度

・１類 ・２類

防虫処理の適用

・適用する（　　　　　）

・適用する　

間伐材等

の適用
施工箇所

厚さ

(mm)
接着の程度 表面性能

化粧加工の

方法

・１類 ・２類

防虫処理の

適用

（　　　　　）
・

施工箇所
による区分

表裏面の状態 曲げ強さ

による区分

耐水性

による区分

難燃性

による区分

厚さ

(mm)

※Ｐ又はＭ

・　　　　

※13タイプ

・　　　　

※15

・　

施工箇所 等　　級 厚さ(mm)

・１級　・２級　・３級　・４級

・構造用パネル

・ＭＤＦ

施工箇所
厚さ

(mm)

裏表面の状態

による区分

曲げ強さ

による区分

接着剤

による区分

難燃性

による区分

[6.5.3、4] [6.8.2] [6.9.3] [6.11.4、5]

接着剤は可塑剤（難揮発性の可塑剤を除く）が添付されていないものとする。

施工箇所の下地がセメント系下地及び木質系下地以外の場合の接着材の種別

ホルムアルデヒドの放散量　※規制対象外　・　

　・図示　・　

10 防腐・防蟻処理 [6.5.5]

・防腐、防蟻処理を省略できる樹種による製材

　　適用部位（　　　　　　　　　　　　　　　　） 

・薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理

・Ｋ２ ・Ｋ３ ・Ｋ４

保存処理性能区分適用部材

・薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理

・薬剤の接着剤への混入による防腐、防蟻処理 　　

　　適用部位（　　　　　　　　　　　　　　　　） 

[6.6.2～4]11 軽量鉄骨天井下地

野縁等の種類

　屋外　※25形　・19形

　屋内　※19形　・25形

・屋外の軒天井、ピロティ天井等

　工法 

　　建築基準法に基づき定まる（・1　・1.15　・1.3）の風圧力に対応した工法

　    野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔　・図示　・　

  　　周辺部の端からの間隔　・図示　・　

  　　野縁の間隔　・図示　・　

　既存の埋込みインサート　・使用する　・使用しない 

　あと施工アンカーの確認試験

　　・行う

　　　　箇所数　※屋内の場合、当該階において３箇所　・　

　　　　確認強度

　　　　　※吊りボルト受け等の間隔が900mm程度以下かつ天井面構成部材等の

　　　　　　単位面積当たりの質量が20kg/m2 以内の天井の場合、400Ｎ程度

　　　　　・　

　　・行わない

・吊りボルトの間隔が900mmを超える場合の補強方法　※図示　・　

・天井のふところが1.5m以上3.0m以下の場合の補強方法

 　 ※改修標準仕様書6.6.4(8)による　・　

・天井のふところが3.0mを超える場合の補強方法　※図示　・　

・天井の下地材における耐震性を考慮した補強 

　補強箇所　※図示　　補強方法　※図示　

12

13 ビニル床シート

軽量鉄骨壁下地 [6.7.3] [表6.7.1]

スタッド、ランナーの種類 

　※改修標準仕様書 表6.7.1によるスタッドの高さによる区分に応じた種類

　・図示

スタッドの高さが5.0mを超える場合　※図示　・ 　

出入口及びこれに準ずる開口部の補強 

　※改修準仕様書6.7.4(5)による　・図示　

[6.8.2、3]

目地処理する場合の工法　　※熱溶接工法　・　 　

　　

種類の記号 色　柄 厚さ(mm)

※ 2.0

・　　

※ＦＳ

・    

・　  

・マーブル柄 

・無地       

・柄物       

14 ビニル床タイル [6.8.2]

種類の記号 色　柄 寸　法

・無地　

・柄物　

・300×300 

・450×450 

厚さ(mm)

※ 2.0

・ 2.5

・ 3.0

　　

・　　　 　

・ＦＯＢ

・ＦＯＡ

・ＦＴ　

・ＴＴ　

※ＫＴ　

接着剤9

使用環境

・15

60角

 ・Ａ種 ・Ｂ種

 ・Ａ種 ・Ｂ種

 ・Ａ種 ・Ｂ種

針葉樹製材

造作用

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下地

シナ 4

杉 12

床下地 ﾗﾜﾝ

天井
閂 桧

適用部材 処理の方法 薬剤の種類

 ※改修標準仕様書6.5.5

   (1)(b)② ｱ～ｴによる

 ・ 

 ※JIS A 1571に適合又は同等品桟木、柱、

根太、大引、束、

土台、根がらみ貫

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

加藤 早妃

第378328号
A2:NS

A3:NS
改修特記仕様書№４ A005

R07/03/19令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認



・Ａ種 ・Ｂ種

15 特殊機能床

・帯電防止床シート

・帯電防止床タイル

・視覚障害者用床タイル

　　視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列はJIS T 9251による 

・耐動荷重性床シート

・防滑性床シート

・防滑性床タイル

[6.8.2]

16

17

ビニル幅木

ゴム床タイル　

[6.8.2]

厚さ(mm)　※1.5以上　・　

高さ(mm)　※60　・75　・100

　　種類（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　性能（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　厚さ（　　　　）mm

　　種類（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　性能（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　種類（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　形状（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　種類（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　厚さ（　　　　）mm

　　種類（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　厚さ（　　　　）mm

　　種類（　　　　　　　　　　　　　　　）

フローリング張り [6.11.2～6]・単層フローリング（フローリングボード１等）

　　工法　・釘留め工法（ ・根太張り　・直張り ）

　　　　　・接着工法

　　樹種　※なら　・　

　　間伐材等の適用　・適用する　・適用しない

・単層フローリング（フローリングブロック１等）

　　樹種　・　

　　厚さ　・　 

　　大きさ　・ 

　　間伐材等の適用　・適用する　・適用しない

・複合フローリング

　　　　　・接着工法

　　工法　・釘留め工法（ ・根太張り　・直張り ）

　　樹種　※なら　・　

　　種別　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

　　間伐材等の適用　・適用する　・適用しない

フローリング及び接着剤のホルムアルデヒド放散量　※規制対象外　・　

接着工法の場合の裏面緩衝材　※合成樹脂発泡シート 　

・現場塗装仕上げ　

　※ウレタン樹脂ワニス塗り

　・オイルステインの上、ワックス塗り

　・生地のままワックス塗り

20

21 畳敷き [6.12.2]

種別　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種（畳床：・KT-Ⅰ ・KT-Ⅱ ・KT-Ⅲ ・KT-K ・KT-N ） 

下地の種類　・標準仕様書　表12.6.1による床組 　　　　　　

            ・ポリスチレンフォーム床下地（ノンフロン    ） 　　　　　　

            ・ 

畳表及び畳床はホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない

か、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

[6.13.2、3]せっこうボード

その他のボード

及び合板張り

合板類 、MDF及びパーティクルボード、接着剤のホルムアルデヒド放散量

　※規制対象外　・ 

・木質系セメント板　　　種類・厚さ（ ※図示　・　　　　） 

・繊維板　　　種類・厚さ（ ※図示  ・　　　　　）

・パーティクルボード　　　種類・厚さ（ ※図示　・　　　　　）

・吸音材料　　種類・厚さ（ ※図示  ・　　　　　）

・せっこうボード  種類・厚さ（ ※図示  ・　　　　）

・普通合板

　　板面の品質　・　 

　　厚さ　※図示　・　 

　　接着の程度　・１類　・２類

　　防虫処理　・行う　・行わない

・天然木化粧合板

　　化粧板の樹種名　・　

　　厚さ　※図示　・　

　　接着の程度　・１類　・２類

　　防虫処理　・行う　・行わない

・特殊加工化粧合板

　　化粧加工の方法（ ・オーバーレイ　・プリント　・塗装　・　　　　）

　　表面性能　・　

　　厚さ　※図示

　　接着の程度　・１類　・２類

　　防虫処理　・行う　・行わない

せっこうボード等の下地　※図示

22

[6.14.2～3]23 壁紙張り

壁紙の種類

施工箇所 ﾌﾟ ﾗｽ 防火性能 備　 考
繊維紙 無機質 その他

ﾁｯｸ

 ・  ・  ・  ・  ・

 ・  ・  ・  ・  ・

 ・  ・  ・  ・  ・

 ・  ・  ・  ・  ・

遮音シール材　・適用する（ ・シーリング材　・ジョイントコンパウンド ）

　　　　　　　・適用しない

合板類の張付け　※Ｂ種　・Ａ種

せっこうボードの目地工法　・仕上表による　・　

[6.16.2～4]タイル張り

伸縮調整目地の位置　床タイル（ ※縦、横とも４m以内ごと　・図示 ）

　　　　　　　　　　床タイル以外（　・図示　・　　　 　　　　　）  

伸縮調整目地のシーリング材、目地寸法は改修特記仕様書第３章による

・セメントモルタルによるタイル（セラミックタイル）張り　 

　タイルの形状、寸法等 

施 無

有 有 無無

標

準

特

注

施工箇所

形状

寸法

(mm)

再生

材料

の適

用　

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

類類類

吸水率に

よる区分

うわ

ぐすり
役物 色

耐凍

害性

耐

滑

り

性

備

う う

ゆゆ
考

・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

標準的な曲がりの役物は一体成形とする

試験張り　・行う　・行わない 

見本焼き　・行う　・行わない 

既製調合モルタル

  モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、

  細骨材、混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。

　品質・性能　建築材料等品質性能表による

　試験方法　　建築材料等品質性能表による

　試験方法　　建築材料等品質性能表による

　品質・性能　建築材料等品質性能表による

・既製調合目地材

　タイルの形状、寸法等 

施 無

有 有 無無

標

準

特

注

施工箇所

形状

寸法

(mm)

再生

材料

の適

用　

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

類類類

吸水率に

よる区分

うわ

ぐすり
役物 色

耐凍

害性

耐

滑

り

性

備

う う

ゆゆ
考

・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

標準的な曲がりの役物は一体成形とする

試験張り　・行う　・行わない 

見本焼き　・行う　・行わない 

  ※規制対象外　・ 

内装タイル接着剤張りに使用する有機質接着剤のホルムアルデヒド放散量

塗り 種類及び品質　・せっこう系　・セメント系 

[6.17.2、3]

標準塗厚(mm)　・ 

天井見切り縁

モルタル塗り

モルタル　・現場調合材料

　　　　　　（セメントは改修特記仕様書８－２　コンクリート工事による）

　　　　　・既調合材料（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

[6.15.3、5、6]

既製目地材　・設ける　施工箇所（　　　　　）　形状（※図示　・　　　　　）

　　　　　　・設けない 

床の目地

　・設ける

　　　目地割り　　※２m2程度（最大目地間隔３m程度　　・　　　　　 ）

　　　種類　　※押し目地　　・　　　　　　　　　 ）

　・設けない

・防水剤

　　品質・性能　　建築材料等品質性能表による

　　試験方法　　　建築材料等品質性能表による

24

25

26

27 セルフレベリング材

６

内
装
改
修
工
事

６

内
装
改
修
工
事

６

内
装
改
修
工
事

塗
装
改
修
工
事

７ 1 材料 [7.1.3]

屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 　

　※規制対象外　・ 　

・防火材料　※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする

  　        ・次の箇所を除き防火材料とする（箇所：　　　　　　　　　） 

下地調整2 　[7.2.1～7]
塗替えＲＢ種の場合の既存塗膜の除去範囲 

　※塗替え面積の30％　・図示　・ 

既存さび止め塗料の鉛含有調査

下地調整 

塗替え 新規
下地面の種類

下地調整の種別 ひび割れ部

の補修

－

－

－

－

－

・行う

・行わない

・行う

・行わない

・行う

・行わない

・行う

・行わない

・ＲＡ種 ・ＲＢ種

　ＲＡ種 

　ＲＡ種 

　ＲＣ種 

・ＲＡ種 ・ＲＢ種

　ＲＡ種 

・ＲＡ種 ・ＲＢ種

　ＲＡ種

・ＲＡ種 ・ＲＢ種

 ※ＲＢ種 ・ 

 ※ＲＢ種 ・ 

 ※ＲＢ種 ・  

 ※ＲＢ種 ・  

 ※ＲＢ種 ・  

 ※ＲＢ種 ・  

 ・ＲＡ種

 ・ＲＢ種

 ・ＲＣ種

 ・ＲＢ種

 ・ＲＣ種

 ※ＲＢ種 ・  

木部

鉄鋼面

亜鉛めっき面

モルタル、プラスター面

ＡＬＣパネル面

押出成形セメント板面

コンクリート面（ＤＰ)

せっこうボード面及び

その他ボード面

亜鉛めっき面（鋼製建具等）

コンクリート面(ＤＰ以外)、

　・行う（　　　箇所）　・行わない

錆止め塗料塗り3

錆止め塗料塗りの種別

[7.3.2、3]

塗替え 

塗　装　面

鉄鋼面

亜鉛めっき

鋼面

ＥＰ－Ｇ

ＥＰ－Ｇ

ＥＰ－Ｇ以外

ＥＰ－Ｇ以外

塗替え 

新規見え掛り 

新規見え隠れ 

塗替え 

新規見え掛り 

新規見え隠れ 

新規鋼製建具等

塗替え 

新規鋼製建具等

塗料の種別 工程の種別

Ａ種

Ａ種

Ａ種

※Ｂ種 ・Ａ種

※Ｂ種 ・Ａ種

※Ｂ種 ・Ａ種

※Ａ種 ・Ｂ種

※Ａ種 ・Ｂ種

Ｃ種

Ｃ種

※Ｃ種　・　

※Ａ種　・　

※Ｂ種　・　

※Ｃ種　・　

※Ａ種　・　

※Ｂ種　・　

※Ｃ種　・　

※Ａ種　・　

※Ｃ種　・　

※Ａ種　・　

塗装4

塗替え 新規

[7.4.2～7.14.2]

工 程
塗装面塗装の種類

・合成樹脂調合

　ペイント塗り

  (SOP) 

木部屋外 

木部屋内 

鉄鋼面 

亜鉛めっき鋼面(鋼製建具） 

亜鉛めっき鋼面(鋼製建具以外)

  塗料の種類

   ※１種 ・２種 

・クリヤラッカー塗り(CL) 

・フタル酸樹脂エナメル塗り(FE)

・アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD) 
・

・つや有合成樹脂

  エマルション

  ペイント(EP-G)

屋内の木部 

屋内の鉄鋼面 

屋内の亜鉛めっき鋼面 

・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP) 

・合成樹脂エマルション模様塗料塗り(EP-T) 

・ウレタン樹脂ワニス塗り(UC) 

・耐候性塗料塗り

　(DP)

鉄鋼面 上塗り等級（　　）級 

亜鉛めっき鋼面 

       上塗り等級（　　）級 

コンクリート面及び押出成形

セメント板面

コンクリート面等

・オイルステイン塗り(OS) 

・木材保護塗料塗り(WP) ※Ｂ種 ・Ａ種

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ａ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・Ａ種

※Ｂ種 ・Ａ種

・ 

・ 

・

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・Ａ種

※Ｂ種 ・Ａ種

※Ａ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・Ａ種

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・Ａ種

※Ｂ種 ・Ａ種

・Ａ－１種

・Ｂ－１種

・Ｃ－１種

・Ａ種 ・Ｂ種

※Ａ種 ・　　

・Ａ種 ・Ｂ種

・Ａ種 ・Ｂ種

・Ａ種 ・Ｂ種

※Ｂ種 ・Ａ種

－－

－ －

　Ａ種

  Ａ種

　※改修標準仕様書 表7.9.1の工程１の下塗りをしみ止めシーラーとする

合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め 

つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（コンクリート面、モルタル面、プラ

スター面、せっこうボード面、その他ボード面）の塗替えの場合のしみ止め 

　※改修標準仕様書　表7.10.1の工程１の下塗りをしみ止めシーラーとする

　・　

　・　

  下地調整（改修標準仕様書 表7.2.2）　・ＲＡ種　・ＲＢ種　・ＲＣ種 

・高日射反射率塗料塗り 

工 程
塗料その他 塗付け量

（kg/m2)規格番号 規格名称 種類 等級

塗料塗り JIS K 5675 屋根用高

日射反射

率塗料  

２種

・２級

・３級

・１級 塗料製造所の仕様による

材質の種類　・軟質　・硬質

              

18 カーペット敷き

[6.8.2]

厚さ(mm)  ・3.0　 ・4.5　 ・6.0　　・9.0 

寸法(mm)（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）   

・織じゅうたん

織り方 パイル形状

・ウィルトンカーペット

・ダブルフェースカーペット

・アキスミンスターカーペット

・カットパイル

・ループパイル

・カット/ループパイル

[6.9.2、3] [表6.9.1]

　色柄（・　　　　　　　　※模様のない無地）

　パイル糸の種類等

　　・　

              

・ タフテッドカーペット

・5～7　・ 

パイル形状 パイル長さ（mm） 工　法 帯電性

・適用する　　

・適用しない 

・全面接着工法 

・グリッパー工法

・ 

・4～6　・ 

・カットパイル

・ループパイル

・カット、ループ併用

下敷き材(グリッパー工法の場合)　

　 ※反毛フェルト（JIS L 3204）の第２種２号　呼び厚さ 8mm 　・ 

・ニードルパンチカーペット 

  厚さ（mm）（　　　　）

　帯電性　・適用する　・適用しない

　　※無地の織りじゅうたんの種別（ ・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種 ）

　帯電性　･適用する　・適用しない

　織じゅうたんの接合方法　※ヒートボンド工法　・　

　下敷き材　※反毛フェルト（JIS L 3204）の第２種２号　呼び厚さ8mm

　　　　　　・　

・タイルカーペット

施工箇所 総厚さ（mm）寸　法パイルの形状

※第一種

・第二種

・第一種

・第二種

・第一種

・第二種

種　類

※500×500

・

※ 6.5

・

※ 6.5

・

※ 6.5

・

※500×500

※500×500

・

・

※ループパイル

・カットパイル

・カット・ループ併用

タイルカーペットの敷き方

見切り、押え金物

　平場　※市松敷き　・模様流し　・　

　階段部分　※模様流し　・市松敷き　・　

　材質（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　種類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　形状等　※図示　・　

19 合成樹脂塗床 [6.10.2～3]

種別 施工箇所 工法 仕上げの種類

・薄膜型塗床材 

　弾性ウレタン樹脂系塗床 

・厚膜型塗床材 

・厚膜型塗床材 

　エポキシ樹脂系塗床 

・薄膜流し展べ工法 

・厚膜流し展べ工法 

・樹脂ﾓﾙﾀﾙ工法 

※平滑仕上げ　 

・防滑仕上げ ・つや消し仕上げ 

・平滑仕上げ 

・防滑仕上げ 

※平滑仕上げ 

色柄　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

種類　・単層品　・積層品

材種　・塩化ビニル製　・アルミニウム製

・ 不燃 ・ 準不燃

・ 不燃 ・ 準不燃

・ 不燃 ・ 準不燃

・ 不燃 ・ 準不燃

・有機系接着剤による質タイル（セラミックタイル）張り

　　寸法（　　　　　　×　　　　　　　）mm　　厚さ（　　　）mm

　　寸法（　　　　　　×　　　　　　　）mm　　厚さ（　　　）mm

モルタル・プラスター面の下地調整の種別　※ＲＢ種　・　

コンクリート面の下地調整の種別　※ＲＢ種　・　

せっこうボード面の下地調整の種別　※ＲＢ種　・　

　　表板の樹種名　・シナ

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

加藤 早妃

第378328号
A2:NS

A3:NS
改修特記仕様書№５ A006

R07/03/19令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認



・ 改修標準仕様書　第８章　耐震改修工事

   している部分

・　

工事内容

・ 現場打ち鉄筋コンクリート壁の増設工事

・ 鉄骨ブレースの設置工事

・ 柱補強工事（溶接金網巻き工法又は溶接閉鎖フープ巻き付き工法）

・ 耐震スリット新設工事

・ 免震改修工事

適用範囲1

＜共通事項＞

耐
震
改
修
工
事

8

・ 改修標準仕様書において第８章耐震改修工事以外の改修工事で第８章を引用

・ 連続繊維補強工事

・ 柱補強工事（鋼板巻き工法又は帯板巻き付け工法）

撤去範囲

既存部分の処理等2

はつり出した鉄筋及び鉄骨の処置

　・ 図示による（　　　　　　　　）　　　　・　

・ 制振改修工事

・ 土工事及び地業工事

[8.21.2、3][8.22.2、3][8.23.2、3][8.24.4][8.25.2][8.28.2]

既存構造体コンクリート面の目荒らしの程度及び範囲

・ 既存柱、梁面

　・ 打継ぎ面の15～30％程度に、平均深さ2～5mm（最大7mm）程度の凹凸を全体

　　 にわたってつける

　・ 

・ 既存壁

・ 

既存構造体の撤去

溶接金網2

鉄筋1

 [8.2.2]

[8.2.1]

8-1 鉄筋工事

鉄筋の種類

種類の記号

・ SD295A

呼び径(mm) 備考

種　類

・ 溶接金網

・ 鉄筋格子

種類の記号

・ SD345

・ 

　・既存杭の健全性を確認する試験

　・ 打継ぎ面の15～30％程度に、平均深さ2～5mm（最大7mm）程度の凹凸を全体

　　 にわたってつける

　・ 

既存杭の撤去等

　・撤去範囲及び撤去方法　・図示による（　　　　）　・　

　・杭頭部の処理　　　　　・図示による（　　　　）　・　

　・既存杭の補強　　　　　・図示による（　　　　）　・　

　　・行う　　・図示による（　　　　）　・　

　　・行わない

鉄線の形状等

鉄線の形状、網目寸法、鉄線の径(mm) 使 用 部 位

3

部位

柱、梁の主筋

耐力壁の鉄筋

その他の鉄筋

（　　　　　）

・ 重ね継手　 ・　

・ 重ね継手　 ・　

・ ガス圧接   ・ 機械式継手　　・ 溶接継手

継手方法 呼び径(mm)

鉄筋の継手及び定着  [8.3.4][8.4.2,3]

鉄筋の継手の方法等

継手位置　・ 図示による（　　　　　）

柱及び梁の主筋の重ね継手の長さ　・ 図示による（　　　　　）　　・　

耐力壁の重ね継手の長さ　・ 図示による（　　　　　）　　・　

鉄筋の定着の長さ　・ 図示による（　　　　　）　　・　

鉄筋のかぶり厚さ [8.3.5]

及び間隔

(溶接金網を含む)

4

最小かぶり厚さ　・図示による（　　　　　）　　・　

　軽量コンクリートを適用する場合

　・あり　適用箇所(　　　　　　　　　)

　　・最小かぶり厚さに加える厚さ（　　　）mm　　・　

　・あり　適用箇所(　　　　　　　　　)

　　・最小かぶり厚さに加える厚さ（　　　）mm　　・　

　耐久性上不利な箇所がある場合（塩害等を受けるおそれのある部分等）

5 圧接完了後の

圧接部の試験

[8.3.8]

超音波探傷試験　　※行う（全圧接部）

機械式継手6 [8.4.2]

適用箇所　　　・ 図示による（　　　　　）　　　・　

H12建告第1463号に適合する性能　・ A級　　 ・　

機械式継手の種類　・ 図示による（　　　　　）

溶接継手7 [8.4.3]

適用箇所　　　・ 図示による（　　　　　）　　　・　

H12建告第1463号に適合する性能　・ A級　　 ・　

溶接継手の工法　・ 図示による（　　　　　）

割裂補強筋

仕様　　　・ 図示による（　　　　　）　　　・　

[8.21.6][8.22.7]8

8-2 コンクリート工事

　・ Ⅱ類（JIS A 5308に適合したコンクリート）

　※ Ⅰ類（JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート）

[8.1.3]コンクリート1
        の種類

コンクリートの類別

コンクリートの

気乾単位容積質量

による種類及び

2 [8.1.3、4][8.2.5][8.9.2]

強度等

・ 普通コンクリート
スランプ

・ 

・ 

設計基準強度

(N/mm2) (t/m3)(cm)

気乾単位容積質量
適用箇所

・ 24 ・ 2.3程度

・ 

・ 軽量コンクリート
設計基準強度 スランプ

(cm)(N/mm2)
適用箇所種類

質量(t/m3)

気乾単位容積

・ 

・ 

※21　・　 ・1種　・2種・ 

セメント3 [8.2.5]

種類

　する）　適用箇所（　　　　　）

・フライアッシュセメントＢ種　　　　　適用箇所（　　　　　）

・ 

※普通ポルトランドセメント、高炉セメントＡ種、シリカセメントＡ種又はフライ

　アッシュセメントＡ種（普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R 5210に示さ

　れた規定の他、水和熱が７日目で352J/g以下、かつ28日目で402J/g以下のものと

骨材4 　[8.2.5]

　※ Ａ　　　　　 ・ Ｂ

アルカリシリカ反応性による区分

混和材料5 [8.2.5]

・ 混和剤

・ 混和材

 　混和剤の種類　　※ 改修標準仕様書 8.2.5(4)(a)による　　　・　

 　混和材の種類　　※ 改修標準仕様書 8.2.5(4)(b)による　　　・　

構造体用モルタル [8.2.6]

　圧縮強度（　　　　　）

　フロー値（　　　　　）

6

暑中コンクリート [8.10.2]

構造体強度補正値　　※ ６N/mm 　　　　・　
2

7

★印は構造体強度補正値(S)を適用しない

耐
震
改
修
工
事

8

ひび割れの誘発目地の位置、形状、寸法

マスコンクリート

・ 低熱ポルトランドセメント

・ 中庸熱ポルトランドセメント

・ 

8 （6.13.1、2)

適用箇所　　　・ 図示による（　　　　　　　　　）　 ・　

セメントの種類

・ 普通ポルトランドセメント

・ シリカセメント

混和材料

　・混和剤

　　混和剤の種類　※標準仕様書6.13.2(2)(ｱ)による　　　・　

　・混和材

　　混和材の種類　※標準仕様書6.13.2(2)(ｲ)による　　　・　

スランプ　　　※ 15cm　　　　・ 

構造体強度補正値　・　　　　　※標準仕様書表6.13.1による

9 無筋コンクリート [8.11.1]

コンクリートの種類　・　　　　　　　　※普通コンクリート

設計基準強度　　※ 18(N/mm2)　　 ・　

スランプ　　　　※ 15cm又は18cm　・　

セメントの種類　※普通ポルトランドセメント、高炉セメントＡ種、

　　　　　　　　　シリカセメントＡ種又はフライアッシュセメントＡ種

　　　　　　　　・高炉セメントＢ種　　　・フライアッシュセメントＢ種

適用箇所　　　・図示による（　　　　　）

流動化

コンクリート
10 （6.15.1)

適用箇所　　・ 図示による（　　　　　　）　　　・　

打継ぎの位置　・図示による（　　　　　）　　・　
(6.6.4)（6.8.1）11

打継目地

ひび割れ誘発目地、

打継ぎの位置、

目地寸法

　・標準仕様書9.7.3(1)(ｱ)～(ｳ)による　　　・図示による（　　　　　）　

　・図示による（　　　　　）

の仕上り
12 構造体コンクリート [8.1.4]

合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げ

種別
・ Ａ種

・ Ｂ種

・ Ｃ種

適用箇所

種別 適用箇所

コンクリートの仕上りの平たんさ

・ a種

・ b種

・ c種

打放し仕上げの打増し厚さ（内部に面する部分に限る）

　・ 20mm　　　　　・　

打増し厚さ

（打放し仕上げ部）
[8.7.8]13

打放し仕上げの打増し厚さ（外部に面する部分に限る）

　・ 10mm　　　　　・20mm　　　　　・　

型枠14 (6.8.2)[8.2.7]

・断熱材を兼用した型枠材

　使用箇所　　・図示による（　　　　　）　　・　

・MCR工法用シート

　適用箇所　　・図示による（　　　　　）　　・　

　打増し厚さ　　　・20mm　　　・　

　打増し範囲　　　・図示による（　　　　　）　　　　・　

せき板の材料及び厚さ　・合板（・12mm　・　　　）　　　　　・　

スリーブの材種・規格等　　・図示による（　　　　　）　　・　

[8.7.8]型枠の加工

シアコネクタをセパレータ－として使用
15

及び組立

　適用箇所　　　・ 図示による（　　　　　）　　　　・　

・ 全ての増設壁

・ 

・ ・ 工法指定なし ・ 全ての増設壁

・ 図示による（ 　　　　）

・ 流込み工法

・ 圧入工法

・ 工法指定なし

・ 流込み工法

・ 圧入工法

・ 工法指定なし

・ 図示による（ 　　　　）

・ 全ての増設壁

・ 図示による（　 　　　）

・ 図示による（　 　　　）

・ 

・ 図示による（　　　　）

・ 図示による（　　　　）

・ 図示による（　　　　）

・ 図示による（　　　　）

・ 

・ 流込み工法

・ 圧入工法

コンクリート

の打込み工法等
16 [8.21.8][8.23.5～7]

補強工事

コンクリート打設工法の種類

工法の種類 適用箇所

　の増設工事

　コンクリート壁

・現場打ち

　 8.21.8(1)(ｱ)、(2)

   8.21.8(1)(ｲ)、(3)

・柱補強工事

　（溶接金網巻き及

　び溶接閉鎖フープ

　巻き工法） 　 8.21.8(1)(ｱ)、(2)

   8.21.8(1)(ｲ)、(3)

・ 全ての柱補強部分

・ 全ての柱補強部分

・ 全ての柱補強部分

　 8.21.8(1)(ｱ)、(2)

   8.21.8(1)(ｲ)、(3)

鋼板巻き工法及び帯板巻き付け工法での型枠等

　　・ 発泡プラスチック保温材等を埋込む　　　　　・　

　　・ 図示による（　　　　　）　　　　　　　　　・　

　柱頭及び柱脚の隙間の寸法

　柱頭及び柱脚の隙間部間の型枠

　既存柱外周部あと打ちコンクリート又は構造用モルタルの厚さ

　　・ 図示による（　　　　　）　　　　　　　　　・　

補強後の仕上げ

　・ 図示による（　　　　　）　　　　　　　　　・　

[8.2.10]

鋼材3 [8.2.8]

 　のある工場

高力ボルト4

8-3　鉄骨工事

鉄骨製作工場1

2

[8.2.9][8.13.2][8.14.2]

　・トルシア形高力ボルト

種類の記号 適用箇所（主要な部分） 規格等

・ JIS規格による　　・　

・ JIS規格による　　・　

・ JIS規格による　　・　

 　認定を受けた(株)日本鉄骨評価センター及び(株)全国鉄骨評価機構(旧(社)

※ 建築基準法第77条の56に基づき国土交通大臣から性能評価機関として

 　全国鐵構工業協会)の「鉄骨製作工場の性能評価基準」に定める（　　　）

 　グレードとして国土交通大臣から認定を受けた工場又は同等以上の能力の

 [8.1.5]

鉄骨製作工場の加工能力

・ 監督職員の承諾する工場

 [8.1.6]

・ 配置する　　　　　・ 配置しないる施工管理技術者

鉄骨製作工場におけ

種類等

高力ボルトの種類

　・JIS形高力ボルト

　・　

ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等

　・ 図示による（　　　　　）　　　　　・　

摩擦面の処理方法

　・　

　・自然発錆（黒皮等を除去した後に自然放置して表面に赤さびが発生した状態）

　・ブラスト処理（表面粗度50μmRz以上）

普通ボルト5  [8.13.2](7.2.3)

・すべり試験の実施

　　・すべり係数試験　　　・すべり耐力試験

　　すべり試験において、対比試験片を作成し、摩擦面の処理状況の確認をする　

ボルト及びナットの材料

　・標準仕様書表 7.2.3（JIS付属書品）又は次による。

　　ボルトの規格は、JIS B 1180とする。

　　ボルトの種類は、呼び径六角ボルト又は全ねじ六角ボルトとし、材料は

　　鋼とする。

　　ボルトの強度区分は、4.6又は4.8とする。なお、呼び径六角ボルトの軸径の

　　最大寸法は、ボルトの径の値以下とする。

　　ナットの規格は、JIS B 1181とする。

　　ナットの種類は、六角ナット－Cとし、材料は、鋼とする。

　・　
座金　　・　

　・ 図示による（　　　　　）　　　　　・　

ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等

母屋又は胴縁の取付けに使用するボルトの孔径

　※ねじの呼び径+1.0mm　　　・　

　・ 

溶融亜鉛めっき6
      高力ボルト

[8.13.2][8.14.2][8.20.5]

ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等

摩擦面の処理方法

・すべり試験の実施

　　・すべり係数試験　　　・すべり耐力試験

　　すべり試験において、対比試験片を作成し、摩擦面の処理状況の確認をする　

　・ブラスト処理（表面粗度50μmRz以上）

　・りん酸塩処理

　・図示による（　　　　　）　　　　　・　

アンカーボルト7 （7.2.4)(7.3.2)

・構造用アンカーボルト

　種類　・ ABR400　　　　　・ ABR490　　　　　・　

・建方用アンカーボルト

　種類　　・ SS400　　　　　 ・　

　アンカーボルト及びナットのねじの公差域クラス及び仕上げの程度

　　・　

　・　

ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等

　・図示による（　　　　　）　　　・　

溶接材料8
溶接材料

  ・改修標準仕様書8.2.10(1)(2)による　　・　

[8.2.11]スタッド9

適用箇所呼び長さ（mm）

・ 22

・ 19

・ 16
呼び名

種類等

 [8.13.3]製作精度10

鉄骨の製作精度は、JASS 6付則6［鉄骨精度検査基準］に加えて、次による

　通しダイアフラムの突合せ継手の食い違いの寸法

　　※H12建告第1464号第二号イ(2)による　　・　

　アンダーカットの寸法

　　※H12建告第1464号第二号イ(3)による　　・　

食い違い・仕口のずれの検査方法及び補強方法

　・「突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル」による

　・　

耐
震
改
修
工
事

8

耐
震
改
修
工
事

8

構造体用モルタル

・高炉セメントＢ種　　　　　適用箇所（※基礎及び基礎梁　・　　　　　）

・ 高炉セメントＢ種

・ フライアッシュセメントＢ種

　・ 図示による（　S-09～11）　　　　・　

構造特記仕様書による

構造特記仕様書による

構造特記仕様書による

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

加藤 早妃

第378328号
A2:NS

A3:NS
改修特記仕様書№６ A007

R07/03/19令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認



・ 金属系アンカー

耐
震
改
修
工
事

耐
震
改
修
工
事

8 8 [8.13.10]

8-4　あと施工アンカー

　　　　　　　　 工事

あと施工アンカー1  ［8.2.4] 

・ 引張耐力　　　・　　kN　　　・図示による（　　　　　　　　）

・ せん断耐力　　・　　kN　　　・図示による（　　　　　　　　）

11 仮組

仮組を行う範囲　　　・図示による（　　　　　）　　　　・　

溶接技能者の技量

付加試験
12  [8.15.3]

試験の要領　　　・図示による（　　　　　）　　　　・　

溶接接合 [8.15.4、7]13

・エンドタブの切断する部分

　切断範囲

　切断面の仕上げ

　・図示による（　　　　　）　　　・　

・スカラップの形状

開先の形状　・図示による（　　　　　）　　　・　 

　　・エンドタブ、裏当て金等は、梁フランジの端から5mm以下を残して直線上に

　切断する箇所　・図示による（　　　　　）　　　・　

　　　切断する。なお、切断線が交差する場合は、交差部をアール状に加工する

　　・　

　　・改修標準仕様書8.15.7(1)(ｶ)(b)②による　　・　

鋼材と溶接材料の組み合わせと溶接条件

適用箇所

・ 図示による（　　　　　）　　　　　　   

・ 柱、梁、ブレースのフランジ端部の完全溶込み溶接部

・ 図示による（　　　　　）　　　　　　   ・　
の溶接条件

入熱、パス間温度14

材料等

セット方式    ※ 本体打込み式改良型　　　　　　・　
接合筋の種類、径、長さ　　　　　・ 図示による（　　　　　）　　・　

アンカー本体の径及び埋込み長さ　・ 図示による（　　　　　）　　・　

・ 性能確認試験

   試験方法及び試験数　　 ・ 図示による（　　　　　）　　　・　

・ 接着系アンカー

・ 引張耐力　　　・　　kN　　　・図示による（　　　　　　　　）

・ せん断耐力　　・　　kN　　　・図示による（　　　　　　　　）

接着剤の品質

・ 有機系　　　　　　　　 ・ 無機系

アンカーの種類　  ※ カプセル方式回転・打撃式　　　　・　

アンカー筋の種類　　・　

アンカー筋の径及び埋込み長さ　・ 図示による（　　　　　）　　・　

アンカー筋の新設壁内への定着長さ

・ 性能確認試験

   試験方法及び試験数　　 ・ 図示による（　　　　　）　　　・　

　・ 図示による（　　　　　）　　　　　 　 　　　・　

・ 鉄筋探知機（金属探知機）により探査し、鉄筋、配管類の位置に墨出しを行う

・ はつり出しによる

・ 

2  ［8.12.4] 穿孔

埋込み配管等の探査方法

確認強度　　・ 図示による（　　　　　）　　　・　

施工確認試験3  ［8.12.7] 

15 溶接部の試験  [8.15.12]

　・JASS 6 10.4［受入検査］e.溶接部の外観検査(1)から(5)までによる。

平12建告第1464号第二号に関する外観試験方法等

　　検査による

　・「突合わせ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル」3.5.2　受入

　　・抜き取り検査①　　※抜き取り検査②

JASS 6 付則 6［鉄骨精度検査基準］の付表3「溶接」に関する試験方法等

　　ただし、完全溶込み溶接部の外観検査の抜取箇所は、超音波探傷試験の試験

　　箇所と同一とする。外観試験の不合格箇所は、すべて標準仕様書7.6.13による

　　補修を行い、再試験する。

完全溶込み溶接部の超音波探傷試験

　　※全数

　・工場溶接の場合　

　・工事現場溶接の場合　

　　※全数

錆止め塗装16  [7.3.3] [8.17.2、4]

塗料の範囲

　耐火被覆材の接着する面の塗装範囲

　　・図示による（　　　　　）　　　・　

　　・図示による（　　　　　）　　　・　

　耐火被覆材の接着する面以外の塗装範囲

塗料の種別

　・鉄鋼面の錆止め塗料の種別

　・亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料の種別

　　・　

塗料種別

　　屋外　　　・A種　　　・　

　　屋内　　　・A種　　　・　

　・鉄骨鉄筋コンクリート造の鋼製スリーブで鉄骨に溶接されたものの内側の

　・耐火被覆材が接着する面の塗料の種別

　　※A種　　　・　

　　錆止め塗料の種別

　　・　

 [8.18.2～8]17 耐火被覆

種類、材料、工法等
種類 適用箇所性能

(耐火時間) （部位・部分）

・ラス張り

　モルタル塗り

・耐火塗料

　巻付け

・耐火材

　張り

・耐火板

　吹付け

・耐火材

　・　

　・　

　－

　・　

　・乾式吹付けロックウール

　・半乾式吹付けロックウール

　・湿式ロックウール

　・繊維混入けい酸カルシウム板

　・高耐熱ロックウール

材料・工法

（7.10.3）18
設置等
アンカーボルトの

構造用アンカーボルトの形状及び寸法

　・図示による（　　　　　）　　　　・ 

構造用アンカーフレームの形状及び寸法

　・図示による（　　　　　）　　　　・ 

建方用アンカーボルトの形状及び寸法

　・図示による（　　　　　）　　　　・ 

建方用アンカーボルトの保持及び埋込み工法

　種別　　・A種　　・B種

柱底均しモルタルの厚さ及び工法の種別

　厚さ　　・　

　種別　　※A　　・　

鉄骨ブレース設置

後の仕上げ ・ 図示による（　　　　　）　　　　　・　

 [8.22.9]19

8-5　グラウト工事

1 柱底均しモルタル

及びグラウト材

[8.2.12]

・柱底均しモルタル

※無収縮モルタル　　　・　

るもの）とする。

通または早強ポルトランドセメントとする。

セメント系（酸化カルシウム及びカルシウム・サル

JIS R 5210「ポルトランドセメント」に適合した普セメント

砂

ては、規定しない。

無収縮グラウト材の材質等

混和材

フォ・アルミネート等によって膨張する性質を利用す

・グラウト材

土木学会コンクリート標準示方書に定められた品質を

有するもので、特に精選されたものを絶対乾燥状態で

使用する。

ただし、現場調合形に使用される砂の乾燥状態につい

無収縮グラウト材の品質及び試験方法
コンシステンシー Jロートによる流下時間

練混ぜ完了から3分以内の値 　：  8±2秒

ブリージング

凝結時間

無収縮性

圧縮強度

塩化物量

試験方法

練り混ぜ2時間後のブリージング率　：　2.0％以下

凝結開始時間　：　1時間以上

終結時間　　　：　10時間以内

材齢7日　　収縮しない

0.30kg／m 以下
3

材齢  3日　20.0N/mm 以上

材齢 28日　40.0N/mm 以上
2

2

２）塩化物量の試験は、JIS A 1144「フレッシュコ

 ンクリート中の水の塩化物イオン濃度試験方法」

 による。

 プレミックス形のみとする。

 形と現場調合形で混和材が同一の試験の場合は

 タル品質管理試験方法」による。プレミックス

１）NEXCO試験方法　試験法312－1999「無収縮モル

8-6 連続繊維補強工事

[8.2.13][8.24.6]連続繊維シート1

連続繊維の材料　・ 炭素繊維　　　・ アラミド繊維 　　　・　

引張強度（含浸硬化後） 　 ・ （　　　　　　）N/mm　　　　　・　

ヤング係数（含浸硬化後）  ・ （　　　　　　）N/mm　　　　　・　

・ 下地処理

　・ ひび割れ部改修　[8.24.7]

　　 範囲　　・ 図示による（　　　　　）　　　　　　・　

　　 種類　　・　

　・ 柱及び梁の隅角部の面取りの大きさ

　　 ・ 図示による（　　　　　）　　　　　　・　

2

2

　  

　　 ※ JIS A 1191（コンクリート用連続繊維シートの引張試験方法）による

　　 ・　

　・ 引張強度試験

　 　試験数量　　・ 図示による（　　　　　　）　　・　

　 　 　  　　 ・　

　 　試験数量　　・ 図示による（　　　　　　）　　・　

　　 ※ JIS A 6909（建築用仕上塗材）による

　・ 付着強度試験

2 [8.24.7]仕上げ

補強工事後の仕上げ　　・ 図示による（　　　　　）　　　・　

1

 8-7 耐震スリット工事
 ［8.25.2] スリットの方式、

幅及び深さ 方式　・ 完全　　　　　　・ 部分

　設置箇所　　・ 図示による（　　　　　）　　　　・　

　幅及び深さ　・ 図示による（　　　　　）　　　　・　

・ 鉄筋探査機（金属探知機）により探査し、鉄筋、配管類の位置に墨出し

   を行う

2

・ はつりだしによる

 ［8.12.4]スリットの施工前

の埋込み配管等の

探査

既存撤去部の埋込み配管等の探査方法

3  ［8.25.2] スリットの充填材

周囲補修等

の挿入及び

撤去部の補修

・耐火材

　使用箇所及び仕様　・ 図示による（　　　　　）　　　・　

・遮音材
　使用箇所及び仕様　・ 図示による（　　　　　）　　　・　

　・　　　　　　※撤去材と同一材で補修

1 埋戻し及び盛土

　・Ａ種　適用場所（　　　　　）

　・Ｂ種　適用場所（　　　　　）

　・Ｃ種　適用場所（　　　　　）土質（　　　）受渡場所（　　　　　）

2

[8.28.3]

[8.28.3]

 8-8 土工事及び

　 　地業工事

埋戻し及び盛土

　・Ｄ種　適用場所（　　　　　）

　・　材料（　　　　　）　工法（　　　　　）　適用場所（　　　　　）

山留めの撤去

鋼矢板等の抜き跡の処理　※直ちに砂で充填する　　・　

　・行う　（存置範囲　　※図示（　　　　　））　　・　

山留めの存置

3 杭地業

　・図示による（　　　　　）　・　

　・図示による（　　　　　）　・　

　・図示による（　　　　　）　・　

・杭の溶接継手

　・処理しない

　・処理する

　・基礎コンクリートと同調合のもの　・　

　水平方向のずれ　・杭径の1/4かつ100mm以下　・　

　杭の傾斜　　　　・1/100以内　・　

　・図示による（　　　　　）　・　

　・図示による（　　　　　）　・　

[8.2.15][8.28.4](4.3.8)

支持層の位置及び土質（基礎ぐいの先端位置含む）

杭の材料、工法、寸法、施工方法等

・試験杭の位置、本数及び寸法並びに施工方法

・杭の継手の箇所数、材料、工法等

　技能資格者の技量　　・図示による（　　　　　）　・　

　溶接部の確認　　　　・図示による（　　　　　）　・　

・杭頭の処理

　　処理方法（切断にともなう補強方法含む）

　　　・図示による（　　　　　）　・　

・杭頭の中詰め材料

杭の精度

記録する施工状況等

4 砂利地業 [8.2.15][8.28.4]

砂利厚さ　　※60mm　　・　

5 捨コンクリート

地業

[8.2.15][8.28.4]

2

捨コンクリートの厚さ　　※50mm　　　　　・　

設計基準強度　　　　　　※18 N/mm　　　 ・　

コンクリートの種類　　　・　　　　　　　※普通コンクリート　

スランプ　　　　　　　　※15cm又は18cm　・　

8

耐
震
改
修
工
事

試験方法　　※ 引張試験機による引張試験　　　　　　　　　　　・　

連続繊維補強材の強度試験

材料　　　　・再生クラッシャラン　　・切込砂利又は切込砕石

33

23

構造特記仕様書による 構造特記仕様書による 構造特記仕様書による

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

加藤 早妃

第378328号
A2:NS

A3:NS
改修特記仕様書№７

R07/03/19

A008

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認



控室２

土台：１２０×１０５

人形芝居舞台

樋
改修後

タテ樋：塩ビ製φ７５　撤去
改修前

改修前

改修後

軒樋：塩ビ製丸樋Ｗ１２０　既設のまま

太夫小屋

野地板表シ　既設のまま改修前

改修後

太夫小屋

軒
裏

人形芝居舞台

人形芝居舞台

仕上
ＣＨ廻縁

仕上下地 記号

プリント合板　撤去

記号Ｈ 下地改修後

改修前 床

仕上下地 記号

既設のまま

コンクリート金コテ仕上

記号

内 部 仕 上 表

天井壁巾木

仕上
室名 備 考

コンクリート金コテ

既設のまま

プリント合板　撤去
木製軸組　既設のまま

部 位 仕 上

杉板羽目板　縦張　ＷＰ塗　撤去改修前

部 位 仕 上

垂木　４５×６０　既設のまま

野地板表シ　撤去

部 位 仕 上

外 部 仕 上 表

部 位 仕 上

改修後

改修前

隅棟：瓦熨斗２段　丸冠　鬼瓦　既設のまま

屋根：三州産本瓦葺　５６判　既設のまま

下地：野地板張ァ１２　葺土　既設のまま

棟包：瓦熨斗４段　丸冠　鬼瓦　既設のまま
太夫小屋

改修後

改修前

屋
根

　　　アスファルトルーフィング９４０

下地：桟木（杉）１８×４５（防腐処理）

屋根：桟瓦葺　５６判　新設

棟包：瓦熨斗４段　下地補強金物　箱冠　鬼瓦

隅棟：瓦熨斗３段　下地補強金物　丸冠　鬼瓦

　　　（スワロー技研：耐震棟金具　同等品以上）

　　　（スワロー技研：下り棟金具　同等品以上）

タテ樋：塩ビ製φ６０　既設のまま

垂木　４５×６０　下地調整ＲＢ種の上　ＷＰ塗替

隅木　９０×１２０　下地調整ＲＢ種の上　ＷＰ塗替

改修後

隅木　９０×１２０　既設のまま

改修前

飾りじょうご：塩ビ製

タテ樋：硬質塩化ビニル管（カラー）φ７５

　　　　支持金物　ビニル製＠１０００内外

軒樋：塩ビ製半丸樋　Ｗ１２０　カラー平鶴首（亜鉛メッキ鋼板）

軒樋：塩ビ製丸樋Ｗ１２０、塩ビ製角樋Ｗ１２０　撤去

木製建具　既設のまま改修前

改修後

開
口
部

太夫小屋

雨戸　　：木製　撤去

一般開口：アルミサッシ撤去

舞台開口：木製建具　撤去

改修前

一般開口：アルミ樹脂複合サッシ

舞台開口：木製建具　ＷＰ塗

改修後

雨戸　　：アルミシャッター

人形芝居舞台

コンクリート金コテ仕上　既設のまま改修前

改修後 水洗い

犬
走
り

人形芝居舞台

杉板羽目板　横張　ＷＰ塗　既設のまま

コンクリート打放仕上　既設のまま改修前

改修後 水洗い

下地調整ＲＢ種の上　ＷＰ塗替

既設杉板羽目板

改修前

改修後

改修前 コンクリート打放仕上　既設のまま

改修後 水洗い

太夫小屋

太夫小屋

人形芝居舞台

根
廻
り

人形芝居舞台

改修後
外
壁

杉板羽目板ァ１２　縦張　ＷＰ塗

屋根：淡路産桟瓦葺　５６判　撤去

下地：野地板張　ヤネフォーム　撤去

棟包：瓦熨斗４段　箱冠　鬼瓦　撤去

隅棟：瓦熨斗３段　丸冠　鬼瓦　撤去

　　　垂木・隅木　一部撤去

土壁（真壁）　既設のまま

木製軸組　既設のまま ベニヤ合板　撤去

木製棚撤去木組下地　既設のまま
タタミ敷　撤去

ベニヤ合板　撤去
木製軸組　既設のまま

２, ２１５
土壁（真壁）一部撤去

木製軸組　既設のまま

木組下地　既設のまま

プリント合板張　既設のまま

ベニヤ合板　一部撤去

既設木製軸組

２, １６５杉板ァ１８張　一部取外シ

木製軸組　既設のまま

シナ合板ァ４　素地のまま

土壁（真壁）一部撤去

既設木製軸組Ｗ１

Ｗ２

杉小巾板ァ１２張　ＵＣ塗

既設土壁（真壁）

既設木製軸組 杉小巾板ァ１２張　ＵＣ塗

杉小巾板ァ１２張　ＵＣ塗
既設木製軸組

Ｗ３

既設木製軸組

Ｗ２

杉小巾板ァ１２張　ＵＣ塗

既設木製軸組 杉小巾板ァ１２張　ＵＣ塗

杉小巾板ァ１２張　ＵＣ塗
既設木製軸組

Ｗ３

既設木組下地６０
ビニルクロス張

２, ２１５
複合フローリングァ１２張（塗装品）

控室１

玄関

土壁（真壁）新設

土壁（真壁）新設

杉小巾板ァ１２張　ＵＣ塗
既設木製軸組

　　　舞台装置撤去

中段：カーテンレール撤去（下地共）

上段：カーテンレール撤去（下地共）
プリント合板　撤去

木製軸組　撤去 プリント合板　撤去

杉板ァ１８張　一部取外シ

木製軸組　既設のまま根太：４５×５０＠３００　一部撤去

大引：１００×８０＠９００　一部撤去

土台：１１５×１０５　一部撤去

既設木製軸組Ｗ１
杉小巾板ァ１２張　ＵＣ塗

既設土壁（真壁）

土壁（真壁）新設
Ｗ２

Ｗ４

Ｗ５ 既設木製軸組
シナ合板ァ４　素地のまま

土壁（真壁）新設

既設土壁（真壁）

既設土壁（真壁）
杉板ァ１８張　再取付 ６０

Ｗ１

２, １６５

既設木組下地 杉板ァ１８張　再取付

中塗土仕上Ｗ６
タテ・ヨコ桟（杉）　６０×２７＠６００

乾式土壁

中段：敷居、ふすま、カーテンボックス

　　　カーテンレールダブル（暗幕用）

上段：カーテンボックス、

　　　カーテンレール（暗幕用）ダブル

　　　舞台装置
６０

木組下地　既設のまま
タタミ敷　撤去

木組下地　既設のまま
タタミ敷　撤去

プリント合板　撤去

プリント合板　撤去

杉小巾板ァ１２張　ＵＣ塗

既設土壁（真壁）
既設木製軸組

木製軸組　既設のまま

木製軸組　既設のまま

杉板ァ１８張　既設のまま

Ｗ１

上段

通路

中断

下段

木製軸組　既設のまま

木組下地　既設のまま

木組下地　既設のまま

小屋組　既設のまま

小屋組　既設のまま

小屋組　既設のまま

野地板表シ　撤去

既設小屋組

野地板表シ　撤去

野地板表シ　撤去

既設小屋組

木

木シナ合板ァ４　素地

シナ合板ァ４

既設木組下地

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ２

根太：４５×５０＠３００

大引：１０５×８０＠９００

束　：１２０×１２０

巾木　杉　ＵＣ塗

巾木　杉　ＵＣ塗

巾木　杉　ＵＣ塗

Ｃ１

Ｃ１

Ｃ２

Ｃ３

ベニヤ合板ァ４　撤去

ベニヤ合板ァ４　撤去

既設木組下地

既設木組下地

ＢＢ１

ＢＢ１

ＢＢ１

耐水ラワン合板ァ１５

杉板ァ１８張　既設のまま

杉板ァ１８張　撤去

土壁（真壁）一部撤去

土壁（真壁）一部撤去

グラスウールァ５０

木製軸組　既設のまま

既設のまま

杉小巾板ァ１２張　ＵＣ塗

杉板横張ァ９　既設のまま木組下地　既設のまま太夫座 杉板ァ２７張　既設のまま

既設木製軸組Ｗ３

小屋組　既設のまま 野地板表シ　既設のまま

杉小巾板ァ１２張　ＵＣ塗
既設木製軸組

土壁（真壁）新設
Ｗ２ 既設小屋組Ｆ４ 既設木組下地 ６０巾木　杉　ＵＣ塗ＢＢ１

タタミ敷

既設杉板の上
Ｃ１

楽屋

押入：中段、マクラ棚

杉板ァ１２　ＷＰ塗

構造用合板ァ１２　ＷＰ塗

構造用合板ァ１２　ＷＰ塗

構造用合板ァ１２　ＷＰ塗

フッ素ガルバリウム鋼板ァ０．４　縦張

通路：中桟（掲示用）

　　　既設垂木の上　構造用合板ァ１２　一部ＷＰ塗

名称ＪＩＳ番号記号

【仕上記号略号】

ＵＣ １液形油変性ウレタンワニス塗り

ＷＰ 木材保護塗料塗

【註記】

・参考メーカー品番及び認定番号は同等品以上とする。

・桟木の取付けに使用する釘は、ＪＩＳ　Ａ　５５０８（くぎ）に基づき、

　材質はステンレス製とし、長さ４５ｍｍ以上のものとすること。

　なお、基準風速Ｖｏは３４ｍ／ｓとする。

・屋根ふき材は昭和４６年建告第１０９号（令和２年改正）に基づく材料及び工法とすること。

・工事内で表す新設木材（土台・柱）について、設計ＧＬ＋１０００の範囲まで

　防腐防蟻処理を行うこと。

・床材再取付に使用する釘は既設同等品とすること。

・使用建築材料：特記なき限りＪＩＳ・ＪＡＳ認定品を使用すること。

・使用する木材の等級は、下地材：２級、造作材：上小節とする。

【シックハウス対応策】

・クロルピリホス使用なし

・内部塗料は、Ｆ☆☆☆☆品　家具等Ｆ☆☆☆☆品

・使用建材：Ｆ☆☆☆☆（天井、壁、建具仕上材、接着剤、下地共）

・石綿、ホルムアルデヒドの使用はなし。

ＪＡＳＳ１８

Ｍ－３０１

・構造材には県産材を使用すること。

・外壁材については、工事現場にて含水率の測定を行うこと。

　測定方法は『公共建築木造工事標準仕様書　４．１．５　含水率の測定』によること。

記

事

項

特 代表設計者 設計担当 設計担当設計担当 設計担当 法適合確認
作図

検図

工事名称

図面名称

設計日

縮　尺 図面番号

一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

株式
会社 前野建築設計

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事

外部仕上表、内部仕上表
A1:NS

A3:NS

R07/03/19

A009

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士 一級建築士

第360917号 第378328号

前田 祐作 加藤 早妃



『志摩市公開型ＧＩＳ』を加工して作成
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道路境界線

道路境界線

安乗灯台線

道
路

境
界

線隣
地

境
界

線
隣地境界線

雨水桝３６０×３６０　新設

隣地境界線

隣
地

境
界

線
既設桝接続

雨水桝３６０×３６０　新設

VP75

VP
75

配 置 図 1/300

建 物 求 積 図 1/200

敷 地 案 内 図

前面道路

改修建物

131.11495

118.63280

×

×

×

× ÷ 2

8.840

1.0803.370

4.226

0.303

2.020

2.020

建 築 面 積

延 床 面 積

＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋

＝

＝

㎡

㎡

求 積 計 算 式

面 積 表

＝

＝

＝

＝

  3.63960

  8.53652

  0.30603

13.420

131.11495 131.11

131.11

凡　　例

改修建物を示す
Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ

ＢＣ

Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

工事場所

志摩市阿児町安乗８４２番地

北

記

事

項

特 代表設計者 設計担当 設計担当設計担当 設計担当 法適合確認
作図

検図

工事名称

図面名称

設計日

縮　尺 図面番号

一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

株式
会社 前野建築設計

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事

配置図、敷地案内図、建物求積図・求積表
A2:1/200,300

A3:1/282,423

R07/03/19

A010

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士 一級建築士

第360917号 第378328号

前田 祐作 加藤 早妃



中塗土仕上

乾式土壁パネル

木製下地組

鴨居・敷居（中段側）

中塗土仕上

乾式土壁パネル

木製下地組

掲示用桟（通路側）

舞台装置復旧

空調機設置（機械設備工事）

壁掛けテレビ用補強

床：新設畳

目隠シルーバー

棚撤去

棚撤去

棚撤去
スポットＡＣ換気口（脱着式）

コンクリート舗装（車道部）

棚新設

コンクリートカッター切
土間コンクリート撤去

アスファルト舗装撤去

既設桝 既設桝

アスファルトカッター切

鏡：６１０×９１０移設

鏡：９１０×１５２０移設

ＶＰφ７５

ＶＰφ７５ 鋼製グレーチング 細目ノンスリップ（Ｔ－１４）

Ｕ字型側溝

アスファルト舗装（車道部）
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１
２

３

Ａ

Ｂ

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ５

Ｙ７

Ｙ９

Ｙ１０

Ｙ１２

Ｙ１１

Ｘ４

Ｘ５

Ｘ６

Ｘ７ Ｘ８

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ８

Ｙ１０

Ｙ１２

Ｙ１１

Ｙ６

Ｘ４ Ｘ６

１
２

３

Ａ

ＢＹ２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ５

Ｙ７

Ｙ９

Ｙ１０

Ｙ１２

Ｙ１１

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ５ Ｘ７ Ｘ８

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ８

Ｙ１０

Ｙ１２

Ｙ１１

Ｙ６

1/100平 面 図 1/100平 面 図

太夫座

下段

玄関

通路

楽屋上段

控室２

控室１

太夫座

玄関

通路

上段中段下段

控室１

控室２

楽屋
中段

-340

-275 ±0 ±0

+55

-340

-275 ±0 ±0

+55

+12
+55

+550 +550

+12

+12

人形芝居舞台：昭和５６年改修太夫小屋平成２０年建替 人形芝居舞台：昭和５６年改修太夫小屋平成２０年建替

壁（仕上、下地共）撤去範囲を示す

既設床下地、仕上撤去範囲を示す

既設床仕上撤去範囲を示す

既設のままの範囲を示す

一般ＦＬからの高さを示す

既設床板取外し範囲を示す

一部木組下地撤去

壁新設範囲を示す

既設のままの範囲を示す

一般ＦＬからの高さを示す

既設床板再取付範囲を示す

一部木組下地新設

凡 例

凡 例

※スポットＡＣ換気口（脱着式）（３か所）の位置は

　監督員と協議すること（詳細は別図参照）

改修前 改修後

北 北

記

事

項

特 代表設計者 設計担当 設計担当設計担当 設計担当 法適合確認
作図

検図

工事名称

図面名称

設計日

縮　尺 図面番号

一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

株式
会社 前野建築設計

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事

平面図
A2:1/100

A3:1/141
改修前 改修後

R07/03/19

A011

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士 一級建築士

第360917号 第378328号

前田 祐作 加藤 早妃
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※棟包：瓦熨斗４段　箱冠　鬼瓦

　　　下地補強金物

※屋根：淡路産桟瓦葺　５６判

軒樋：塩ビ製半丸樋　Ｗ１２０

軒樋：塩ビ製半丸樋　Ｗ１２０

　　　下地補強金物

隅棟：瓦熨斗３段　丸冠　鬼瓦

隅棟：瓦熨斗３段　丸冠　鬼瓦

棟包：瓦熨斗４段　箱冠　鬼瓦

　　　下地補強金物

●隅棟：瓦熨斗２段　丸冠　鬼瓦

●隅棟：瓦熨斗２段　丸冠　鬼瓦

●降棟：丸冠

※隅棟：瓦熨斗３段　丸冠　鬼瓦

※隅棟：瓦熨斗３段　丸冠　鬼瓦

※軒樋：塩ビ製丸樋Ｗ１２０

※軒樋：塩ビ製角樋Ｗ１２０

軒樋：塩ビ製半丸樋　Ｗ１２０

　　　カラー平鶴首（亜鉛メッキ鋼板）

　　　カラー平鶴首（亜鉛メッキ鋼板）

　　　カラー平鶴首（亜鉛メッキ鋼板）

軒樋：塩ビ製半丸樋　Ｗ１２０

　　　カラー平鶴首（亜鉛メッキ鋼板）

軒樋：塩ビ製半丸樋　Ｗ１２０

屋根：桟瓦葺　５６判　新設

下地：桟木（杉）１８×４５（防腐処理）

　　　アスファルトルーフィング９４０

　　　既設垂木の上　構造用合板ァ１２

　　　カラー平鶴首（亜鉛メッキ鋼板）軒樋：塩ビ製半丸樋　Ｗ１２０

　　　カラー平鶴首（亜鉛メッキ鋼板）

タテ樋：硬質塩化ビニル管（カラー）φ７５

※タテ樋：塩ビ製φ７５

●棟包：瓦熨斗４段　丸冠　鬼瓦

●軒樋：塩ビ製丸樋Ｗ１２０

●軒樋：塩ビ製丸樋Ｗ１２０

●屋根：三州産本瓦葺

※屋根：淡路産桟瓦葺　５６判

　　　※下地：ヤネフォーム

屋根：※淡路産桟瓦葺　５６判

　　　※野地板張

　　　※垂木　４５×６０＠４５０

　　　※下地：ヤネフォーム

　　　※野地板張

　　　※垂木　４５×６０＠４５０

※屋根：淡路産桟瓦葺　５６判

　　　※下地：ヤネフォーム

　　　※野地板張

　　　●垂木　４５×６０＠４５０
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Ｙ６

Ｙ４

Ｙ５
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Ｙ９

Ｙ１０

1/100屋 根 伏 図1/100屋 根 伏 図

既設のままの範囲を示す

屋根・下地新設範囲を示す

凡 例

人形芝居舞台：昭和５６年改修太夫小屋平成２０年建替人形芝居舞台：昭和５６年改修太夫小屋平成２０年建替

※ 撤去を示す

既設のままの範囲を示す

● 既設のままを示す

凡 例

屋根桟瓦葺・野地板 撤去範囲を示す

屋根桟瓦葺・野地板・垂木・隅木 撤去範囲を示す

改修前 改修後

北北

記

事

項

特 代表設計者 設計担当 設計担当設計担当 設計担当 法適合確認
作図

検図

工事名称

図面名称

設計日

縮　尺 図面番号

一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

株式
会社 前野建築設計

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事

屋根伏図
A2:1/100

A3:1/141
改修前 改修後

R07/03/19

A012

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士 一級建築士

第360917号 第378328号

前田 祐作 加藤 早妃



1,245 1,245 1,320 2,900 2,900 1,320 1,245 1,245

1,0802,4908,4402,490

14,500

1,245 1,245 1,320 2,900 2,900 1,320 1,245 1,245

1,0802,4908,4402,490

14,500

1,2451,2451,3202,9002,9001,3201,2451,245

1,080 2,490 8,440 2,490

14,500

1,2451,2451,3202,9002,9001,3201,2451,245

1,080 2,490 8,440 2,490

14,500

棟包：瓦熨斗４段　箱冠　鬼瓦

　　　下地補強金物

※棟包：瓦熨斗４段　箱冠　鬼瓦

水切：フッ素ガルバリウム鋼板ァ０．６加工

　　　下地補強金物

棟包：瓦熨斗４段　箱冠　鬼瓦

※隅棟：瓦熨斗３段　丸冠　鬼瓦

※隅棟：瓦熨斗３段　丸冠　鬼瓦

　　　下地補強金物

隅棟：瓦熨斗３段　丸冠　鬼瓦

※棟包：瓦熨斗４段　箱冠　鬼瓦

※腕木Ｂ※腕木Ｂ

水切：フッ素ガルバリウム鋼板ァ０．６加工

破風板：下地調整ＲＢの上　ＷＰ塗替

破風板：下地調整ＲＢの上　ＷＰ塗替

格子：下地調整ＲＢの上　ＷＰ塗替

※破風板　１５×１５０

※破風板　１５×１５０

※破風板　１５×１５０

破風板：フッ素ガルバリウム鋼板ァ０．４加工

破風板：フッ素ガルバリウム鋼板ァ０．４加工

　　　　杉　２５×１５０

　　　　杉　２５×１５０

　　　　杉　２５×１５０

破風板：フッ素ガルバリウム

　　　　鋼板ァ０．４加工

※破風板　１５×１５０

閂

3
2
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35
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3
5

※木材　２５×３５

Ｙ１Ｙ２Ｙ３Ｙ４Ｙ５Ｙ７Ｙ９Ｙ１０Ｙ１１Ｙ１２

ＡＢ

Ｙ１Ｙ２Ｙ３Ｙ４Ｙ５Ｙ７Ｙ９Ｙ１０Ｙ１１Ｙ１２

ＡＢ

Ｙ１ Ｙ２ Ｙ３ Ｙ４ Ｙ５ Ｙ７ Ｙ９ Ｙ１０ Ｙ１１ Ｙ１２

Ｙ１ Ｙ２ Ｙ３ Ｙ４ Ｙ５ Ｙ７ Ｙ９ Ｙ１０ Ｙ１１ Ｙ１２

1/100西 面 立 面 図

1/100西 面 立 面 図

1/100東 面 立 面 図

1/100東 面 立 面 図

腕 木 Ｂ 詳 細 図 1/30

Ｂ２

Ｂ２

設計ＧＬ

設計ＧＬ

Ｂ２

Ｂ２

Ｂ１

Ｂ１Ｂ１

Ｂ２

Ｂ２
Ｂ２

Ａ

Ｂ２

Ｂ２

Ｂ２
Ｂ２

Ｂ１

Ａ

Ｂ２

Ｂ２ Ｂ２

Ｂ２

※ 撤去を示す

既設のままを示す

● 既設のままを示す

● 既設のままを示す

屋根桟瓦葺・野地板 撤去範囲を示す

屋根桟瓦葺・野地板・木組下地 撤去範囲を示す

既設のままの範囲を示す

外壁撤去範囲を示す

建具撤去範囲を示す

凡 例

凡 例

屋　根：三州産本瓦葺　５６判　既設のまま

下　地：野地板張ァ１２　葺土　既設のまま

棟　包：瓦熨斗４段　丸冠　鬼瓦　既設のまま

隅　棟：瓦熨斗２段　丸冠　鬼瓦　既設のまま

タテ樋：塩ビ製φ７５　撤去

外　壁：杉板羽目板　縦張　ＷＰ塗　撤去

外　壁：杉板羽目板　横張　ＷＰ塗　既設のまま

根廻り：コンクリート打放仕上　既設のまま

塩ビ製丸樋Ｗ１２０　撤去

塩ビ製角樋Ｗ１２０　撤去
軒　樋：

屋　根：桟瓦葺　５６判　新設

下　地：桟木（杉）１８×４５（防腐処理）

　　　　アスファルトルーフィング９４０

　　　　既設垂木の上　構造用合板ァ１２

棟　包：瓦熨斗４段　下地補強金物　箱冠　鬼瓦

隅　棟：瓦熨斗３段　下地補強金物　丸冠　鬼瓦

軒　樋：塩ビ製半丸樋　Ｗ１２０

　　　　カラー平鶴首（亜鉛メッキ鋼板）

タテ樋：硬質塩化ビニル管（カラー）φ７５

　　　　支持金物　ビニル製＠１０００内外

飾りじょうご：塩ビ製

外　壁：杉板羽目板ァ１２　縦張　ＷＰ塗

外　壁：
下地調整ＲＢ種の上　ＷＰ塗替

既設杉板羽目板

根廻り：水洗い

凡 例

隅　棟：瓦熨斗３段　丸冠　鬼瓦　撤去

棟　包：瓦熨斗４段　箱冠　鬼瓦　撤去

　　　　垂木・隅木　撤去

下　地：野地板張　ヤネフォーム　撤去

屋　根：淡路産桟瓦葺　５６判　撤去

屋　根：淡路産桟瓦葺　５６判　撤去

下　地：野地板張　ヤネフォーム　撤去

　　　　垂木・隅木　既設のまま

棟　包：瓦熨斗４段　箱冠　鬼瓦　撤去

隅　棟：瓦熨斗３段　丸冠　鬼瓦　撤去

凡 例

飾りじょうご：塩ビ製　撤去

外　壁：フッ素ガルバリウム鋼板ァ０．４　縦張

改修前

改修後
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Ｃ Ｃ
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Ｃ

Ｄ１

Ｄ２
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Ｅ
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Ａ１

記

事

項

特 代表設計者 設計担当 設計担当設計担当 設計担当 法適合確認
作図

検図

工事名称

図面名称

設計日

縮　尺 図面番号

一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

株式
会社 前野建築設計

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事

西面立面図、東面立面図
A2:1/100

A3:1/141
改修前 改修後

R07/03/19

A013

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士 一級建築士

第360917号 第378328号

前田 祐作 加藤 早妃



6,710 2,130

8,840

6,710 2,130

8,840

6,7102,130

8,840

6,7102,130

8,840

※隅棟：瓦熨斗３段　丸冠　鬼瓦

　　　下地補強金物

棟包：瓦熨斗４段　箱冠　鬼瓦

※棟包：瓦熨斗４段　箱冠　鬼瓦

隅棟：瓦熨斗３段　丸冠　鬼瓦

　　　下地補強金物

棟包：瓦熨斗４段　箱冠　鬼瓦

　　　下地補強金物

※隅棟：瓦熨斗３段　丸冠　鬼瓦

※棟包：瓦熨斗４段　箱冠　鬼瓦

※腕木Ａ

※建具枠

※木材　２５×３５ ※木材　２５×３５

※腕木Ａ

格子：下地調整ＲＢの上　ＷＰ塗替格子：下地調整ＲＢの上　ＷＰ塗替

水切：フッ素ガルバリウム鋼板ァ０．６加工

水切：フッ素ガルバリウム鋼板ァ０．６加工

破風板：フッ素ガルバリウム鋼板ァ０．４加工
破風板：フッ素ガルバリウム鋼板ァ０．４加工

　　　　木下地　１５×１５０　
　　　　木下地　１５×１５０　

※破風板　１５×１５０

※破風板　１５×１５０

※破風板　１５×１５０

185

280

3
5

2
4
0

30

１ Ｘ１ Ｘ８

Ｘ１ Ｘ６１

１Ｘ８ Ｘ１

Ｘ１Ｘ６ １

1/100南 面 立 面 図

1/100南 面 立 面 図

1/100北 面 立 面 図

1/100北 面 立 面 図

1/100腕 木 Ａ 詳 細 図

Ｂ２

Ｂ２

設計ＧＬ

※ 撤去を示す

既設のままを示す

● 既設のままを示す

● 既設のままを示す

屋根桟瓦葺・野地板 撤去範囲を示す

屋根桟瓦葺・野地板・木組下地 撤去範囲を示す

既設のままの範囲を示す

外壁撤去範囲を示す

建具撤去範囲を示す

凡 例

凡 例

屋　根：三州産本瓦葺　５６判　既設のまま

下　地：野地板張ァ１２　葺土　既設のまま

棟　包：瓦熨斗４段　丸冠　鬼瓦　既設のまま

隅　棟：瓦熨斗２段　丸冠　鬼瓦　既設のまま

タテ樋：塩ビ製φ７５　撤去

外　壁：杉板羽目板　縦張　ＷＰ塗　撤去

外　壁：杉板羽目板　横張　ＷＰ塗　既設のまま

根廻り：コンクリート打放仕上　既設のまま

塩ビ製丸樋Ｗ１２０　撤去

塩ビ製角樋Ｗ１２０　撤去
軒　樋：

屋　根：桟瓦葺　５６判　新設

下　地：桟木（杉）１８×４５（防腐処理）

　　　　アスファルトルーフィング９４０

　　　　既設垂木の上　構造用合板ァ１２

棟　包：瓦熨斗４段　下地補強金物　箱冠　鬼瓦

隅　棟：瓦熨斗３段　下地補強金物　丸冠　鬼瓦

軒　樋：塩ビ製半丸樋　Ｗ１２０

　　　　カラー平鶴首（亜鉛メッキ鋼板）

タテ樋：硬質塩化ビニル管（カラー）φ７５

　　　　支持金物　ビニル製＠１０００内外

飾りじょうご：塩ビ製

外　壁：杉板羽目板ァ１２　縦張　ＷＰ塗

外　壁：
下地調整ＲＢ種の上　ＷＰ塗替

既設杉板羽目板

根廻り：水洗い

凡 例

隅　棟：瓦熨斗３段　丸冠　鬼瓦　撤去

棟　包：瓦熨斗４段　箱冠　鬼瓦　撤去

　　　　垂木・隅木　撤去

下　地：野地板張　ヤネフォーム　撤去

屋　根：淡路産桟瓦葺　５６判　撤去

屋　根：淡路産桟瓦葺　５６判　撤去

下　地：野地板張　ヤネフォーム　撤去

　　　　垂木・隅木　既設のまま

棟　包：瓦熨斗４段　箱冠　鬼瓦　撤去

隅　棟：瓦熨斗３段　丸冠　鬼瓦　撤去

凡 例

飾りじょうご：塩ビ製　撤去

外　壁：フッ素ガルバリウム鋼板ァ０．４　縦張

改修前

改修後
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記

事

項

特 代表設計者 設計担当 設計担当設計担当 設計担当 法適合確認
作図

検図

工事名称

図面名称

設計日

縮　尺 図面番号

一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

株式
会社 前野建築設計

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事

南面立面図、北面立面図
A2:1/100

A3:1/141
改修前 改修後

R07/03/19

A014

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士 一級建築士

第360917号 第378328号

前田 祐作 加藤 早妃
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2,4908,440

13,420

1,245 2,065 3,310 1,820 1,245 1,245

2,490
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600

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ５ Ｘ７ Ｘ８

Ｘ４ Ｘ６

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ５ Ｘ７ Ｘ８

Ｘ４ Ｘ６

Ｙ２ Ｙ３ Ｙ１１ Ｙ１２Ｙ１１Ｙ１１Ｙ１１Ｙ１１Ｙ１１

Ｙ２ Ｙ３ Ｙ１１ Ｙ１２Ｙ１１Ｙ１１Ｙ１１Ｙ１１Ｙ１１

断 面 図 № １ 断 面 図 № ２ 1/1001/100

断 面 図 № １ 断 面 図 № ２ 1/1001/100

楽屋下段 通路 玄関通路上段中段

楽屋下段 通路 玄関通路上段中段

設計ＧＬ 設計ＧＬ

水上母屋天端

陸梁天端

水下母屋天端

陸梁天端
陸梁天端

水上母屋天端

陸梁天端

水下母屋天端

陸梁天端

設計ＧＬ 設計ＧＬ

陸梁天端

１ＦＬ １ＦＬ

１ＦＬ １ＦＬ

改修前

改修後

一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

株式
会社 前野建築設計

記

事

項

特 代表設計者 設計担当 設計担当設計担当 設計担当 法適合確認
作図

検図

工事名称

図面名称

設計日

縮　尺 図面番号
一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士 一級建築士

第360917号 第378328号

前田 祐作 加藤 早妃 改修前 改修後
A2:1/100

A3:1/141
断面図

R07/03/19

A015

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事
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　　土壁（真壁）一部新設

　　既設木製軸組

※棟包：瓦熨斗４段　箱冠　鬼瓦

外壁：※杉板羽目板　縦張　ＷＰ塗

※軒樋：塩ビ製丸樋Ｗ１２０

※外壁：杉板羽目板　縦張　ＷＰ塗

●根廻り：コンクリート打放仕上

※板金瓦面戸（スズメ返し）
※軒樋：塩ビ製角樋Ｗ１２０

※タテ樋：塩ビ製φ７５

※板金瓦面戸（スズメ返し）

下地：※ヤネフォーム

屋根：※淡路産桟瓦葺　５６判

床：●杉板ァ１８張

　　●根太：４５×５０＠３００

　　●大引：１００×８０＠９００

※外壁：杉板羽目板　縦張　ＷＰ塗

床：●杉板ァ１８張

　　●根太：４５×５０＠３００

　　●大引：１００×８０＠９００

　　大引：１０５×８０＠９００

　　根太：４５×５０＠３００

床：杉板ァ１８張　再取付

根廻り：水洗い

屋根：桟瓦葺　５６判

屋根：※淡路産桟瓦葺　５６判

下地：※ヤネフォーム

　　　※野地板張

　　　※野地板張

下地：※ヤネフォーム

屋根：※淡路産桟瓦葺　５６判

　　　※垂木　４５×６０＠４５０

　　※土壁（真壁）一部撤去

壁：※プリント合板

　　●木製軸組

巾木：木製巾木　ＵＣ塗　Ｈ６０
タテ樋：硬質塩化ビニル管（カラー）φ７５

　　　カラー平鶴首（亜鉛メッキ鋼板）

軒樋：塩ビ製半丸樋Ｗ１２０

　　　アスファルトルーフィング９４０

棟包：瓦熨斗４段　下地補強金物　箱冠　鬼瓦

　　　垂木　既設のまま

　　　●垂木　４５×６０＠４５０

　　　●垂木　４５×６０＠４５０

軒天：※野地板表シ

外壁：杉板羽目板ァ１２　縦張　ＷＰ塗

水切：フッ素ガルバリウム鋼板ァ０．４加工

水切：フッ素ガルバリウム鋼板ァ０．４加工

根廻り：水洗い

外壁：杉板羽目板ァ１２　縦張　ＷＰ塗

（
シ

ャ
ッ

タ
ー

下
地

）
ヨ

コ
胴

縁
新

設

上部木枠：６０×６０　ＷＰ塗

　　乾式土壁

　　タテ・ヨコ桟（杉）６０×２７＠６００

　束・束石の位置・サイズについては想定のため十分に確認すること

※束石：３００×３００×２００（想定）

束石：３００×３００×１５０

床：杉板ァ１８張　取外シ

　　※根太：４５×５０＠３００　一部撤去

　　※大引：１００×８０＠９００　一部撤去

※土台：１１５×１０５

　　※木胴縁　２０×３５＠３００

　　※柱　９０×９０（６本）

　　※間柱　４５×９０（５本）

壁：※合板

※柱　９０×９０（６本）

※ＣＢ：杉　３００×３０

※カーテンレールダブル

壁：中塗土仕上

天井付カーテンレーシングル（中型）２か所

カーテンボックス：スプルース　２００×１００

壁：中塗土仕上

　　乾式土壁

　　タテ・ヨコ桟（杉）６０×２７＠６００

下地：桟木　杉　１８×４５（防腐処理）

屋根：桟瓦葺　５６判

下地：桟木（杉）１８×４５（防腐処理）

　　　アスファルトルーフィング９４０

　　　構造用合板ァ１２

木下地　４０×４０

板金瓦面戸

土台：１２０×１０５

束：１０５×１０５

板金瓦面戸板金瓦面戸

※棚

構造用合板

構造用合板 杉板　ＷＰ塗

杉板　ＷＰ塗

　　　構造用合板ァ１２

下地：構造用合板ァ１２　ＷＰ塗

外壁：フッ素ガルバリウム鋼板ァ０．４　巾１６０　縦張

　　　既設垂木　下地調整ＲＢ種の上　ＷＰ塗

軒天：杉板ァ１２　ＷＰ塗（垂木間）

壁：杉小巾板ァ１２張　ＵＣ塗

　　既設木製軸組

ぶどう棚：３０×６０＠４５５　ＵＣ塗

木見切：２５×３０　ＵＣ塗

壁：杉小巾板ァ１２張　ＵＣ塗

　　補強用ラワン合板ァ１２

　　補強用ラワン合板ァ１２

掲示用桟木 杉 Ｗ５０×Ｈ１０＋２０（取付金物共）

Ｘ１ Ｘ８Ｘ７Ｘ５Ｘ３Ｘ２

Ｘ６Ｘ４

Ｘ１ Ｘ８Ｘ７Ｘ５Ｘ３Ｘ２

Ｘ６Ｘ４

矩 計 図 1/50

矩 計 図 1/50

1/10Ａ部 丸環詳細図

設計ＧＬ

設計ＧＬ

設計ＧＬ

１ＦＬ

水下母屋天端

陸梁天端

水上母屋天端

設計ＧＬ

１ＦＬ

水下母屋天端

陸梁天端

水上母屋天端

● 既設のままを示す

▲ 取外シ再取付を示す

解体撤去を示す※

壁（仕上、下地共）撤去を示す

既設のままを示す

凡例（工事内容）  

仕上・下地共撤去を示す

● 既設のままを示す

▲ 取外シ再取付を示す

シーリングを示す

既設のままを示す

凡例（工事内容）  

仕上・下地共新設を示す

Ａ

改修前

改修後

一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

株式
会社 前野建築設計

記

事

項

特 代表設計者 設計担当 設計担当設計担当 設計担当 法適合確認
作図

検図

工事名称

図面名称

設計日

縮　尺 図面番号
一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士 一級建築士

第360917号 第378328号

前田 祐作 加藤 早妃 改修前 改修後 矩計図
A2:1/50

A3:1/71

R07/03/19

A016

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事
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※床見切：木製　５５×２５

壁：※プリント合板

　　●木製軸組壁：※プリント合板

　　●木製軸組

　　●土壁（真壁）

壁：※プリント合板

　　●木製軸組

　　●土壁（真壁）

壁：※プリント合板

　　●木製軸組

　　※土壁（真壁）床：▲杉板ァ１８張

床：●杉板ァ１８張

　　●木組下地

壁：※プリント合板

　　●木製軸組

壁：※プリント合板

　　●木製軸組

壁：※プリント合板

　　●木製軸組

カッター切

床見切：杉　５５×２５　ＵＣ塗

壁：杉小巾板ァ１２張　ＵＣ塗

　　木組下地

巾木：巾木　杉　ＵＣ塗　Ｈ６０

下 段 ・ 中 段 ・ 上 段 1/50

既設のままを示す

仕上撤去を示す 壁（仕上、下地共）撤去を示す

仕上・下地共撤去を示す

● 既設のままを示す

解体撤去を示す※ ▲ 取外シ再取付を示す

凡例（工事内容）  

既設のままを示す

仕上新設を示す

仕上・下地共新設を示す ● 既設のままを示す

▲ 取外シ再取付を示すシーリングを示す

凡例（工事内容）  

床　：
既設木組下地

杉板ァ１８張　再取付

壁　：

既設木製軸組

杉小巾板ァ１２張　ＵＣ塗

既設土壁（真壁）

壁　：

既設木製軸組

杉小巾板ァ１２張　ＵＣ塗

壁　：
杉小巾板ァ１２張　ＵＣ塗

土壁（真壁）新設

既設木製軸組
天井：

既設小屋組

仕上凡例

Ｂ面Ａ面

Ｂ面Ａ面

構造用合板ァ１２　ＷＰ塗

改修前

改修後

ＢＢ１Ｆ２

Ｗ１

Ｗ２

Ｗ３ Ｃ１

Ｗ２

Ｗ１

Ｗ１

Ｗ１

Ｗ１ Ｗ１

Ｆ２

Ｗ３

Ｗ３

Ｗ３

Ｗ３

Ｗ３

Ｗ３

ＢＢ１ ＢＢ１

Ｃ１

１ＦＬ

梁天端

１ＦＬ

梁天端

Ｙ１２ Ｙ１１ Ｙ１０ Ｙ９ Ｙ５ Ｙ４ Ｙ３ Ｙ２Ｙ７Ｘ１ Ｘ７Ｘ５Ｘ３Ｘ２

Ｙ１２ Ｙ１１ Ｙ１０ Ｙ９ Ｙ５ Ｙ４ Ｙ３ Ｙ２Ｙ７Ｘ１ Ｘ７Ｘ５Ｘ３Ｘ２

記

事

項

特 代表設計者 設計担当 設計担当設計担当 設計担当 法適合確認
作図

検図

工事名称

図面名称

設計日

縮　尺 図面番号

一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

株式
会社 前野建築設計

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事

展開図№１
A2:1/50

A3:1/71
改修前 改修後

R07/03/19

A017

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士 一級建築士

第360917号 第378328号

前田 祐作 加藤 早妃
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壁：※プリント合板

　　●木製軸組

壁：※プリント合板

　　●木製軸組

　　※土壁（真壁）

　　●土壁（真壁）

壁：※プリント合板

　　●木製軸組

　　●土壁（真壁）

壁：※プリント合板

　　●木製軸組

床：既設のまま

▲鏡：Ｗ９１０×Ｈ１５２０

▲鏡：Ｗ９１０×Ｈ１５２０

　　　木組下地

垂壁：※ラワン合板張　ＳＯＰ塗

　　　※木組下地

垂壁：※ラワン合板張　ＳＯＰ塗

　　　※木組下地

下枠：杉　２５×１３５　ＳＯＰ塗
下枠：杉　２５×１３５　ＳＯＰ塗

　　　木組下地
垂壁：ラワン合板ァ５．５張　ＳＯＰ塗

垂壁：ラワン合板ァ５．５張　ＳＯＰ塗

Ｃ面 Ｄ面

下 段 ・ 中 段 ・ 上 段 1/50

既設のままを示す

仕上撤去を示す 壁（仕上、下地共）撤去を示す

仕上・下地共撤去を示す

● 既設のままを示す

解体撤去を示す※ ▲ 取外シ再取付を示す

凡例（工事内容）  

既設のままを示す

仕上新設を示す

仕上・下地共新設を示す ● 既設のままを示す

▲ 取外シ再取付を示すシーリングを示す

凡例（工事内容）  

Ｃ面 Ｄ面

巾木：巾木　杉　ＵＣ塗　Ｈ６０

壁　：

既設木製軸組

杉小巾板ァ１２張　ＵＣ塗

既設土壁（真壁）

壁　：

既設木製軸組

杉小巾板ァ１２張　ＵＣ塗

壁　：
杉小巾板ァ１２張　ＵＣ塗

土壁（真壁）新設

既設木製軸組
天井：

既設小屋組

仕上凡例

構造用合板ァ１２　ＷＰ塗

改修前

改修後

ＢＢ１

Ｗ１

Ｗ２

Ｗ３ Ｃ１

Ｗ１

Ｗ１ Ｗ１

Ｗ１

Ｗ２

ＢＢ１

Ｃ１

Ｗ３

Ｗ３

梁天端

梁天端

１ＦＬ

１ＦＬ

梁天端

梁天端

Ｙ１２Ｙ１１Ｙ１０Ｙ９Ｙ５Ｙ４Ｙ３Ｙ２Ｙ１Ｘ１Ｘ７ Ｘ５ Ｘ３ Ｘ２ Ｙ７

Ｙ１２Ｙ１１Ｙ１０Ｙ９Ｙ５Ｙ４Ｙ３Ｙ２Ｙ１Ｘ１Ｘ７ Ｘ５ Ｘ３ Ｘ２ Ｙ７

記

事

項

特 代表設計者 設計担当 設計担当設計担当 設計担当 法適合確認
作図

検図

工事名称

図面名称

設計日

縮　尺 図面番号

一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

株式
会社 前野建築設計

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事

展開図№２
A2:1/50

A3:1/71
改修前 改修後

R07/03/19

A018

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士 一級建築士

第360917号 第378328号

前田 祐作 加藤 早妃



壁：※プリント合板

　　●木製軸組

　　※土壁（真壁）

床：▲杉板ァ１８張

2,4908,4402,490

1,2451,2451,2451,245

1,080
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7
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2
,
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3
0
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0
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2
0

3
6
0

2,4908,4402,490

1,2451,2451,2451,245

1,080

27
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2
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3
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0

5
4
0

1
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7
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0

1
,
0
2
0

3
6
0

壁：※プリント合板

　　●木製軸組

　　●土壁（真壁）

壁：※プリント合板

　　●木製軸組

　　●土壁（真壁）

床：既設のまま

Ｄ面

既設のままを示す

仕上撤去を示す 壁（仕上、下地共）撤去を示す

仕上・下地共撤去を示す

● 既設のままを示す

解体撤去を示す※ ▲ 取外シ再取付を示す

凡例（工事内容）  

既設のままを示す

仕上新設を示す

仕上・下地共新設を示す ● 既設のままを示す

▲ 取外シ再取付を示すシーリングを示す

凡例（工事内容）  

下 段 ・ 中 段 ・ 上 段 1/50

Ｄ面

根太・大引・土台・束

床　：
既設木組下地

杉板ァ１８張　再取付

杉板ァ１８張　再取付

巾木：巾木　杉　ＵＣ塗　Ｈ６０

壁　：

既設木製軸組

杉小巾板ァ１２張　ＵＣ塗

既設土壁（真壁）

壁　：

既設木製軸組

杉小巾板ァ１２張　ＵＣ塗

壁　：
杉小巾板ァ１２張　ＵＣ塗

土壁（真壁）新設

既設木製軸組

壁　：

タテ・ヨコ桟（杉）　６０×２７＠６００

乾式土壁

中塗土仕上

天井：
既設小屋組

仕上凡例

木組下地（詳細は仕上表参照）床　： 構造用合板ァ１２　ＷＰ塗

改修前

改修後

Ｆ２ ＢＢ１

Ｗ１

Ｗ２

Ｗ３

Ｗ６

Ｃ１
Ｆ３

Ｆ２

ＢＢ１

Ｗ２

Ｗ１

Ｗ１

Ｗ１

Ｗ１

１ＦＬ

１ＦＬ

Ｙ１２Ｙ１１Ｙ１０Ｙ９Ｙ５Ｙ４Ｙ３Ｙ２Ｙ１ Ｙ７

Ｙ１２Ｙ１１Ｙ１０Ｙ９Ｙ５Ｙ４Ｙ３Ｙ２Ｙ１ Ｙ７

記

事

項

特 代表設計者 設計担当 設計担当設計担当 設計担当 法適合確認
作図

検図

工事名称

図面名称

設計日

縮　尺 図面番号

一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

株式
会社 前野建築設計

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事

展開図№３
A2:1/50

A3:1/71
改修前 改修後

R07/03/19

A019

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士 一級建築士

第360917号 第378328号

前田 祐作 加藤 早妃
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※床見切：木製　５５×２５

床見切：杉　５５×２５　ＵＣ塗 床見切：杉　５５×２５　ＵＣ塗 床：既設のまま 床：既設のまま

　　●杉板ァ１８張

床：※タタミ敷

　　●木組下地

　　●杉板ァ１８張

床：※タタミ敷

　　●木組下地

　　●杉板ァ１８張

床：※タタミ敷

　　●木組下地

壁：※プリント合板

　　●木製軸組

壁：※プリント合板

　　●木製軸組

壁：※プリント合板

壁：※プリント合板

　　●木製軸組

　　●木製軸組

　　※土壁（真壁）

壁：※プリント合板

　　●木製軸組

　　●土壁（真壁）

　　●土壁（真壁）

下地：補強用ラワン合板ァ１２下地：補強用ラワン合板ァ１２

下地：補強用ラワン合板ァ１２

既設のままを示す

仕上撤去を示す 壁（仕上、下地共）撤去を示す

仕上・下地共撤去を示す

● 既設のままを示す

解体撤去を示す※ ▲ 取外シ再取付を示す

凡例（工事内容）  

既設のままを示す

仕上新設を示す

仕上・下地共新設を示す ● 既設のままを示す

▲ 取外シ再取付を示すシーリングを示す

凡例（工事内容）  

Ｂ面Ａ面 Ｃ面

Ａ面 Ｃ面Ｂ面

壁　：乾式土壁

中塗土仕上

天井：
構造用合板ァ１２　素地

既設小屋組

壁　：

既設木製軸組

杉小巾板ァ１２張　ＵＣ塗

壁　：
杉小巾板ァ１２張　ＵＣ塗

土壁（真壁）新設

既設木製軸組

仕上凡例

巾木：巾木　杉　ＵＣ塗　Ｈ６０

壁　：

既設木製軸組

杉小巾板ァ１２張　ＵＣ塗

既設土壁（真壁）

タテ・ヨコ桟（杉）６０×２７＠６００

根太・大引・土台・束

床　：
既設木組下地

杉板ァ１８張　再取付

杉板ァ１８張　再取付

木組下地（詳細は仕上表参照）床　：

既設木組下地

既設杉板張の上

タタミ敷

床　：

1/50楽 屋 改修前

改修後

Ｗ６

Ｃ１

Ｗ２

Ｗ３

ＢＢ１

Ｗ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ４ ＢＢ１

Ｗ１Ｗ１Ｗ１Ｗ１

Ｗ１

Ｗ２

Ｗ３

Ｗ１

ＢＢ１Ｆ４

Ｗ１Ｗ１

１ＦＬ

１ＦＬ

Ｙ４Ｙ８Ｙ９ Ｙ６Ｘ８Ｘ７ Ｘ８ Ｘ７

Ｙ４Ｙ８Ｙ９ Ｙ６Ｘ８Ｘ７ Ｘ８ Ｘ７

記

事

項

特 代表設計者 設計担当 設計担当設計担当 設計担当 法適合確認
作図

検図

工事名称

図面名称

設計日

縮　尺 図面番号

一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

株式
会社 前野建築設計

展開図№４

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事

A2:1/50

A3:1/71
改修前 改修後

R07/03/19

A020

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士 一級建築士

第360917号 第378328号

前田 祐作 加藤 早妃
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※カーテンレール

※カーテンレール

●軒天：小屋面表し

●軒天：小屋面表し

●軒天：小屋面表し

●軒天：小屋面表し

※軒天：小屋面表し

※軒天：小屋面表し

※カーテンレール
※カーテンボックス

※カーテンレール
※カーテンボックス

軒天：杉板　ＷＰ塗

●軒天：小屋面表し

軒天：杉板　ＷＰ塗

　　　既設垂木　下地調整の上ＷＰ塗

　　　既設垂木　下地調整の上ＷＰ塗

※垂壁：木製　Ｈ７００

※垂壁：木製　Ｈ７００

　　　既設垂木　下地調整の上ＷＰ塗

軒天：杉板　ＷＰ塗ナナメ梁：下地調整の上　ＳＯＰ塗

　　　　　壁付カーテンレール

　　　　　カーテン

ナナメ梁：下地調整の上　ＳＯＰ塗

　　　　　壁付カーテンレール

　　　　　カーテン

軒天：杉板　ＷＰ塗

　　　既設腕木・垂木　下地調整の上ＷＰ塗

垂壁：Ｈ７００

　　　壁付カーテンレール

　　　カーテン

垂壁：Ｈ７００

　　　壁付カーテンレール

　　　カーテン

軒天：杉板　ＷＰ塗

　　　既設垂木　下地調整の上ＷＰ塗

既設垂木　下地調整の上ＷＰ塗

軒天：杉板ァ１２　ＷＰ塗
屋根下地：構造用合板ァ１２

ぶどう棚：Ｗ１６８０×Ｌ８２３５×Ｈ２１０

構造用合板ァ１２　ＷＰ塗

太夫座

下段 中断

玄関

通路

楽屋

人形芝居舞台：昭和５６年改修太夫小屋平成２０年建替

1/100

上段

控室２

控室１

天 井 伏 図

太夫座

下段 中断

玄関

通路

楽屋

人形芝居舞台：昭和５６年改修太夫小屋平成２０年建替

1/100

上段

控室２

控室１

天 井 伏 図

※

● 既設のままを示す

撤去を示す

凡 例

既設のままの範囲を示す

撤去範囲を示す

天井：

天井：

屋根小屋組表シ

ベニヤ合板ァ４　撤去 天井：

天井：

天井：
ビニルクロス張

凡 例

既設のままの範囲を示す

ベニヤ合板ァ４張

ベニヤ合板ァ４

● 既設のままを示す

ＣＢ（Ａ）

ＣＢ（Ｂ）

カーテンボックスＡ

カーテンレール（中型）シングル　２本

カーテンレール（中型）シングル　２本

カーテンボックスＢ

壁付カーテンレール　シングル

カーテン　を示す

天井廻縁は木製とすること。

改修前 改修後

Ｃ２

Ｃ１

Ｃ１

Ｃ２

Ｃ２

Ｃ３

Ｃ１

Ｃ１

Ｃ２

Ｃ２

Ｃ２

Ｃ１

Ｃ１

Ｃ２

Ｃ３

１
２

３

Ａ

Ｂ

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ５

Ｙ７

Ｙ９

Ｙ１０

Ｙ１２

Ｙ１１

Ｘ４

Ｘ５

Ｘ６

Ｘ７ Ｘ８

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ８

Ｙ１０

Ｙ１２

Ｙ１１

Ｙ６

１
２

３

Ａ

Ｂ

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ５

Ｙ７

Ｙ９

Ｙ１０

Ｙ１２

Ｙ１１

Ｘ４

Ｘ５

Ｘ６

Ｘ７ Ｘ８

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ８

Ｙ１０

Ｙ１２

Ｙ１１

Ｙ６

北北

一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

株式
会社 前野建築設計

記

事

項

特 代表設計者 設計担当 設計担当設計担当 設計担当 法適合確認
作図

検図

工事名称

図面名称

設計日

縮　尺 図面番号
一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士 一級建築士

第360917号 第378328号

前田 祐作 加藤 早妃 改修前 改修後
A2:1/100

A3:1/141
天井伏図

R07/03/19

A021

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事
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１
２

３

Ａ

Ｂ

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ５

Ｙ７

Ｙ９

Ｙ１０

Ｙ１２

Ｙ１１

Ｘ４

Ｘ５

Ｘ６

Ｘ７ Ｘ８

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ８

Ｙ１０

Ｙ１２

Ｙ１１

Ｙ６

Ｘ４ Ｘ６

１
２

３

Ａ

ＢＹ２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ５

Ｙ７

Ｙ９

Ｙ１０

Ｙ１２

Ｙ１１

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ５ Ｘ７ Ｘ８

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ８

Ｙ１０

Ｙ１２

Ｙ１１

Ｙ６

1/100平 面 図 1/100平 面 図

太夫座

下段

玄関

通路

楽屋上段

控室２

控室１

太夫座

玄関

通路

上段下段

控室１

控室２

楽屋

押入 押入

中段中段

－２７５

＋５５０

－３４０

－２７５

＋５５０

－３４０

凡 例

人形芝居舞台：昭和５６年改修太夫小屋平成２０年建替 人形芝居舞台：昭和５６年改修太夫小屋平成２０年建替

既設建具塗替を示す

新設建具を示す

撤去建具を示す

凡 例

既設建具を示す

改修前 改修後

１

１
ＡＤ

１
ＡＷ

１
ＡＷ

ＷＤ

ＡＷ
２

ＷＤ

１
ＡＷ

ＡＷ
１

ＷＤ

１
ＡＤ

１
Ｆ

×９

ＫＷＤ

ＷＤ

ＷＤ

ＷＤ ＷＤ

ＷＤ

１３

４

５

６

７

２

３

Ｓ
１

１
ＷＤ

ＷＫ
１

ＷＤ
２

ＷＤ
８

ＡＷ
２

ＷＤ
９

北 北

記

事

項

特 代表設計者 設計担当 設計担当設計担当 設計担当 法適合確認
作図

検図

工事名称

図面名称

設計日

縮　尺 図面番号

一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

株式
会社 前野建築設計

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事

建具符号図
A2:1/100

A3:1/141
改修前 改修後

R07/03/19

A022

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士 一級建築士

第360917号 第378328号

前田 祐作 加藤 早妃
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7
0
0 1
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0
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5

3,22515 1,520 15

1
5

1
5

8
4
0

1
5

15 1,520 15

1,550

8
7
0

980 980

50
0

2
,
23
7

980 980 980 980 980 980 960

10,760

980980

1
,
2
8
0

920

1
,
1
5
5

810 810 810 810 810 810 810 810

6,480

9206,510 170

柱

ＰＰ

ＰＰ

木格子：２０×２５＠８５ 木格子：２５×３０＠９０

木雨戸：外壁材

木戸袋：外壁材

ＦＬ

ＦＬ

ＦＬ

楽屋

姿 図

姿 図

符 号 名 称 数 量

1/50

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

１引違イアルミパネルサッシ

７０

引違イ錠､戸車、アングル、付属金物一式

玄関

アルミ

フロート板ガラスァ４（一部すりガラス）

姿 図

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

２ １

７０

通路

フロート板ガラスァ４

引違イアルミサッシ

１

枠

下段

杉板羽目板　縦張　ＷＰ塗

木雨戸（着脱式）

扉 ３９

１１

通路

１

木雨戸

枠

扉 ３９

杉板羽目板　縦張　ＷＰ塗

杉板羽目板　縦張　ＷＰ塗

木組下地：３０×３０、２０×３５＠３０３ 木組下地：４０×３０、２０×３５＠３０３

木格子：木格子：２５×３０＠９０
木格子：２０×２５＠８５

楽屋

※外観図 ※外観図

※外観図 ※外観図

撤 去 建 具 表 № １

木戸袋＋木格子木製格子

引分けアルミサッシ

８

アルミレール、クレセント、付属金物一式 戸車、クレセント、付属金物一式

アルミ アルミ

１
ＡＤ

１
ＡＷ ＡＷ

２

ＷＫ
１

ＷＤ
３

ＷＤ

ＷＤ
１

２

記

事

項

特 代表設計者 設計担当 設計担当設計担当 設計担当 法適合確認
作図

検図

工事名称

図面名称

設計日

縮　尺 図面番号

一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

株式
会社 前野建築設計

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事

撤去建具表№１
A2:1/50

A3:1/71

R07/03/19

A023

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士 一級建築士

第360917号 第378328号

前田 祐作 加藤 早妃
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7
0
0

1,710

1
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5
0

1,990

1
,
7
5
0

1,710

2
,0
0
0

1,620

1
,
8
0
0

800

1
,
7
0
0

1,520

856856 856857

1
,
4
2
0

3,425

ＦＬ

ＦＬ

ＦＬ

符 号 名 称 数 量

1/50

１ １引違イ木製フラッシュ戸 引違イ木製フラッシュ戸 １木製片開キドア１引違イ木製フラッシュ戸

撤 去 建 具 表 № ２

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

扉

枠

扉

枠

シナ合板フラッシュ

戸車、ステンレスレール、堀込引手、付属金物一式

シナ合板フラッシュ

戸車、ステンレスレール、堀込引手、付属金物一式

控室１

フロート板ガラスァ４

押入

扉

枠

シナ合板フラッシュ

丁番、握り玉、付属金物一式

押入

戸車、ステンレスレール、堀込引手、付属金物一式

シナ合板フラッシュ

扉

枠
フロート板ガラスァ４

控室２

符 号 名 称 数 量 １引違イ木製フラッシュ戸

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

戸車、ステンレスレール、堀込引手、付属金物一式

シナ合板フラッシュ

扉

枠

４０

控室２

姿 図

姿 図

３６ ３６ ３６ ３６

２連片引キ木製戸

４０

戸車、ステンレスレール、堀込引手、付属金物一式

玄関

扉

枠

改 修 建 具 表

２連片引キ木製戸 １

1/50

符 号 名 称 数 量

下地調整ＲＢ種の上　ＷＰ塗替改修前 杉板羽目板　縦張　ＷＰ塗

太夫座

枠

扉 ４０

室 名

金 物

仕 上

見 込 　 硝 子

姿 図

改修後

ＷＤ ＷＤ
５ ６

ＷＤ
７

ＷＤ
４

ＷＤ
８

１
ＫＷＤ

ＷＤ
９

記

事

項

特 代表設計者 設計担当 設計担当設計担当 設計担当 法適合確認
作図

検図

工事名称

図面名称

設計日

縮　尺 図面番号

一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

株式
会社 前野建築設計

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事

撤去建具表№２、改修建具表、既設建具表
A2:1/50

A3:1/71

R07/03/19

A024

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士 一級建築士

第360917号 第378328号

前田 祐作 加藤 早妃
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1
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672 673 673 673 673 673 673 673673672672672672672672672

10,760

1,990

1
,7
5
0

1,710

1
,7
5
0

1,710

1
,
7
0
0

920

1
,
8
7
0

枠：杉　３６×９０　ＵＣ塗

杉板ァ１２　巾１３５　ＵＣ塗

受材：３０×３０ 受材：３０×３０

ＦＬ

ＦＬ

ＦＬ

フロストガラスァ５－Ａ１３－フロートガラスァ４ フロストガラスァ５－Ａ１３－フロートガラスァ４

Ｗ６７３：８

Ｗ６７２：８

引違イアルミ複合樹脂サッシ（手動シャッター付）２連引違イアルミ複合樹脂サッシ（手動シャッター付）玄関アルミ引違イ戸

※住宅用 ※半外付タイプ（住宅用）※半外付タイプ（住宅用）

新 設 建 具 表

ステンレスハンドル、付属金物一式

木組下地　３０×３０、３０×３０＠３０３

４８扉

下段

枠

木雨戸（着脱式）

８６８６

通路

１２

楽屋

1/50

フロート板ガラスァ４

玄関

７０

１

室 名

金 物

仕 上

見 込 　 硝 子

符 号 名 称 数 量

室 名

金 物

仕 上

見 込 　 硝 子

符 号 名 称 数 量

姿 図

姿 図

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

１ １引違イ木製戸引違イ木製戸

板：杉板ァ１２　ＵＣ塗

枠：杉　３６×９０　ＵＣ塗

戸車、ステンレスレール、堀込引手、付属金物一式

扉

枠

扉

枠

戸車、ステンレスレール、堀込引手、付属金物一式

押入

３６ ３６

板：杉板ァ１２　ＵＣ塗

枠：杉　３６×９０　ＵＣ塗

１引違イ障子

扉

枠

戸車、ステンレスレール、堀込引手、付属金物一式

控室１

３６

枠：杉　３６×９０　ＵＣ塗

　　杉　２０×２０　ＵＣ塗

ワーロンシート張

中段

３０

ラワン合板フラッシュ

付属金物一式

ふすま張　無地（普及品）

ふすま戸 ９

姿 図

控室１

引手、シリンダー召合せ錠、戸車、付属金物一式

杉板羽目板　縦張　ＷＰ塗（透湿防水シート張）、閂６０×６０×Ｌ１３５０（２本）ＷＰ塗、閂６０×６０×Ｌ２０００（４本）ＷＰ塗

アルミ陽極酸化塗装皮膜（Ｂ－２種）カラー有色対応可 アルミ陽極酸化塗装皮膜（Ｂ－２種）カラー有色対応可 アルミ陽極酸化塗装皮膜（Ｂ－２種）カラー有色対応可

クレセント、戸車、網戸、手動シャッター、中柱、付属金物一式 クレセント、戸車、網戸、手動シャッター、付属金物一式

ＷＤ

２
ＡＷＡＷ

１
ＡＤ
１

１
ＷＤ ＷＤ
２ ３

１
ＦＳ

１

記

事

項

特 代表設計者 設計担当 設計担当設計担当 設計担当 法適合確認
作図

検図

工事名称

図面名称

設計日

縮　尺 図面番号

一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

株式
会社 前野建築設計

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事

新設建具表
A2:1/50

A3:1/71

R07/03/19

A025

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士 一級建築士

第360917号 第378328号

前田 祐作 加藤 早妃



90

22

3
6

1
5
0
2
0

3
5

16

棟金物＠９００

角桟箱冠

面戸漆喰

南蛮漆喰

パッキン付ステンレスビス（１本／枚）

芯木：４３×４３　樹脂垂木

瓦熨斗４段

ホルマル銅線＃１９（１か所／枚）

パッキン付ステンレスビス（１本／枚）

面戸漆喰

南蛮漆喰 芯木：４３×４３　樹脂垂木

ホルマル銅線＃１９（１か所／枚）

瓦熨斗３段

丸冠

屋根：桟瓦葺　５６判　新設

棟金物＠９００

万十軒瓦

板金瓦面戸（スズメ返し）

広小舞：杉　２０×９０（防腐処理）

瓦座：杉　３１×６０（防腐処理）

右袖瓦

破風板：フッ素ガルバリウム鋼板ァ０．４加工

　　　　杉　１５０×２５（防腐処理）

登瓦座：杉　３６×３６（防腐処理）

外壁：フッ素ガルバリウム鋼板ァ０．６　巾１６０　縦張

品板：杉　９０×２５（防腐処理）

雨押エ水切：フッ素ガルバリウム鋼板ァ０．４加工

笠木：杉　１５×１０５（防腐処理） 下地：杉　６０×６０

壁際漆喰

熨斗瓦２段

1/30棟 包 　 詳 細 図 隅 棟 包 　 詳 細 図 軒 先 　 詳 細 図 ケ ラ バ 　 詳 細 図

妻 面 水 上 　 詳 細 図

各 部 詳 細 図 № １

1/301/30

1/30

1/30

記

事

項

特 代表設計者 設計担当 設計担当設計担当 設計担当 法適合確認
作図

検図

工事名称

図面名称

設計日

縮　尺 図面番号

一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

株式
会社 前野建築設計

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事

各部詳細図№１
A2:1/20

A3:1/28

R07/03/19

A026

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士 一級建築士

第360917号 第378328号

前田 祐作 加藤 早妃
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W1

W2

30

W1

W3

W1 W1

W3

W2

構造用合板ァ６

素地ごしらえＡ種の上ＷＰ塗

素地ごしらえＡ種の上ＷＰ塗

構造用合板ァ６

ステンレスハンドル（穴開け加工）

1,450

出隅面取り加工

ジョイント部：相じゃくり継ぎ

出隅面取り加工

構造用合板ァ６

ステンレス座付貫抜（受）
外壁：杉板羽目板　縦張　ＷＰ塗

　　　透湿防水シート張

Ｃ

Ｂ

構造用合板ァ６

素地ごしらえＡ種の上ＷＰ塗

　　　透湿防水シート張

　　　素地ごしらえＡ種の上ＷＰ塗

外壁：杉板羽目板　縦張

構造用合板ァ６

構造用合板ァ６
ステンレスハンドル

ボルトＭ６（閂おさえ用）

閂：６０×６０

外壁：羽目板張（タテ張）

素地ごしらえＡ種の上ＷＰ塗

　　　透湿防水シート張

素地ごしらえＡ種の上ＷＰ塗

素地ごしらえＡ種の上ＷＰ塗

ＯＰＥＮ

ステンレスハンドル

　　　透湿防水シート張

　　　素地ごしらえＡ種の上ＷＰ塗

外壁：杉板羽目板　縦張

ふすま枠（着脱式） １２０×５０　ＵＣ塗

２本溝加工

ふすま枠（固定）

補強：９０×６０　ＵＣ塗

補強：９０×６０　ＵＣ塗

９０×５０　溝加工

補強柱：１０５×９０　ＵＣ塗

ふすま枠（固定）９０×５０　溝加工

柱

ふすま枠（着脱式）

１２０×５０　溝加工

ふすま枠（固定）９０×５０　溝加工

１２０×５０　溝加工

ふすま枠（着脱式）

９０×５０　溝加工

ふすま枠（固定）

補強：９０×６０　ＵＣ塗

補強柱：１０５×９０　ＵＣ塗 補強柱：１０５×９０　ＵＣ塗

９０×５０　溝加工

ふすま枠（固定）

補強：９０×６０　ＵＣ塗

ふすま枠（固定）９０×５０　溝加工

補強：９０×６０　ＵＣ塗

柱：１０５×１０５　ＵＣ塗

丁番

丁番

Ｌ＝６０ 腕木：３０×４５

３０×３０　ＵＣ塗

４５×６０　ＵＣ塗

２５×２５　ＵＣ塗

　　　ＵＣ塗

天板：シナ合板ァ１５　ＵＣ塗

1
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,
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2,025

9
0
0

8
0
0

4
6
5

1
,
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0

600

1,100

2
,
1
6
5

4
1
5

8
5
0

9
0
0

４５×９０

根太：４５×４５＠４５０

棚板：ラワン合板ァ１２

壁：ラワン合板ァ５．５

屋外地盤面

ＦＬ

平面図

平面図

外部 内部

建具寸法一覧表

1/30

Ｗ１

６７２

６７３

Ｗ２ Ｗ３

５５３

５５２ ８

８

枚

押 入 棚 詳 細 図

平面図

姿図 断面図

平面図

姿図

舞 台 装 置 詳 細 図 ふ す ま 枠 　 詳 細 図

平面図

６４４

６４５

断面図

Ｗ Ｄ １  木 雨 戸 　 詳 細 図

各 部 詳 細 図 № ２

1/50

1/301/30

Ｂ断面図 Ｃ断面図

Ａ

姿図

Ａ部平面図

断面図

１
Ｄ

Ｄ Ｄ

Ｄ
２

３ ４

記

事

項

特 代表設計者 設計担当 設計担当設計担当 設計担当 法適合確認
作図

検図

工事名称

図面名称

設計日

縮　尺 図面番号

一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

株式
会社 前野建築設計

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事

各部詳細図№２
A2:1/30,50

A3:1/42,71

R07/03/19

A027

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士 一級建築士

第360917号 第378328号

前田 祐作 加藤 早妃



1
0
0 5
0

5
3
0

4
9
0

4
5

4
0
0

4
5

4
0
0

40

1,830

3
8
5

6
0

5
0

2
5
0

30
0

1
0
0

200 25

1
0
0

2
5

200

8
5

9
5

7
0

25 275

2
5

130 300

1
8

3002 2

2
2

1,240
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1
枚

４５×４５＠４５５　ＵＣ塗

４５×４５　ＵＣ塗

４５×６０　ＵＣ塗

ぶどう棚：３０×６０＠４５５　ＵＣ塗

路床

再生アスファルト混合物

アスファルト混合物または

プライムコ－ト　ＰＫ－３

路盤：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

カーテンボックス：杉　ＵＣ塗
天井付カーテンレーシングル（中型）２か所

ステンレスＰＬ－３．２加工

補強：ステンレスＰＬ－３．２加工＠４５０

ステンレスＰＬ－３．２加工 補強：ステンレスＰＬ－３．２加工＠４５０

カーテンボックス：杉　ＵＣ塗
天井付カーテンレーシングル（中型）２か所

４５×５０

既設床材加工

３０×３０

ラワン合板ァ１２張

孔開けφ１５０

４５×５０

既設床材加工

床：杉板ァ１８張　既設のまま

３０×３０

手掛け加工

４５×５０

ラワン合板ァ１２張

コーナー出隅材コーナー出隅材 連結支柱：アルミ形材

形材フェンス：エルファード　Ｍ１型　間仕切り支柱タイプ

　　　　　　　材質：アルミ形材

8,235

455

1
,
8
3
0

４５×６０　ＵＣ塗

４５×４５　ＵＣ塗

４５×４５　ＵＣ塗

吊木：４５×４５＠４５５　ＵＣ塗ぶどう棚：３０×６０＠４５５　ＵＣ塗

平 面 図

断 面 図

1/50

1/20

※スポットＡＣ換気口（脱着式）（３か所）の位置は

　監督員と協議すること

平面図

断面図

コンクリート蓋

ぶ ど う 棚 　 詳 細 図

各 部 詳 細 図 № ３

カ ー テ ン ボ ッ ク ス Ａ 　 詳 細 図

雨 水 枡 　 詳 細 図 ア ス フ ァ ル ト 舗 装 　 詳 細 図

カ ー テ ン ボ ッ ク ス Ｂ 　 詳 細 図

1/20

1/20

1/201/20

1/20、1/50 1/20通 気 口 　 詳 細 図

換気口詳細図 蓋詳細図

平面図

断面図

目 隠 シ ル ー バ ー 　 詳 細 図Ｄ

Ｄ
５

Ｄ
６

Ｄ

Ｄ
７

Ｄ
８

９ １０
Ｄ

１１

記

事

項

特 代表設計者 設計担当 設計担当設計担当 設計担当 法適合確認
作図

検図

工事名称

図面名称

設計日

縮　尺 図面番号

一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

株式
会社 前野建築設計

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事

各部詳細図№３
A2:1/20,50

A3:1/28,71

R07/03/19

A028

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士 一級建築士

第360917号 第378328号

前田 祐作 加藤 早妃



Ａ型バリケード

車が通行できるように道路幅員を確保すること

現場事務所、休憩所用予定地

駐車２台分

道
路

境
界

線

道路境界線

道路境界線

安乗灯台線

隣地境界線

隣
地

境
界

線
隣地境界線

隣
地

境
界

線

前面道路

配 置 図 1/200

　　　ガードフェンス　Ｈ１，８００（足場直付）

　　　養生シート（防炎Ⅰ類）

足場：単管１本足場

　　　ガードフェンス　Ｈ１，８００（足場直付）

　　　養生シート（防炎Ⅰ類）

足場：枠組本足場　建地Ｗ６００（手すり先行方式）

交通誘導員配置（大型車両搬出入時）

・足場設置前に監督員と協議すること。

工事車輛動線

・工事車両の進入・作業員の駐車スペースは発注者と協議の上決定すること。

・大型工事車両進入時（仮設材搬出入時、撤去材搬出時、資材事搬入時等）は交通誘導員を配置すること。

・必要に応じてバリケード区画を行うこと。

・必要に応じて適切な地盤面養生を行い、工事完了後は仮設スペースの現状復旧を行うこと。

　施工条件として指定したものではないので、施工者の責任のもとに十分検討の上施工すること。

・本仮設参考図に記載された仮設備等は発注側の積算上の考え方を示したものであって、

・仮設物の位置等詳細は監督員と協議の上決定すること。

・電柱・電話線（外部配線）等は現況を維持した上で、必要に応じて養生を行い、仮設足場を設置すること。

・必要に応じてポーチ部分は脚立足場を設けること。

・音が発生する工事は、監督員に随時報告を行い、調整すること。

・クレーン設置時期・位置は、発注者と事前に協議を行い、

　必要に応じてガードマン、バリケード区画を設置すること。

註記）

・瓦、野地板改修工事時は内部に雨が入らないように、ブルーシート等により、適切な養生を行うこと。

参考図

北

計画建物を示す

凡　　例

仮 設 凡 例

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

加藤 早妃

第378328号

R07/03/19

A2:1/200

A3:1/282
仮設計画図（参考図） A029

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認



参考

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

加藤 早妃

第378328号

R07/03/19

A2:NS

A3:NS
概略工事工程表（参考） A030

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認



§４　地業工事

選択項目は・印を適用する。§１　一般事項
・印が複数有る場合は、共に適用する。

§２　仮設工事（別紙による）

§３　土工事

§５　鉄筋工事 §６　コンクリート工事

２）　手動　　・　日本鉄筋継手協会認定に認定されたもの

２）　施工完了後の継手部の試験　　　　　　・（　　　　）

杭符号
ｍｍ

杭径

５）　杭頭補強　　　　　・　かご筋　　・　スタッド溶接(BCJ-審査証明-7)　　・　杭外周溶接　　・（F.T.Pile同等品以上(BCJ評定-FD0141-04,05)）

８）　施工管理技術者　　・　適用する　　・　適用しない

７）　杭先端形状　　　　・　開放　　　・　閉塞　　・　

６）　杭継手　　　　　　・　溶接継手　　　・　機械式無溶接継手（建築基準法による認定を受けた工法）（認定番号:　　　　　　　　）同等以上 

杭打地業共通事項
１）　［・　杭長決定用先行杭　・　試験堀　・　試験杭］　　・行う　（　１箇所　）　　・　行わない

１

２）　載荷試験　　鉛直方向　・　行う　（　　箇所、長期設計耐力の３倍を確認する）　　・　行わない

　　　　　　　　　水平方向　・　行う　（　　箇所、長期設計耐力の３倍を確認する）　　・　行わない

　　　　　　　　　　報告書　・提出部数　（　２部　）　　　・　記載事項（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　報告書　・提出部数　（　２部　）　　　・　記載事項（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３）　ＳＬ塗布　　・　行う　　　・　行わない

４）　杭の水平方向のずれ　　・　１００ｍｍ　　・　１２５ｍｍ　　・　１５０ｍｍ　　　・（１００ｍｍ）とする場所は伏図による
　　　　※注　上記の値を超える場合は早急に監理者、監督員と協議すること　

５）　杭の高止まり　　・　５０ｍｍ　　・　（　　　）ｍｍ
　　　　※注　上記の値を超える場合は早急に監理者、監督員と協議すること　

６）　杭の低止まり　　・　５０ｍｍ　　・　（　　　）ｍｍ
　　　　※注　上記の値を超える場合は早急に監理者、監督員と協議すること　

７）　支持地盤　　・　構造図による

８）その他
・　本特記事項に個別に記載の適用基準に加え、以下の基準を適用する。
　　国土交通省告示第468号　「基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置」（平成28年3月4日）

構 造 特 記 仕 様 書

１

２

３

４

５

６

７

１

２

２

　　　　　　　　　　　　・ 隣り合う接手を同一か所に設ける場合（先組み工法等）

継 手

１ 材種（ＪＩＳＧ３１１２）
径種 類

Ｄ１６　以下 ・重ね継手　・スパイラル　・工場溶接

・ＳＤ３４５ Ｄ１９　以上 ・重ね継手　・溶接継手　・機械継手（　　級）

・溶接継手　・機械継手（　　級）・ＳＤ３９０ Ｄ　　　以上

・１２７５級 Ｐ

・高強度せん断
・　７８５級 Ｋ ・重ね継手　・スパイラル　・工場溶接

　補強筋

・　６８５級 ＵＤ ＵＲ

継手

１）溶接継手　　　　　　・　ガス圧接　　・　突き合せ溶接（Ｄ１６以下は重ねアーク溶接でも可）

３）継手位置（基礎梁）　・　配筋標準図４－２－１　　・　配筋標準図４－２－２　　・　配筋標準図４－２－３　　・　構造図による

２

３

内法直径

　90°未満の折曲げの内法直径　　・　S-03 2-8 90度と同様　　・図示（図面番号：　　　　）

・重ね継手・溶接金網
・　φ　６

・　φ　４

・　φ　５

・　（　　　　）

・　１５０×１５０

・　１００×１００

寸法

備 考

鉄線の形状

・　丸鉄線

・　異形鉄線（リブ）

・　異形鉄線（インデント）

２）継手位置（一般梁）　・　配筋標準図による　　・　構造図による　　・ 隣り合う接手を同一か所に設ける場合（先組み工法等）

設計用かぶり厚さに加える寸法施工箇所

　各機械式継手メーカーの、作業資格認定を受けたものが施工し、品質の確認方法、不良部の修正方法は各工法の施工管理基準などを元に定め、

５）定着　　　　　　　　・　配筋標準図による　　・　構造図による

かぶり厚さ、間隔

１）かぶり厚さ　　・　配筋標準図による（特別な増打が必要な場合構造図による）　　・　構造図による
　　増打が１０ｍｍ以上ある場合は、耐久性上有効な仕上げとみなす。

２）　耐久性上不利な部分（塩害を受けるおそれのある部分等）

３）　その他
　・　軽量コンクリートで土に接する部分は、設計用かぶり厚さに１０ｍｍ加える
　・　高炉セメントＢ種を用いる部分は、設計用かぶり厚さに１０ｍｍ加える
　・　鉄筋の組立は適切な位置にスペーサーを使用し、組立後は形状保持のための養生を行う。
　　　また、鋼製の地中梁受架台、バーサポート、スペーサーは、かぶり厚さ範囲に防錆処理を行ったものとする。

４）間隔　　　　・　配筋標準図による　　・　構造図による

梁貫通補強　　

１）工法　　　　　　　　　・　在来工法　　・　工場製品（評定品）

２）高強度せん断補強筋　　・　使用する　　・　使用しない

ガス圧接継手
１）　自動　　・　日本鉄筋継手協会認定に認定されたもの

　　　　　　　・　日本鉄筋継手協会認定がＪＩＳ　Ｚ　３８８１の試験に基づき認めた技量資格種別２種以上のもの

４

５

６

１）　適用箇所　　・　図示　　・（　　　　）

２）　種類　　　　・（　　　　）【性能（　　　　　）】

４）　不合格となった継手部への措置　　　　・（　　　　）

溶接継手８

５）　鉄筋相互のあき　　　　・　呼び径の1.5倍以上、粗骨材径の1.25倍かつ25mm以上　　・（　　　　）mm

　・　片持スラブ先端部のスラブ筋用のスペーサーは連続型バーサポートとする。

４）隣合う継手位置　　　・　配筋標準図による　　・　構造図による　　・ 隣り合う接手を同一か所に設ける場合（先組み工法等）

機械式継手７

　監理者、監督員の承認をえること。

１）　適用箇所　　・　図示　　・（　　　　）

溶接部の検査（第三者機関による）
・　抜取り検査

・　引張り試験（ＪＩＳ　Ｚ　３１２０）　　　　　　１検査ロットにつき　　・　３本　　　　・　
　　　引張試験は原則として、公的機関とする。

・　超高音波探傷試験（ＪＩＳ　Ｚ　３０６２）　　　１検査ロットにつき　　・　３０箇所　　・　全数
　　　○不合格となった溶接部は切り取って再溶接を行う。また、残り全数に対して超音波探傷試験を行う。
　　　　１検査ロットは１組の作業班が１日に施工した溶接箇所の数量で２００箇所以内

・　全数検査（外観検査）

異形スタッド鉄筋　　・　下記以外については§７に準ずる

１）　材料　　・ＫＳＷ４９０（形状及び機械的性質が鉄筋コンクリート用鋼棒（ＪＩＳ　Ｇ　３１１２）と同等であり、
　　　　　　　　溶接性が頭付きスタッド（ＪＩＳ　Ｂ　１９９８）と同等である異形鉄筋スタッド）

２）　径及び長さ　　・構造図による

３）　施工試験　　・　行う（日本建築学会『溶接工作基準Ⅷ・同解説　スタッド溶接』による）　　・　行わない

その他
・　コンクリート打設後の差筋は行わない。
・　鉄筋の台直しは原則として行わない。やむを得ず台直しを行う場合、鉄筋周囲のコンクリートをはつり取り、
　　勾配が１／６以下のできるだけ長い距離で修正する。
・　コンクリートを２回打ちする部材は、初回の打設後に鉄筋の清掃を行う。
・　コンクリート打設前に監理者の検査を受け不備な箇所は修正を行う。
・　鉄筋はＪＩＳ Ｇ３１１２の規格品を標準とする。
・　各部配筋は「鉄筋コンクリ－ト構造配筋標準図」による。

９

１０

１１

　　　重ね継手とすることができる。
　　　引張試験片を採取したい箇所は、同種の鉄筋を圧接して次足す。ただし、Ｄ２５以下の場合は、監理者、監督員の承認を得た上で

５）　鉄筋相互のあき　　　　・　呼び径の1.5倍以上、粗骨材径の1.25倍かつ25mm以上　　・（　　　　）

・　受注者は、杭の施工期間中は１週間ごとに、その週に施工した杭の施工記録を取りまとめ、翌週以内に監理者または監督員に、工事打合簿を
　　添付した上で提出し確認を受けること。電流値が記録されたチャート紙等の原本を合わせて提示し、必ず監理者または監督員の確認を受ける
　　こと。取得すべき施工記録が取得できない場合、当該施工記録に代替する記録を確保するための手法については、施工計画書に明記すること。
　　共通仕様書、特記仕様書及びその他基準書等の定めにより作成した施工管理資料の根拠となる資料（施工記録の原本、チャート紙、電子的な
　　記録やプリントアウト紙等）は、受注者において全て適切に管理、保管しなければならない。保管期間は契約書の規定による引渡しを受けた

　　速やかにこれらを提出または提示しなければならない。
　　日から１０年間とする。また、発注者から請求がの規定による引渡しを受けた日から１０年間とする。また、発注者から請求があった場合は、

１ 設計基準強度、スランプ等　　（Ｎ/ｍｍ2）
気乾単位容積質量 設計基準強度 スランプ 単位水量の上限値 水セメント比 試験の

適用 種類 セメント 適用箇所
（ｔ/ｍ３） （Ｎ／ｍｍ２） （ｃｍ） （ｋｇ／ｍ３） （％） 有無

・１ ２４ １５ 普通 １８５ ６５ ・有　・無 基礎・外構躯体

・２ ２４ １８ 普通 １８５ ６５ ・有　・無 躯体・デッキ上

・３ ２７ １５ 普通 １８５ ６５ ・有　・無 基礎・外構躯体

・４ ２７ １８ 普通 １８５ ６５ ・有　・無 躯体・デッキ上
普通 ２．３

・５ ２１ １８ 普通 １８５ ６５ ・有　・無 シンダーコン

・６ １８ １５ 普通 １８５ ６５ ・有　・無 土間・外構

・７ １８ １５ 普通 ・有　・無 捨てコン

・８

　　　　杭頭の処理方法　　　・　外圧方式　　・　ダイヤモンドカッター方式　　・　（鋼管杭用カッター）

１）　埋戻し土　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種　　・　Ｄ種　（良質土とは原則として、粘土分の少ない砂質土とする）

２）　盛土　　　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種　　・　Ｄ種　（良質土とは原則として、粘土分の少ない砂質土とする）

３）　残土処分　　・場内地均し　　・場外搬出処分（・　自由　・　指定場所（　　　　　）　・　処分地未定（　　　　　））

１）本特記仕様書

２）設計図

３）標準図
・　高強度せん断補強筋施工仕様書　　　　　・　壁式鉄筋コンクリート構造配筋標準図　　・　木構造特記仕様書
・　鉄筋コンクリート構造配筋標準図　　　　・　鉄骨工作標準図、溶接基準図　　　　　　・　鉄筋鉄骨コンクリート構造標準図

・　構造用集成材躯体仕様書

５）日本建築学会標準仕様書、　ＪＡＳＳ５、　ＪＡＳＳ６

１）重要度係数　　・　１．０　　・　１．２５　　・　１．５

２）計算ルート　　Ｘ方向：　・　ルート１　　・　ルート１－２　　・　ルート２　　・　ルート３
　　　　　　　　　Ｙ方向：　・　ルート１　　・　ルート１－２　　・　ルート２　　・　ルート３

使用材料は原則としてＪＩＳ規格品、又は大臣認定品とする。

設計図書の優先順位は下記による。

各工事に際して、施工計画書及び施工図を提出し、工事監理者の承諾を得る。

構造関係材料及び各種試験成績書・検査報告書を作成し提出する。
第三者機関による検査・試験費用は工事費に（　・　含む　　　・　含まない）

設計図書に示されていない材料、工法等を採用する場合は文書にて工事監理者の承諾を得る。

梁貫通位置、径、及び箇所数は（・　意匠図　・　構造図　・　設備図）による。

構造計算

既製コンクリート杭

山留め（・　撤去　　・　存置）、根切り

鋼矢板等の抜き跡の処理　　・　砂充てん　　・　（　　　）

埋戻し土、盛土、残土処分

１）　杭種 ・　ＰＨＣ杭　　　　　　・　Ａ種　　　　・　Ｂ種　　　　・　Ｃ種　　　　・　
・　ＳＴ杭　　　　　　　・　Ａ種　　　　・　Ｂ種　　　　・　Ｃ種　　　　・　
・　ＳＣ杭　ｔｍｍ　　　・　６　　　　　・　９　　　　　・　　　　　　　・　
・　ＰＲＣ杭　　　　　　・　Ⅰ種　　　　・　Ⅱ種　　　　・　Ⅲ種　　　　・　Ⅳ種

・　ＣＰＲＣ杭　　　　　・　Ⅰ種　　　　・　Ⅱ種　　　　・　Ⅲ種　　　　・　Ⅳ種

２）　工法
・　打撃工法　　 ・　油圧ハンマー　・　ディーゼルハンマー　　

・　節付ＰＨＣ杭　　　　・　Ａ種　　　　・　Ｂ種　　　　・　Ｃ種　　　　・　

　　 　　　　　　・　プレボーリングセメントミルク注入工法（杭先端閉塞）　　・　中堀拡大根固め工法（認定工法）
・　埋込み工法　 ※オーガー及び杭の支持層への掘削深さは図面による

３）　杭径、設計耐力表

　　　　　　　　 ・　回転埋設根固め工法（認定工法）　　・　ケムン工法 先端開放（認定工法）
　　　　　　　　　　　　　杭周固定液　　・あり　　・なし　　（標準仕様書 4.3.4(6)(ｺ)による管理を行う）
　　　　　　　　 ・　プレボーリング根固め工法（杭先端開放）【α≧363（砂質、砂礫）、341（粘土質）】　（認定番号：TACP-0465）同等以上

３）　施工完了後の継手部の試験　　　　　　・（　　　　）

３ 場所打鉄筋コンクリート杭、場所打鋼管コンクリート杭
１）　工法 ・　アースドリル工法　　　・　拡底アースドリル工法　　・　リバース工法　　　　　

・　オールケーシング工法（　・　ベノト工法　・　　　　　　）・　ＢＨ工法　　　　　　　・　

２）　杭径、設計耐力、本数表（拡底部は施工径を示す）

４）　杭の構成表

杭符号
杭径

ｍｍ
備考

支持力 ｋＮ 引抜力 ｋＮ

３）　杭先端深さ　　ＧＬ－　　ｍ

４）　孔壁測定（２方向）　　　・　行う　　（　・　全数　・　　　％）　　・行わない

５）　使用材料
コンクリート　　Ｆｃ　　（　・　普通ポルトランドセメント　・　高炉セメントＢ種）

８）　施工管理技術者　　・　適用する　　・　適用しない

３）　杭径、設計耐力、本数表

２）　工法　　・　打撃工法　（　・　油圧ハンマー　・　ディーゼルハンマー　）　・　埋込み工法

鋼管杭、その他特殊杭４

７）　スランプ　　　　　・　１８ｃｍ　　・　２１ｃｍ

６）　かぶり厚さ　　　　・　１００ｍｍ　　・　２００ｍｍ

鉄筋　　　　　　　　 ・　　Ｄ１６以下　　　　ＳＤ２９５Ａ　・　　Ｄ１９以上　　　ＳＤ３４５　　・　　Ｄ３２以上　　　　ＳＤ３９０

鋼管（リブ付）　　　 ・　ＳＫＫ４００　　・　ＳＫＫ４９０　

９）　鋼管部分の材料　　・　（　　　　　　　　）

ｍｍ

板厚

短期 終局終局短期長期

４）　杭の構成表
全長

本数
ｍ

７）　杭先端形状　　　　・　開放　　　・　閉塞　　・　

６）　杭継手　　　　　　・　現場溶接　　　・　高力ボルト

８）　施工管理技術者　　・　適用する　　・　適用しない

[・六価クロム溶出試験　　　　　]　　・行う　　・　行わない

[・載荷試験　　・　一軸圧縮試験]　　・行う　　・　行わない

・　圧密排水工法　　・　地盤柱状改良　　・　浅層混合改良工法
・　ラップルコンクリート地業　　・　締固め工法　　・　ソイルセメント杭　　・セメント系固化材撹祥　　

　　地耐力試験の方法　　・　平板載荷試験　　・　

地耐力載荷試験　　・　行う　（　　箇所、長期設計耐力の３倍を確認する）　　・　　行わない

・砂利の種類　　　　　　　　　　　　・　再生クラッシャラン　　・　切込砂利　　・　切込砕石　　・　（　　　）

・床下防湿層（範囲は伏図による）　　ポリエチレンフィルム厚さ　・　０．１５ｍｍ　　・　意匠図による

※注（１）　アンカーボルト支持用フレームの、あと施工アンカーを打込む部分は100以上とする。
　　（２）　砕石、捨てコンクリート仕上りレベルを計測し、記録すること
　　（３）　端部ａは１００以上とする。

ａ

・Ａ　・Ｂ・５０　・６０　・１００ ・６０　・１００　・１５０屋 外

土間コンクリート

・Ａ　・Ｂ・５０　・６０　・１００ ・６０　・１００　・１５０屋 内

・Ａ　・Ｂ・５０　・６０　・１００ ・６０　・１００　・１５０構造スラブ

・６０　・１００　・１５０・Ａ　・Ｂ・５０　・６０　・１００地 中 梁

・６０　・１００　・１５０・Ａ　・Ｂ・５０　・６０　・１００ベ タ

基 礎

・６０　・１００　・１５０・Ａ　・Ｂ・５０　・６０　・１００独立、布、杭

Ｂ：割栗石
厚 さ捨てコンクリート厚さ場 所

Ａ ： 砕 石※（１）

基礎及びスラブ下地業　　　（単位ｍｍ）５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　防湿層の重ね幅、基礎梁へののみ込み　　・　２５０ｍｍ以上　・　意匠図による

９）　杭頭の処理方法　　　・　ガス切断　　・　（　　　　　）

地盤改良　(詳細は地盤柱状改良工事特記仕様書)

５）　杭頭補強　　　　　・　かご筋　　・　スタッド溶接(BCJ-審査証明-7)　　・　杭外周溶接　　・（F.T.Pile同等品以上(BCJ評定-FD0141-04,05)）

全長
本数

ｍ

第 一 杭 第 二 杭 第 三 杭 第 四 杭 第 五 杭

長さ 長さ 長さ 長さ 長さ杭種 杭種 杭種 杭種 杭種
杭符号

全長

ｍ
本数 備考

終局短期

引抜力 ｋＮ

終局短期

支持力 ｋＮ

長期

１）　杭種　　・　ＳＴＫ４００　　・　ＳＴＫ４９０

杭符号
ｍｍ

杭径 (拡底部)

終局短期

引抜力 ｋＮ

終局短期

支持力 ｋＮ

長期
備考

杭符号
長さ 長さ 長さ 長さ 長さ杭種板厚 杭種板厚 杭種板厚 杭種板厚 杭種板厚

第 一 杭 第 二 杭 第 三 杭 第 四 杭 第 五 杭

・ＳＤ２９５

４）仕様書（・公共建築協会【R4年版】　・日本建築家協会【2018年版】）

１８ １８ 普通 １８５ ６５ ・有　・無 押エコン
１．９

軽量
１．７ １８ １８ 普通 １８５ ６５ ・有　・無

凡例　　普通：普通ポルトランドセメント、高炉Ｂ：高炉セメントＢ種、低熱：低熱ポルトランドセメント、中庸熱：中庸熱ポルトランドセメント
　　　　エコ：普通エコセメント
※注　（１）普通コンクリートはＪＩＳ Ａ ５３０８とする
　　　（２）施工上の理由でスランプ値を変更する場合、監理者、監督員の承諾を得ること。
　　　（３）土間を柱、壁等と同時に打込む場合は躯体の強度とする。
　　　（４）上表【１～４】の調合管理強度は設計基準強度に下記§６ １３．及び§６ １４．の構造体強度補正値(Ｓ)を加えた強度とする。
　　　　　　上表【５、６】の調合管理強度は設計基準強度に構造体強度補正値(Ｓ)を（　・加えた　　・加えない）強度とする。
　　　（５）調合強度は平成３０年改正ＪＡＳＳ５による。
　　　（６）高強度コンクリート及びプレストレストコンクリート工事は別記特記仕様書による。
　　　（７）上表【１～４】のセメント量は270kg/m3以上とする。
　　　　　　上表【５、６】のセメント料は270kg/m3以上と（　・する　　・しなくてもよいい）。
　　　　　　上表【７】のセメント料は270kg/m3以上としない。
　　　（８）上表【１、３、６】は常時土または水に直接接する部分である。

２ 耐久設計基準強度（躯体）　　（Ｎ/ｍｍ2）
計画供用期間の級 短 期 標 準 長 期 超 長 期

耐久設計基準強度 （Ｎ/ｍｍ2） ・ １８ ・ ２４ ・ ３０ ・ ３６

３ コンクリートの種別・仕上
１）　　種別　　　・　Ⅰ類　　・　Ⅱ類　　・　

２）　　仕上げ（合板せき板を用いる場合の打放仕上げの種別）　　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

３）　　仕上の平坦さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　ａ種　　・　ｂ種　　・　ｃ種

４ 粗骨材

１）　粗骨材　　　　　・　砂利　・　砕石　・　高炉スラグ骨材　・　人工軽量骨材　・　再生骨材　　・特別な骨材（　　　　）

２）　最大径（ｍｍ）　・　２０　・　２５　・　４０

３）　アルカリシリカ反応性による区分　　・　Ａ　　・　Ｂ　　（なお、Ａで規制できない場合はＢとし、標準仕様書[6.3.1]による対策を講じる）

５ 混和材　　　　・　ＡＥ減水剤　　・　高性能ＡＥ減水剤（呼び強度３３以上）　　・　躯体防水材　　・　膨張材

６ 打継　　　　　位置　　・　標準仕様書[6.6.4](1)　　・　図示（　　　　）

７ 湿潤養生期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　標準仕様書[表6.7.1]
　普通エコセメント使用の場合　　　　　　　　　　　・　（　　　　　　　）

８ 試験　　強度試験　　　・　行う　　・　行わない
　　　　コンクリートの強度試験の試験回数は、下記による。
　　　　　　20m3 以下の場合の試験については、監督職員または監理者の指示による。
　　　　　  20～40m3 の場合は任意の一車より試料を採取し、各３個供試体を作成する。
　　　　　  40m3 以上は 標仕6.9.3 による。
　　　　　  土間コンクリート等の躯体ではないコンクリートの試験方法は監督職員または監理者の指示による。
　　　　　  調合管理強度試験用の供試体は３回の試験で行い１回の試験は１台の運搬車から採取した資料で同時に３個の供試体を作成する。
　　　　　  調合管理強度の判定は 標仕6.9.4 による。
　　　　　  強度試験は公的機関にて行い、各供試体の養生方法は以下の通りとする。
　　　　　　無筋コンクリートの場合は構造体コンクリート強度試験を省略することができる。

コンクリートの種類 寒中コンクリート以外のコンクリート

試験の目的 調合管理強度用 型枠取外し時期の決定用 構造体コンクリート強度用

現場水中養生または
養生方法 標準養生 標準養生または現場水中養生 現場封かん養生

現場封かん養生
２８日及び

材 齢 ２８日 必要に応じて定める ２８日
２８日を超え９１日以内

コンクリートの種類 寒中コンクリート

初期養生の打ち切り時期の
試験の目的 調合管理強度用 型枠取外し時期の決定用 構造体コンクリート強度用

決定用
現場封かん養生 現場封かん養生 現場封かん養生

養生方法 標準養生
（建物の内側において行う） （建物の内側において行う） （建物の内側において行う）

２８日及び
材 齢 ２８日 必要に応じて定める 必要に応じて定める

２８日を超え９１日以内
※注（１）　特記なき場合、養生方法は標準仕様書[6.9.3(1)]による

・９

・１０

・１１

・１２

１）　骨材　［　・　塩分含有量　・　アルカリシリカ反応性　]　 　　　　　　・　行う　・　行わない

２）　フレッシュコンクリート　[　・　スランプ　・　空気量　・　単位水量　・　温度]　・　行う　・　行わない

３）　コンクリートの強度試験
　［　・　調合管理強度の管理試験用　・　型枠取外し時期の決定用　　・　構造体コンクリートの圧縮強度推定用］　・　行う　・　行わない

４）　コンクリートコア抜き取り圧縮試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　行う　・　行わない

５）　マスコンクリートのひび割れ照査（温度応力解析）　　　　　　　　　　　・　行う　・　行わない

６）　試し練り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　行う　・　行わない　・行う（マスコンクリート）

９ マスコンクリート　　適用箇所は梁伏図、軸組図による
　　　　マスコンクリートの計画に際しては、セメントの水和熱による温度上昇で有害なひび割れが発生しないように、
　　　　打設時の温度解析等に基づき、セメントの種類の選定、影向計画、打設計画、養生計画を行い、監理者、監督員の承諾を得ること。

１）　セメントの書類　　　・　中庸熱ポルトランドセメント　　・　低熱ポルトランドセメント　　・　高炉セメントＢ種
　　　　　　　　　　　　　・　フライアッシュセメントＢ種　　・　普通ポルトランドセメント

２）　スランプ　　　　　　・ １５ｃｍ  　  ・　（　　　　）

３）　混和剤　　　　　　　・ 標準仕様書[6.13.2](b)(1)　・　（　　　　　　）

１０ 流動化コンクリート　　　　適用箇所は梁伏図、軸組図による

１１ 無筋コンクリート　　　　　適用箇所は標準仕様書[6.13.2]及び梁伏図、軸組図による
　　　　（シンダーコンクリート、押エコンクリートには溶接金網φ６＠１００程度の補強を施す）

１）　設計基準強度　　　　・ Ｆｃ１８  　  ・　Ｆｃ２１

２）　スランプ　　　　　　・ １５ｃｍ  　  ・　（　　　　）

２）　適用箇所　　　　　　標準仕様書[6.14.1](4)　　・ （ア）　・ （イ）　・ （ウ）　・ （エ）　・ （オ）　・ （カ）　・ （　　　　）

６

４）　不合格となった継手部への措置　　　　・（　再溶接　）

２）　種類　　　　・（　フレア溶接　）【性能（　　　　　）】

設計地耐力（直接基礎）　　　長期     ｋＮ/㎡　　　短期     ｋＮ/㎡　　 終局  　    ｋＮ/㎡

※注（２）　養生方法は監督員または監理者との協議により、変更をすることができる

記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認

一級建築士 一級建築士

第320204号 第360917号

前野 将輝 前田 祐作
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§７　鉄骨工事

令第129 条の２の４、５の事項 ※  設計が該当する場合には、□にチェックを記入する。

　　　給湯設備＊は、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。

型枠

　　　　　　　　　　　　　　その他　・　各伏図、軸組図による　　・　デッキプレートのかかりしろとなる部分　１０ｍｍ

暑中コンクリート　　　構造体補正強度（Ｎ／ｍｍ２）　　・　６（適用期間は三重県生コン協会の指針による）　　・　（　　　　）

寒中コンクリート　　　適用期間及び構造体補正強度　　　・　６（適用期間は三重県生コン協会の指針による）　　・　（　　　　）

３）　誘発目地、打継目地、化粧目地の位置、形状、及び寸法　　・　意匠図　　・　構造図

４）　フラットデッキ　　　　　　　　・　使用する　　・　使用しない

１）　材料　　　・　複合合板（厚み（ｍｍ）　　・　１２　　・　　　）　　・　（　　　　）

２）　打増厚さ（ｍｍ）　　　仕上面　・　２０　　・　２５　　・　３０　　・　（　　　）

１２

１３

１４

１５

構造体補正強度（Ｎ／ｍｍ２）　　・　標準仕様書[表6.3.2]　　・　（　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　紙チューブ　　・　（　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【スリーブに紙チューブ使用した場合、型枠取外し後に取除く】

５）　スリーブの規格等　　　　　　　・　標準仕様書[表6.8.1]　　・　（　　　　　　）

せき板及び支柱の在置期間（普通ポルトランドセメントの場合）
基礎、梁側、柱、壁 スラブ下 梁 下

１５℃以上 ３ 日 １ ７ 日

コンクリート

の材齢による ５℃以上 ５ 日 ２ ５ 日 ２ ８ 日

場合

０℃以上 ８ 日 ２ ８ 日

５Ｎ/ｍｍ2 ０．８５Ｆｃまたは１２Ｎ/ｍｍ2 設計強度圧縮試験による場合

コンクリート打込中及び打込後5日間はコンクリート温度が2度を下回らないようにし、かつ、
乾燥、振動等によってコンクリートの凝固及び硬化が妨げられないように養生すること

耐震スリット
１）　既成品の使用　　・　有（大臣認定品）　　・　無

２）　耐火性能　　　　・　有　　・　無

３）　形状、設置箇所　・　構造図による　　・　

６）　普通エコセメント使用の場合の型枠最小存置期間及び取外し　　　・（　　　　）

７）　その他　　　　　　　　　　　　・　断熱材の兼用　　・　ＭＣＲ工法用シート

１６

１７

５）　スリーブの材種　　　　　　　　・　鋼管　　・　硬質ポリ塩化ビニル管　　・　溶融亜鉛めっき鋼板　　・　つば付き鋼管

１ 製作工場、施工管理技術者
１）　鉄骨製作工場　　　国土交通省大臣認定（グレード）　　・　Ｓ　　・　Ｈ　　・　Ｍ　　・　Ｒ　　・　Ｊ

２）　施工管理技術者　　・　適用する　　・　適用しない

規 格 名 称

一般構造用圧延鋼材（ＪＩＳＧ３１０１）

溶接構造用圧延鋼材（ＪＩＳＧ３１０６）

建築構造用圧延鋼材（ＪＩＳＧ３１３６）

一般構造用角形鋼管（ＪＩＳＧ３４６６）

（ＭＳＴＬ－０１４１*）

（ＭＳＴＬ－０２７８*）

冷間成形角形鋼管

一般構造用炭素鋼管（ＪＩＳＧ３４４４）

一般構造用軽量形鋼（ＪＩＳＧ３３５０）

熱間成形角形鋼管（ＭＳＴＬ－００５１*）

３）　床書き原寸図　　　・　作成する　　・　作成しない

材種及び使用箇所

通し鋼 材 名 柱
ダイア

内ダイア 梁

・ＳＨＣ４００Ｂ　・ＳＨＣ４００Ｃ

・ＳＨＣ４９０Ｂ　・ＳＨＣ４９０Ｃ

・ＳＳ４００　　　・　

・ＳＭ４００Ａ　　・ＳＭ４９０Ａ

・ＳＮ４００Ａ　　・　

・ＳＮ４００Ｂ　　・ＳＮ４９０Ｂ

・ＳＮ４００Ｃ　　・ＳＮ４９０Ｃ

・ＳＴＫＲ４００　・ＳＴＫＲ４９０

・ＢＣＲ２９５　　・　

・ＢＣＰ２３５　　・ＢＣＰ３２５

・ＳＴＫ４００　　・ＳＴＫ４９０

・ＳＳＣ４００　　・　

間柱
胴縁

母屋
斜材

２

※注　（１）同等品とする。
　　　（２）形状、寸法は構造図による。

ＪＩＳ Ｇ ０９０１による、板厚方向に引張力を受ける鋼板の試験を　・　行う　　・行わない

・Ｓ１０Ｔ

・Ｆ１０Ｔ

全般

トルシア形が使用できない部分

母材が亜鉛メッキされている部分

トルシア形高力ボルト      (ＪＳＳ Ⅱ－０９)

溶融亜鉛メッキ形高力ボルト(大臣認定品)

ＪＩＳ形高力ボルト        (ＪＩＳ Ｂ １１８６) 

・Ｆ　８Ｔ

高力ボルト（ボルトの径、縁端距離、間隔、ゲージは構造図による）

１）　すべり耐力等の確認方法　　　　 ・　行わない　　・　行う　　　　　　試験方法等　　・　

高力ボルトの種類 使 用 箇 所

３

２）　ＪＩＳ形、ナット回転法かつボルト長がねじの呼びの５倍を超える場合　　・　標仕７．４．７（７）　による

普通ボルト（ボルトの径、縁端距離、間隔、ゲージは構造図による）　　・六角ボルト、六角ナット４
　　　　　　・　ダブルナット、スプリングワッシャ等による有効な戻止めを行う

　　普通ボルトの孔径（母屋または胴縁の取付）

アンカーボルト（ボルトの径、縁端距離、間隔、ゲージは構造図による）５
１）　材質　・　Ｄ２９５Ａ　　・　ＳＤ３４５　　・　ＳＤ３９０　　・　ＳＤ４９０　　・　ＳＳ４００　　・　ＳＳ４９０

　　　　　　　　　ＡＢＲ：ＪＩＳ　Ｂ　１２２０　構造用転造両ネジアンカーボルトセット
　　　　　　　　　ＡＢＳ：ＪＩＳ　Ｂ　１２２１　構造用切削両ネジアンカーボルトセット
　　　　　　・　露出型弾性固定柱脚標準図による

２）　大臣認定柱脚（メーカー仕様による）　　　・　使用する　　・　使用しない

スタッドボルト

・ ８０ ・ １００ ・ １２０ ・ １５０ ・ 

・ ８０ ・ １００ ・ １２０ ・ １５０ ・ 

・ １００ ・ １２０ ・ １５０ ・ 

長 さ （ ｍ ｍ ） 使 用 箇 所

１９φ

１６φ

２２φ

径

・　ネジ付き溶接スタッド

・　頭付きスタッド

種類
６

２）　二重ナット　　　　　　　　　　　　　　　・　適用する　　・　適用しない

７ ターンバックル（特記なき場合ＪＩＳ規格品とする）
１）　種類及びねじの呼び等　　・　φ１２　　・　φ１６　　・　φ１９　　・　φ２２

２）　建築用ターンバックル胴　　　　・　割枠式　　・　パイプ式

３）　建築用ターンバックルボルト　　・　羽子板ボルト　　・　両ねじボルト

デッキプレート（単位　ｍｍ）８

６）　梁との接合方法　　　・　焼抜き栓溶接　　・　スタッドボルト

２）　合成スラブ用　　　　高さ　・　５０　　　板厚　・　１．２　　・　１．６

３）　型枠用　　　　　　　高さ　・　　　　板厚　・　　　　形版　　　　タイプ

１）　床用　　　　　　　　高さ　・　５０　　　板厚　・　１．２

５）　耐火性能　　　　　　・　意匠図による　　・　構造図による

４）　防錆処理　　　　　　・　プライマー　　・　亜鉛メッキ （ ・　Ｚ１２　　・　Ｚ２７）

継手

・高力ボルト ・現場溶接

・高力ボルト ・現場溶接 ・高力ボルト ・現場溶接

・高力ボルト ・現場溶接

ウェブ

フランジ

柱 梁

スカラップ形状　　　　　・　スカラップ工法　　・　ノンスカラップ工法９

１０

仮組　　・　行う　　・行わない１１

　　　　　　　　　　　　　焼抜き栓溶接またはスタッドボルトのピッチ　　・６００ｍｍ　　・（３００）ｍｍ　

３）　アンカーフレーム　　　　　　　　　　　　・　使用する（　・　構造図　　　・　露出型弾性固定柱脚標準図）　　・　使用しない

　　　　　　・　ＳＮＲ４００（・　ＡＢＲ４００　　・　ＡＢＳ４００）　・　ＳＮＲ４９０（・　ＡＢＲ４９０　　・　ＡＢＳ４９０）　　

３）　溶融亜鉛メッキ形高力ボルトを使用場合の摩擦面の処理　　　　　　　　　・　ブラスト処理（表面粗度50μmRz以上）　・　リン酸塩処理

　　　（３）特記なき場合、ＧＰＬ 、ＴＰＬ 、ＳＰＬ は柱、梁、ブレース等と同等以上の工材を使用する。

溶接一般
１）　溶接材料
　　アーク溶接に使用する溶接棒、ワイヤ及びフラックスは母材の種類、寸法、及び溶接条件に相応したものを選定する。
　　ガスシールドアーク溶接に使用するシールドガスは溶接に相応したものとする。

２）　溶接手法及び管理
　　使用する溶接ワイヤー、入熱量及びパス間温度等の仕様については鉄建協又は全構協の仕様で、専任の管理技術者により管理を行うこと。

３）　エンドタブ　　材料　・　固形エンドタブ　　・　鋼製エンドタブ
　　　　　　　　　　鋼製エンドタブは　　・　切除する（　・すべて　　・　見掛りのみ　）　　・　切除しない

１２

４）　技量付加試験　溶接作業における技能資格者の溶接作業の技量付加試験は　・　行う　　・　行わない

５）　開先形状　　　・　溶接基準図による

６）　鋼製エンドタブに代わるその他の工法
　　鋼製エンドタブに代わるその他の工法については、代替エンドタブ（セラミックタブ又はフラックスタブ）を用いたものとし、
　　工法の採用にあたっては、以下の項目を満足することを条件とし、監理者または監督員の承諾を受けること。
　　　・　相当数の代替エンドタブによる溶接を行ったことがある工場の製作であること。

　　　・　溶接技能者がAW検定協議会による代替エンドタブ技量認定資格者とすること。

　　　・　溶接技能者がNPO法人日本エンドタブ協会による固形タブに係るエンドタブ施工講習終了者（溶接技能者・A級以上）、
　　　　　又はAW検定協議会による代替エンドタブ技量認定資格者とすること。

７）　板厚が異なる場合の突合せ継手溶接部　　・有（図面番号：　　　　）　　　・無

１３ 溶接部の検査（受入検査）　・　行う　　　　　・　行わない

２）　第三者検査機関は（社）日本溶接協会によるＣＩＷ検査事業者認定種別における超音波探傷検査部門の認定を取得した事業者とし、

　　　検査水準は　　・　第１水準　　・　第２水準　　・　第３水準　　・　第４水準　　・　第５水準 　・　第６水準とする

１）　受入検査を行う第三者検査機関は、建築主、設計者、工事監理者又は工事施工者（元請）との直接契約による

　　　当該工事の鉄骨製作工場の社内検査を行っていない事業者とする
３）　受入検査は目視による外観検査と超音波探傷検査とする
４）　外観検査の合否判定は国土交通省告示１４６４号による。ただし告示に定めないものは日本建築学会｢ＪＡＳＳ６　６付則｣鉄骨精度基準による

６）　溶接部の外観検査は全数検査とする
５）　超音波探傷検査は母材厚６ｍｍ以上の突合継手を対象とし、合否判定は日本建築学会｢鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準・同解説｣による

７）　工事溶接に対し第三者検査機関による超音波探傷検査箇所数は平均出検品質限界(ＡＯＱＬ) ・　２．５％　　・　４．０％による

　　　ＡＯＱＬの各検査水準に応じたロットの大きさは下表による。

AOQL(%) 第１水準 第２水準 第３水準 第４水準 第５水準 第６水準

２．５ ６０ ７０ ８０ １００ １３０ １９０

４．０ ７０ ２２０１５０１１０９０８０

　　　サンプルの大きさは20とし、ロットの合否判定は下表による。
AOQL(%) 第二不合格欠陥箇所数第二合格欠陥箇所数第一不合格欠陥箇所数第一合格欠陥箇所数

　　　第一欠陥箇所数未満の場合は２回目の抜き取り試験を行い、合計の不合格欠陥箇所数が第二合格欠陥箇所数以下の場合は合格とし、
　　　１回目の不合格欠陥箇所数が0の場合はそのロットを合格とし、第一不合格欠陥箇所数以上の場合不合格とする

　　　第二合格欠陥箇所数以下の場合は不合格とする

２．５ ０ ２ １ ２

４．０ ０ ４３３

９）　ずれ、食い違いの補修方法は、独立行政法人　建築研究所監修「突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査・　補強マニュアル」等を参考にする
８）　現場溶接の場合は第三者機関による検査を１００％行う

　　　合格ロットはそのまま受入、不合格ロットは残り全数を試験すし、いずれの試験でも、検出された不合格の溶接部はすべて補修を行い
　　　再試験する

１４ 錆止め塗装（耐火塗料を使用する場合、認定による錆止めを行う）

（ｋｇ/㎡）

塗付量

・　Ａ種

・　Ｂ種

見掛り部

見隠れ部

・　Ａ種

軽量鉄骨

重量鉄骨

・　Ｂ種

・　Ｃ種

・ ・

・　Ｃ種

・　Ａ種

・　Ｂ種

・　Ｃ種

・　Ａ種

・　Ｂ種

・　Ｃ種

・　Ａ種

・　Ｂ種

・ ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－１１１水系さび止めペイント ０．１１ ３０

・ ＪＩＳ　Ｋ　５６７４鉛、クロムフリーさび止めペイント（２種） ０．１１ ３０

・ ・ ＪＩＳ　Ｋ　５６７４鉛、クロムフリーさび止めペイント（１種） ０．１０ ３０

備 考塗 料
適 用

室外 室内 （μｍ）
標準膜圧

１）　錆止め塗料、素地ごしらえ

・　Ａ種

・　Ｂ種

見掛り部

見隠れ部

・　Ａ種

・　Ｂ種

見掛り部

見隠れ部

素地ごしらえ

０．１４

０．１４

０．１４

ＪＩＳ　Ｋ　５５５２

ＪＩＳ　Ｋ　５５５１

ＪＩＳ　Ｋ　５５５１（下塗り３回目）構造物用さび止めペイント（Ａ種）

（下塗り２回目）構造物用さび止めペイント（Ａ種）

（下塗り１回目）ジンクリッチプライマー（２種）

ＤＰ塗装部

　　　　　　1.コンクリートに密着または埋込まれる部分

２）　塗装回数　　　　　　　　　・　現場１回、工場１回　　・　現場２回　　・　工場２回

５）　膜圧検査　　　　　　　　　・　行う　　・　行わない

４）　貫通スリーブ内への塗装　　・　行う（　・　Ａ種　　・　Ｂ種）　　・　行わない

３）　耐火被覆部への塗装　　　　・　行う　　・　行わない

　　　　　　　　　　　　　　　　接合部の未塗装部は汚れ、付着物、スパッター等を除去した後、錆止めを塗料を２回塗る。

　　　　　　2.高力ボルト摩擦接合部の摩擦面

　　　（２）特記なき場合、次の場所以外はすべて塗装する。
※注　（１）ＤＰ塗装の場合は塗布量による管理、その他については膜圧による管理を行うこと。

　　　　　　3.密閉される閉鎖型断面の内面
　　　　　　4.ピン、ローラー等密着する部分及び回転または摺同面で削り仕上した部分
　　　　　　5.組立によって肌合わせとなる場合

溶融亜鉛メッキ（適用箇所は　・　意匠図　・　構造図）１５

塗 料
適 用

室外 室内

２）　錆止め塗料　　　　　　・　行う　　・　行わない

（ｋｇ/㎡）

塗付量

（μｍ）
標準膜圧

素地ごしらえ 備 考

３）　ボルト接合部
　　　　摩擦面の処理　　　　　　　　・　ブラスト処理(表面粗度５０μｍＲｚ以上)　　・　りん酸塩処理
　　　　すべり耐力等の確認方法　　　・　行わない　　・　行う　　　　　　試験方法等　　・　

・ ・ 一液形変成エポキシ樹脂さび止めペイント ＪＰＭＳ　２８ ３００．１０

・　Ｃ種

・　Ａ種

・　Ｂ種

・　Ｂ種

・　Ａ種

・　Ｃ種

ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－１０９ ０．１４ ４０変成エポキシ樹脂プライマー・・

・　Ｂ種

・　Ａ種

・　Ｃ種

ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－１１１ ０．１１ ３０水系さび止めペイント・

・　Ｂ種

見隠れ部

見隠れ部

・　Ｂ種

見隠れ部

・　Ｂ種

・　Ａ種

見掛り部

見掛り部

・　Ａ種

見掛り部

・　Ａ種

・　Ｂ種

・　Ｂ種

・　Ｂ種

　　　　施工管理技術者　　　　　　　・　適用する　　・　適用しない
　　　　技能資格者による締付け作業　・　適用する　　・　適用しない

４）　検査　　　膜圧検査　　　　　　・　行う　　・　行わない
　　　　　　　　外観検査　　　　　　・　行う　　・　行わない

耐火被覆　　・厚み及び材質は（　・　意匠図　　・構造図）による１６

　　　　　　　　　　切断面の仕上　　・　標準仕様書[7.6.7(1)(ｶ)(b)②後段]　　・　図示（　　　　）

　　　　　　　保持及び埋込方法がＡ種の場合のアンカーフレームは、アンカーボルトのサイズに相応した、形鋼などにより製作し、
　　　　　　　アンカーボルトの位置および形状が確保できるものとする

４）　柱底均しモルタル厚み　　・　５０ｍｍ　　・　３０ｍｍ

３）　柱底均しモルタル種類　　・　Ａ種　　・　Ｂ種

１）　役割　　・　構造用　　・　建方用

１７

５）　無収縮モルタルの材料及び調合　　　・　標準仕様書［７．２．９］(ｂ)    ・　露出型弾性固定柱脚標準図

　　　　　　　　　　　　　　　　Ｊロート試験　　・ 　行う　　・　行わない
６）　無収縮モルタルの試験　　　圧縮強度試験　　・ 　行う　　・　行わない

　　　煙突の屋上突出部の高さは、れんが造、石造、コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造の場合は鉄製の支枠を設けたものを除き、

建築物に設ける建築設備にあっては、構造耐力上安全なものとして、以下の構造方法による。

　　　建築物に設ける給水、排水その他の配管設備（給湯設備（建築物に設ける電気給湯器その他の給湯設備で、屋上水槽等のうち給湯設備に
　　　該当するものを除いたもの）を除く。）は、

　　　煙突で屋内にある部分は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを５ｃｍ以上とした鉄筋コンクリート造又は厚さが２５ｃｍ以上の

　　　建築設備（昇降機を除く。）、建築設備の支持構造部及び緊結金物は、腐食又は腐朽のおそれがないものとすること。

　　　９０ｃｍ以下とすること。

　　　無筋コンクリート造、れんが造、石造若しくはコンクリートブロック造とすること。

　　　風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。

　　　措置を講ずること。
　　　管を支持し、又は固定する場合においては、つり金物又は防振ゴムを用いる等有効な地震その他の震動及び衝撃の緩和のための

　　　建築物の部分を貫通して配管する場合においては、当該貫通部分に配管スリーブを設ける等有効な管の損傷防止のための措置を
　　　講ずること。

　　　ための措置を講ずること。
　　　管の伸縮その他の変形により当該管に損傷が生ずるおそれがある場合において、伸縮継手又は可撓継手を設ける等有効な損傷防止の

　　　その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全なものとすること。
　　　法第２０条第一号から第三号までの建築物に設ける屋上水槽等にあっては、平成１２年建設省告示第１３８９号により、風圧並びに地震

　　　構造耐力上主要な部分に、支持構造部は、建築物の構造耐力上主要な部分に、緊結すること。
　　　屋上から突出する水槽、煙突、冷却塔その他これらに類するもの（以下「屋上水槽等」という。）は、支持構造部又は建築物の

　　　規定する構造方法によること。
　　　満水時の質量が１５ｋｇを超える給湯設備については、地震に対して安全上支障のない構造として、平成１２年建設省告示第１３８８号第５に

軽量形鋼構造
１）　接合部（ボルト接合の場合）　　・　普通ボルト

１８

２）　保持及び埋込方法　　主要構造部　　・　Ａ種　　・　Ｂ種
　　　　　　　　　　　　　その他部位　　・　Ａ種　　・　Ｂ種

アンカーボルト等の設置（材料は ５ アンカーボルト による）

　　　　　　・　ねじの呼び径±1.0mm　　　・　

１）　種類　　　　　　　　　・　ＨＤＺＴ７７　　・　ＨＤＺＴ６３　　・　ＨＤＺＴ４９

R07/03/19

検査水準

記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認

一級建築士 一級建築士

第320204号 第360917号

前野 将輝 前田 祐作
A2:NS

A3:NS (原図:A2)
構造特記仕様書№２

S002

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事



短ほぞ差し

胴差し

柱

土台

かすがい

短期許容耐力 短期許容耐力 短期許容耐力 短期許容耐力 短期許容耐力

短冊金物 S:t3.2

M12 ボルト締め M12 ボルト締め

短冊金物 S:t3.2

スクリュー釘打
長さ4.5cmの

2-M12 ボルト締め

（耐力10kN）t3.2
ホールダウン金物

鋼板添え板に止め付けた
Bolt M16を介して緊結したもの

短期許容耐力短期許容耐力短期許容耐力短期許容耐力短期許容耐力

長ほぞ差し

込み栓

柱

かど金物 CP-T:t2.3

長さ6.5cmの太め
鉄丸釘5本平打（横架材）

鉄丸釘5本平打（柱）
長さ6.5cmの太め

V字金物 VP:t2.3

鉄丸釘4本平打（柱）
長さ9cmの太め

長さ9cmの太め
鉄丸釘4本平打（横架材）

長さ6.5cmの太め
鉄丸釘5本平打（柱）

かど金物 CP-L:t2.3

長さ6.5cmの太め
鉄丸釘5本平打（横架材）

t4.5×40×40の角座金を介して
ナット締め

厚さ3.2mmの鋼板添え板に
M12ボルトを溶接した金物 M12

t3.2

M12 ボルト締め M12 ボルト締め

ナット締め

厚さ3.2mmの鋼板添え板に
M12ボルトを溶接した金物

t4.5×40×40の角座金を介して

長さ5cmの
スクリュー釘打

ホールダウン金物

鋼板添え板に止め付けた
Bolt M16を介して緊結したもの

ホールダウン金物

鋼板添え板に止め付けた
Bolt M16を介して緊結したもの

ホールダウン金物

鋼板添え板に止め付けた
Bolt M16を介して緊結したもの

（耐力15kN）t3.2 （耐力20kN）t3.2 （耐力25kN）t3.2 ホールダウン金物

鋼板添え板に止め付けた
Bolt M16を介して緊結したもの

3-M12 ボルト締め

（耐力15kN）t3.2

5-M12 ボルト締め
4-M12 ボルト締め

3-M12 ボルト締め

短期許容耐力 短期許容耐力 短期許容耐力 短期許容耐力

　　　下図は告示による表記であり、メーカー仕様による該当品の使用も可である

・　部分（クラック補修）
（基礎がない場合）

120

1
5
0

120

6
0
0

1-D13

1-D13 1-D13

あと施工アンカー
M12@200チドリ

タテ筋 D10@200

モルタル金コテ仕上ァ15

既存基礎表面目荒し
接続部分

タテ筋 D10@200

M12@200チドリ
あと施工アンカー

既存基礎表面目荒し
接続部分

1-D13

1-D10

2-D13
D10@200 W

D10@200 W

新規挿入

足固め

新規挿入

釘長さ 50mm@150

足固め

構造用合板（ァ7.5mm以上）

構造用合板（ァ7.5mm以上）柱 柱

柱
足固め

新規挿入

構造用合板（ァ7.5mm以上）

平金物

新規束

新
規斜材 新規斜

材

釘長さ50mmかすがい

かすがい短冊金物§３　特別な材料及び工法

選択項目は・印を適用する。
・印が複数有る場合は、共に適用する。

§１　一般事項

§２　工事計画

§４　接合補強金物標準図

い ろ は

に ほ へ

と ち り ぬ

§５　基礎補強標準図

床下補強標準図

１ 特別な材料

特別な工法

・ 別添図面に示す　　・ なし

・ 別添図面に示す　　・ なし

木構造耐震補強工事特記仕様書

使用材料は原則としてＪＩＳ規格品、又は大臣認定品とする。

設計図書の優先順位は下記による。

１）本特記仕様書

２）設計図

３）標準図　　

・　構造用集成材躯体仕様書

・　鉄筋鉄骨コンクリート構造標準図　　　・　高強度せん断補強筋施工仕様書

・　壁式鉄筋コンクリート構造配筋標準図　・　木構造特記仕様書

・　鉄筋コンクリート構造配筋標準図　　　・　鉄骨工作標準図、溶接基準図

６）日本建築学会標準仕様書、　ＪＡＳＳ５、　ＪＡＳＳ６

５）・　木造住宅の耐震診断と補強方法2012年版　　・　木造住宅の耐震補強の実務

　　・　伝統的構法のための木造耐震設計法(伝統的構法木造建築物設計マニュアル編集委員会)

１

２

３

２）既存基礎　　・　鉄筋コンクリート造布基礎　　・　無筋コンクリート造布基礎

３）計算　　　　・　一般診断法　　・　精密診断法１

　　　　　　　　・　精密診断法２

　　　　　　　　（ ・　保有水平耐力計算　　・　限界耐力計算　　・時刻歴応答解析）

　　　　　　　　・ 木造鉄骨造併用

１）構造　　　　・ 木造（ ・ 在来軸組工法　　・ 伝統的工法　　・ 枠組壁工法）

既存構造、補強計算方法

特に次の点に十分注意すること。

　ａ）構造体寸法、階高寸法その他は実測による。

　ｃ）既存構造体の金物締直しを行う。

　ｂ）適切な接合金物を選択する。

　　　別ごとに作成すること。

工事項目は下記による。

　ｄ）騒音、粉塵及び汚染などの支障を及ぼす範囲をできるだけ小さくする。

　ｆ）既存配管、配線及び器具等を十分に調査し、損傷を与えないように注意すること。

１

7.50 kN

1.62 kN 3.81 kN（暫定数値） 3.38 kN 5.07 kN 5.88 kN

7.50 kN 8.50 kN 8.50 kN 10.0 kN

15.0 kN 20.0 kN 25.0 kN 30.0 kN

・ 引き寄せ金物（HD-B15、S-HD15）

・ 短ほぞ差し、かすがい打ち ・ 長ほぞ差し込み栓打ち ・ かど金物（CP-L） ・ かど金物（CP-T） ・ 山形プレート（VP）

・ 羽子板ボルト／スクリュー釘なし（SB-F2、SB-E2） ・ 短冊金物・スクリュー釘なし(S) ・ 羽子板ボルト／スクリュー釘あり（SB-F、SB-E） ・ 短冊金物・スクリュー釘あり(S) ・ 引き寄せ金物（HD-B10、S-HD10）

・ 引き寄せ金物（HD-B15、S-HD15）×2個・ 引き寄せ金物（HD-B25、S-HD25）・ 引き寄せ金物（HD-B20、S-HD20）

・　全面（鉄筋コンクリート基礎に該当）

使用材料等

Ａ　基礎

 kN/㎡（長期）

 kN/本（長期）

Ｂ　鉄筋

Ｃ　コンクリート

Ｄ　あと施工アンカー

・　布基礎補強 ・　べた基礎補強 ・　面材による補強

・　斜材による補強

・　直接基礎　　　

・　杭基礎　　　　

・　SD345　 （ D19以上 ）

・　

・　地耐力　　　

・　独立基礎

・　布基礎

・　ベタ基礎

・　RC

・　PHC

・　杭耐力

・　Fc＝24 N/mm2

・　布基礎補強（配筋、寸法等は詳細図による） ・　べた基礎補強（配筋、寸法等は詳細図による）

本工事は、既存の木造構造体に対して部材を補修または増設することによって耐震性の向上及び構造の

もので、一般の建築工事とは施工方法等相当異なる面がある。

改善を図るもので、既存構造体との接合が極めて重要である。また、この施工は限られた場所で行われる

ならない。

よって、設計の趣旨及び最終的な建物の状態を十分理解した上で工法を選び、施工計画をたてなければ

　　　十分注意する。また、腐朽部分は取り替える。

　ｅ）仕上及びコンクリート等の撤去に際しては、最小限必要な範囲とし、残りの部分を傷めないように

　ｇ）施工に先立ち全行程の施工計画書を作成し、監督員及び監理者に承認を得ること。

　　　試験を伴う場合は、試験方法、及び結果報告書を遅滞なく行うこと。なお、施工計画書は工事種目

　　　　　　　　　・　無　　※無しの場合、真壁の耐力は考慮しない。

　・　真壁補修　　・　有（ ・ 土壁補修　　・ モルタル補修）

上記工事に伴う撤去・修復等工事

既設筋かいの端部補強の方法

　　 メーカー仕様による該当品の使用も可である

・ 耐力壁設置【筋かい】（ ・ 外壁面　　・ 内壁面）

・ 耐力壁設置【面材】（ ・ 外壁面　　・ 内壁面）

・ 耐力壁設置【 ・　 鉄骨　　・　乾式土壁】（ ・ 外壁面　　・ 内壁面）

・ 金物取付　( ・　柱梁接合部　　・　筋かい端部）

・ 金物締直し

・ 屋根面補強　（ ・　筋かい補強　　・　合板補強）

・ 小屋面補強　（ ・　筋かい補強　　・　合板補強）

・ ２階床面補強

・ １階床下補強

・ 基礎補強

・ 地盤補強

・ 腐朽部分取替

・ 屋根葺土撤去

２

　　（１）解体時及び解体完了時の主要構造部。

　　（２）改修箇所の改修前、改修中、改修後

　　（３）脱着機器等の前、後

３ 次の写真は工事記録として残すこと。

ものとする。

図面と仕様書との内容に相違があった場合や不明な箇所が生じた場合は、すべて監督員との協議による

　・　壁倍率３．０倍（90×90以上の木材）

　・　壁倍率２．０倍（45×90以上の木材）

　・　壁倍率１．５倍（30×90以上の木材）

既設筋かいの壁倍率

　・ 使用する金物類は、建告第1460号1号に該当する、日本住宅・木材技術センターのＺ金物相当品とする。

特記：使用する金物類は、建告第1460号に該当する、日本住宅・木材技術センターのＺ金物相当品とする

Ｅ　その他

・　金属系アンカー

・　接着系アンカー

　　（ピッチ、径、埋込長さは詳細図による）

４）仕様書（・公共建築協会【R4年版】　・日本建築家協会【2018年版】）

　　　　　　　　・　その他の基礎（　不明　）

・　SD295 　（ D16以下 ）

R07/03/19

４ 構造材の含水率は下記の値以下とする。

・ １５％　　・２０％　　・（　　）％

　　（１）測定は、高周波水分計又は電気抵抗式水分計による。

工事現場における含水率の測定は、搬入後建方前とし、内容は以下の通りとする。

　　（２）測定箇所は、１本の製材の異なる２面について、両木口から300mm以上離れた２か所及び

　　　　　中央部１か所とし、計６か所とする。

　　（３）含水率は、６か所の平均値とする。

　　（４）含水率測定結果の判定は、平均値が所定の含水率以下の場合を合格とする。

記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認

一級建築士 一級建築士

第320204号 第360917号

前野 将輝 前田 祐作
A2:NS

A3:NS (原図:A2)
木構造耐震補強工事特記仕様書

S003

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事



5d以上(両面)
10d以上(片面)

≧2d≧2d

d d

a

A A

L'

Ｌ１ｈ

１　適用範囲

２－１　鉄筋の表示記号

２－２　加工及び組立（一般事項）

２－３　加　工

２－４　組　立

２－５　継　手

２－６　溶　接

２－７　フック

２－８　鉄筋の折り曲げ

２－９　重ね継手及び定着長さ

２－１０　隣り合う継手の位置

２－１１　溶接金網の継手及び定着

２－１２　スパイラル筋の継手及び定着

２－１３　鉄筋のかぶり厚さ

２－１４　鉄筋相互のあき

鉄筋コンクリート構造配筋標準図　No.1

　　　

（ｅ）設計図書に記載なき場合は本標準図に従うものとする。

（ｆ）本標準図は異形鉄筋を対象とし、ｄは呼び名に用いた数値とする。

（ｇ）本標準図に示す単位は特記なき限り全てｍｍとする。

鉄筋の表示記号及び最外径は下表による。

記号

呼び径ｄ D10 D13 D16 D19 D22 D25 D29 D32 D35 D38 D41

最外径Ｄ 11 14 18 21 25 28 33 36 40 43 46

・フックのない場合

・フックのある場合
多い

・本数に差がある場合
少ない

・機械式継手表示

・溶接継手表示

　　（ガス圧接、突き合せ溶接）

（ａ）本配筋標準図は、鉄筋コンクリート造における鉄筋の加工、組立の一般的な基準とする。

（ｂ）本配筋標準図以外については設計図書及び監督職員の指示による。

（ｃ）本配筋標準図で「図示」とあるのは、設計図面記載事項を意味する。

（ｄ）本配筋標準図で「特記」とあるのは、「特記仕様書」の記載事項を意味する。

　　　「鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説(2010)」、特記仕様書に指定した共通仕様書による。

　　　また、本標準図に明記なき場合、公共建築工事標準仕様書(平成31年度版)及び日本建築学会

　　　（ａ）鉄筋は、設計図書に指定された寸法及び形状に合わせ、常温で正しく加工して組み立てる。

（ｃ）コイル状の鉄筋は、直線状態にしてから使用する。この際、鉄筋に損傷を与えない。

　　　

（ｄ）鉄筋には、点付け溶接を行わない。また、アークストライクを起こしてはならない。

（ｂ）有害な曲がり又は損傷等のある鉄筋は、使用しない。

（ａ）鉄筋の切断は、シヤーカッター・直角切断機等によって行う。ただし、現場でやむを得ない

　　　場合は、ガス切断とすることができる。

　　　

　　　なお、スペーサーは、転倒及び作業荷重等に耐えられるものとし、スラブのスペーサーは

（ｃ）鉄筋の折曲げ形状及びその寸法は、２－８（鉄筋の折曲げ）による。

（ａ）鉄筋の組立は、鉄筋継手部分及び交差部の要所を径０.８ｍｍ以上の鉄線で結束し、適切

　　　な位置にスペーサー、吊金物等を使用して行う。

　　　原則として、鋼製とする。また、鋼製のスペーサーは、型枠に接する部分に防錆処理を行

　　　ったものとする。

（ｂ）異形鉄筋の末端部のフックは、２－７（フック）により、以下の部分にはフックをつける。

　　①柱の四隅にある主筋の重ね継手及び最上階の柱頭

　　②柱の出隅及び下端の両済にある梁主筋の重ね継手（基礎梁を除く）

　　③煙突の鉄筋（壁の一部となる場合を含む）

　　④杭基礎のベース筋

　　⑤帯筋、あばら筋及び幅止メ筋

（ａ）鉄筋の継手は、重ね継手、ガス圧接継手又は特殊な鉄筋継手（平成12年建設省告示1463号　　　

　　　に適合したもの）とし、適用は特記による。

（ｂ）鉄筋の溶接はアーク溶接とし、公共建築工事標準仕様書７.６.５〔部材の組立〕（４）及び

　　　７.６.７〔溶接施工〕（１）による。また、溶接技能者は、後述の通りとする。

（ｃ）重ね継手及び定着の長さは、２－９（重ね継手及び定着長さ）、隣り合う継手の位置は、

　　　２－１０（隣り合う継手の位置）による。溶接金網、スパイラル筋の継手及び定着は、それ

　　　ぞれ２－１１（溶接金網の継手及び定着）、２－１２(スパイラル筋の継手及び定着）による。

　　　２－６－１　溶接材料の種類

　　溶接棒、ワイヤ及びフラックスの種類は下表により、母材の種類、寸法及び溶接条件に相応

　したものを選定する。

２－６－２　材料の取扱い

　　溶接材料は、丁寧に取扱い、被覆材のはく脱、汚損、変質、吸湿、著しい錆のあるもの等は

　使用しない。吸湿の疑いがあるものは、その種類に応じた乾燥条件で乾燥する。

２－６－３　溶接技能者

（ａ）溶接技能者は、工事に相応した次に示す試験等により(社)日本溶接協会が検定した技量

　　　資格を有する者とする。

　(1) 炭素鋼の手溶接の場合は、JIS Z 3801（手溶接技術検定における試験方法及び判定基準）

　(2) 炭素鋼の半自動溶接の場合は、JIS Z 3841（半自動溶接技術検定における試験方法及び

　　　判定基準）

　(3) 自動溶接の場合は、上記(1)又は(2)のいずれかの試験。なお、技量を証明する主な工事

　　　経歴を、監督職員に提出すること。

　(4) 組立溶接の場合は、上記(1)又は(2)のいずれかの試験。

（ｂ）溶接技能者の技量に疑いを生じた場合は、工事に相応した試験を行い、その適否を判定し

　　　監督職員の承諾を受ける。

２－６－４　溶接施工

（ａ）溶接機とその付属用具は、溶接条件に適した構造及び機能を有し、安全に良好な溶接が

　　　行えるものとする。

（ｂ）溶接部は、有害な欠陥のないもので、表面は、できるだけ滑らかなものとする。

（ｃ）溶接順序は、溶接による変形及び拘束が少なくなるように定める。

（ｅ）溶接に支障となるスラグ及び溶接完了後のスラグは入念に除去する。

（ｆ）著しいスパッタ及び塗装下地となる部分のスパッタは、除去する。

（ｇ）アークストライクは行わない。ただし、アークストライクを起こした場合は、鋼材表面

（ｄ）材質、材厚、気温などを考慮の上、必要に応じて適切な溶接条件となるよう予熱を行う。

　　　を平滑に仕上げる。

２－６－５　鉄筋のフレア溶接

　　鉄筋のフレア溶接は右図による。

・下記の(1)～(9)に示す鉄筋の末端部にはフックをつける。

　(1) 帯筋、あばら筋及び幅止め筋

　(2) 煙突の鉄筋（壁の一部となる場合を含む）

　(3) 柱及び梁（基礎梁を除く）の出隅部分の鉄筋（下図参照）

左図の　印の

鉄筋の末端には

フックが必要。梁 柱

　(4) 柱の四隅にある主筋で、重ね継手の場合及び最上階の柱頭にある場合

　(5) 梁主筋の重ね継手が、梁の出隅及び下端の両端にある場合（基礎梁をのぞく）

　(6) 杭基礎のベース筋

　(7) 丸鋼

　(8) 単純梁の支持端、片持梁及び片持スラブの先端

　(9) 鉄骨柱の脚部の基礎柱、又は根巻コンクリートの四隅の鉄筋

　鉄筋の折曲げ形状・寸法は以下の通りとする。

折曲げ内法直径（Ｄ）

折曲げ角度 折曲げ図 SD295A,SD295B,SD345 SD390

D16以下 D19～D38 D19～D38

d
D180°

余長
４ｄ以上

d

D135° 余長
６ｄ以上

３ｄ以上 ４ｄ以上 ５ｄ以上

d
90° 余長

D ８ｄ以上

d d
135° 余長 余長及び90° DD４ｄ ４ｄ(幅止め筋) 以上 以上

（ｈ）溶接継手は『鉄筋の継ぎ手の構造方法を定める件』（平成１２年５月３１日　建設省告示

　　　第１４６３号）に基づく性能を有するものとする。

　重ね継手及び定着の長さ、投影定着長さは下表による。

　　　　余長は４ｄ以上とする。

フックあり
コンクリートの鉄筋の
設計基準強度 Ｌ３ Ｌ３ｈ Ｌａ Ｌｂ

種 類 Ｌ１ Ｌ２ Ｌ１ｈ Ｌ２ｈＦｃ(Ｎ／ｍｍ２) 小梁 スラブ 小梁 スラブ

18 45d 40d 35d 30d 20d 15d

21 40d 35d 30d 25d 15d 15d
SD295A

24～27 35d 30d 25d 20d 15d 15d
SD295B

30～36 35d 30d 25d 20d 15d 15d

39～45 30d 25d 20d 15d 15d 15d

18 50d 40d 35d 30d 20d 20d
10d

21 45d 35d 30d 25d 20d 20dかつ
20d 10d －

150mmSD345 24～27 40d 35d 30d 25d 20d 15d
以上

30～36 35d 30d 25d 20d 15d 15d

39～45 35d 30d 25d 20d 15d 15d

21 50d 40d 35d 30d 20d 20d

24～27 45d 40d 35d 30d 20d 20d
SD390

30～36 40d 35d 30d 25d 20d 15d

39～45 40d 35d 30d 25d 15d 15d

一般定着の直線Ｌ２またはフック付きＬ２ｈの図

定着起点 定着起点 定着起点 定着起点

Ｌ２ Ｌ２ｈ Ｌ２ｈ Ｌ２ｈ

余長 余長 余長
（8ｄ以上） （6ｄ以上） （4ｄ以上）

直線定着 90°フック付き定着 135°フック付き定着 180°フック付き定着

※注(1) Ｌ１，Ｌ１ｈ：重ね継手の長さ及びフックあり重ね継手の長さ。

　　　　　　　　　 並びに下記(2)及び(3)以外の直線定着の長さ及びフックあり定着の長さ。

　　(2) Ｌ２，Ｌ２ｈ：割裂破壊の恐れのない箇所への直線定着の長さ及びフックあり定着の長さ。

　　(3) Ｌ３：小梁及びスラブの下端筋の直線定着の長さ。ただし、基礎耐圧スラブ及びこれを

　　　　　　 受ける小梁は除く。

　　(4) Ｌ３ｈ：小梁の下端部のフックあり定着の長さ。

　　(5) フックのある場合のＬ１ｈ、Ｌ２ｈ及びＬ３ｈは、次図に示すように鉄筋相互の折り曲げ開始

　　　　点間の距離とし、末端のフック部分Ｌ'は定着長さに含まない。また、中間部での折曲げ

　　　　は行わない。

　　　　

　　　　

　　(6) 軽量コンクリートの場合は表の値に５ｄを加えたものとする。

　　(7) 柱に取り付ける梁の引張り鉄筋は、特記による。特記がなければ、４０ｄ（軽量コン

　　　　クリートの場合は５０ｄ）と上表の定着長さのうち大きい値とする。

　　(7) なお、梁主筋の柱内定着において、縦に折曲げて定着する場合は、下図に示すように

　　　　柱せいの３／４倍以上のみ込ませる。ただし、折曲げた先の直線部の長さが８ｄに満

　　　　たなくなる場合は、監督職員と協議する。

　　(8) 仕口内に縦の折り曲げて定着する鉄筋の長さLがフックあり定着長さを確保できない場

　　　　合は、全長を直線定着の長さとし、かつ、余長を8d、仕口面から鉄筋外面までの投影

　　　　定着長さを（かつ、梁主筋の柱内定着においては、原則として、柱せいの3/4倍以上）

　　　　をのみ込ませる。

（ａ）圧接継手 （ｂ）機械式継手1/4ｄ以下 ｂ1/5ｄ以下 カップラー
ｅ 1.4ｄ以上ｄ

1.1ｄ以上ａ ａ

間隔：ａ≧４００ ＜ガス圧接部位＞
間隔：ａ≧４００

かつｂ+４０

（ｃ）重ね継手（※下図はフックありの場合）は下図にいずれかとする。

※Ｌ１ｈ ※Ｌ１ｈ

※　フックなしの場合
Ｌ１ｈをＬ１に読み替える。

※0.5Ｌ１ｈ※1.5Ｌ１ｈ以上

　※注　片持スラブ先端、壁筋の自由端側の先端で90°フックまたは135°フックを用いる場合には、

フックなし

（ｄ） Ｄ35以上の異形鉄筋には、原則として重ね継手は用いない。

（ｅ）溶接継手を行う場合は原則として同一鋼種とし、鉄筋径の差はガス圧接の場合は

　　　２サイズ、突き合せ溶接の場合は１サイズまでとする。

（ｆ）なお、先組み工法等で柱、梁の主筋の継手を同一箇所に設ける場合は、特記による。

L2L3
L2 L2

　　　（ａ）鉄筋及び溶接金網の最小かぶり厚さは、特記による。特記がなければ下表による。ただし、

　　　柱及び梁の主筋にＤ２９以上を使用する場合は、主筋のかぶり厚さを径の１.５倍以上と

　　　して最小かぶり厚さを定める。

鉄筋に対するコンクリートの設計かぶり厚さと最小かぶり厚さ

設計かぶり厚さ　※（　　）内は最小かぶり厚さ
部 位

仕上げあり 仕上げなし

屋根・床スラブ・非耐力壁 30（20） 40（30）

屋 内 40（30） 40（30）土に接し
柱・梁・耐力壁

ない部分 40（30） 50（40）屋 外
※１ ※１ ※１ ※１

擁 壁 50（40） 50（40）

※２ ※２柱・梁・床スラブ・壁
土に接す 50（40）布基礎の立上り
る部分

※３,５ ※３,５
基 礎 ・ 擁 壁 70（60）

煙突等高熱を受ける部分 70（60）

※注(1)（   ）内の数値は最小かぶり厚さを示す。

　　(2)「仕上げあり」とは、モルタル塗り等の仕上げのあるものとし、仕上塗材、吹付け

　　　　又は塗装等の鉄筋の耐久性上有効でない仕上げのものを除く。

　　(3) スラブ、梁、基礎及び擁壁で、直接土に接する部分のかぶり厚さには、捨てコン

　　　　クリートの厚さを含まない。

　　(4) 軽量コンクリートの場合は、これに１０加算する。

　　(5) 基礎の主筋のかぶり厚さは、杭天端からとする。

　　(6) 柱・梁の主筋のかぶり厚さは主筋径の1.5倍以上とする。

　　(7) 塩害を受けるおそれのある部分等、耐久性上不利な箇所は特記による。

（ｂ）柱、梁等の鉄筋の加工に用いるかぶり厚さは、最小かぶり厚さに１０ｍｍを加えた数

　　　値を標準とする。

（ｃ）鉄筋組立後のかぶり厚さは、最小かぶり厚さ以上とする。

（ｄ）貫通孔に接する鉄筋のかぶり厚さは、（ｂ）による。

（ａ）鉄筋のあきａは原則として下記による。

　　　　　　　　呼び名の数値ｄの1.5倍以上
ａD D　　　　　　 粗骨材の最大寸法の1.25倍以上

（ｂ）隣り合う鉄筋の平均径の1.5倍

（ｃ）二段筋のあきは1.5ｄとする。

（ｄ）鉄骨鉄筋コンクリート造の場合、主筋と平行する鉄骨とのあきは、（ａ）による。

かつ25mm以上

R07/03/19

種　 類 規格番号 規　格　名　称

被覆アーク溶接棒 JIS Z 3211

セルフシールドアーク JIS Z 3313

溶接用鋼ワイヤ

軟鋼，高張力鋼及び低温用鋼用

被覆アーク溶接棒

軟鋼，高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接

フラックス入りワイヤ

※ ｄは鉄筋の呼び径を示す。

フックありの場合の重ね継手の長さ

　　溶接金網の継手及び定着は下図による。

（ａ）重ね継手 （ｂ）定着（スラブの場合） （ｃ）定着（壁の場合）

１節半以上かつ １節半以上かつ
１５０ｍｍ以上 １５０ｍｍ以上

鉄筋 鉄筋

（ａ）末 端 部 （ｂ）中 間 部

（柱頭又は柱脚部） （重ね継手）≧６ｄ ｄ ｄ

≧６ｄ
≧６ｄ≧６ｄ

ｄ ｄ ５０ｄ

５０ｄ１.５巻き以上

の添巻

※注　D：鉄筋の最大外径

記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認

一級建築士 一級建築士

第320204号 第360917号

前野 将輝 前田 祐作
A2:NS

A3:NS (原図:A2)
鉄筋コンクリート構造配筋標準図№１
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lo

lo/4 lo/2 lo/4

lo

lo/4 lo/2 lo/4

lo

lo/4 lo/2 lo/4

４－５　あばら筋の組立ての形及びフックの位置

４－６　補助筋

４－３　基礎梁のあばら筋、腹筋及び幅止め筋

４－４　基礎梁の配筋一般事項

３－２　基礎接合部の補強

４－１　基礎梁主筋の継手及び定着

４－２　基礎梁主筋の継手、定着及び余長

３－１　基礎の配筋及び杭頭補強の方法

　　　ただし、梁のフカシが発生する場合、フカシ量については設計図による。

　　　設計図にない場合は、監督職員と協議する。

　　　に配筋する。この場合、

　　　スターラップの幅を狭めて

　　　加工する。

（ｆ）２段筋のスペーサーは下図による。

（ｃ）柱と梁側面が同一の場合の配筋は下図による。

　　　交互とする。なお、③の場合は、スラブの付く側を９０°折曲げとする。

（ｂ）フックの位置は、①の場合は交互とし、②の場合はＬ形ではスラブの付く側、Ｔ形では

　　(6) 柱面より梁せい１.５Ｄの範囲は、180°又は135°フックとする。

　　(5) ⑪は、溶接継手又は重ね継手のどちらかとする。

　　(4) 溶接継手は５－２[帯筋]を参照とする。
2d

10d溶接 L1 　　(3) ⑨はピッチ2pで交互配置とする。
2d

　　(2) ⑩⑪は梁せいの大きい場合とする。

　　　　打込みのスラブ付の場合に限る。
⑪ ※注(1) あばら筋の加工は上図①による。なお、②③④⑥⑦⑨⑩は同時

※
注

(6
) 

8d
以

上

b

6d以
上

8d以
上

6d以
上

6d
以

上170以上※注(6) 8d以上※注(6) 8d以上 6d
以

上⑩⑨⑧⑦⑥ b/3かつ

（ａ）あばら筋（副あばら筋を含む）の組立ての形及びフックの位置については下図の通りとする。

② スラブ付 ③ スラブ付 ④ 両側スラブ付

① （Ｌ形梁・Ｔ形梁） （Ｌ形梁・Ｔ形梁） （Ｔ形梁） ⑤
 6d以

上

6d以
上キャップタイ

6d
以

上

6d
以

上

6d
以

上

※
注

(6
) 

8d
以

上

※
注

(6
) 

8d
以

上

※
注

(6
) 

8d
以

上

　　　は下図の通りとする。

（ｂ）壁梁の場合の腹筋及び巾止め筋は、設計図による。設計図に指示がない場合

つり筋b 受筋 D10＠1000以内で割り付ける。
受 筋

巾止筋 D10＠1000以内で割り付ける。腹筋

4d
以

上

4d以
上

1200≦D　　　 D10＠300以内
D

900≦D＜1200　4-D10(２段)
巾止筋 腹 筋

600≦D＜900　 2-D10(１段)
つり筋

D＜600　不要4d以上

　　　は下図の通りとする。

（ａ）腹筋及び巾止め筋・その他補助筋は、設計図による。設計図に指示がない場合

　　　する。

　　　巾止め筋は上記（ａ）と同様と

　　　腹筋を導入する。

※注　３００ピッチ以内に２－Ｄ１３の

４－２－３　連続基礎及びべた基礎

　　連続基礎及びべた基礎の場合は下図による。

L2 L2

余長

２ 余長余長 Ｌ

L2

　　　　　※注(1) 上図にない事項は、６［大梁］による。

　　　　　　　(2) 　　　　　　　印は、継手及び余長位置を示す。

　　　　　　　(3) 破線は柱内定着の場合を示す。

　　　　　　　(4) Ｌａは原則として柱せいの３／４倍以上とする。

４－３－１　あばら筋　　　

（ａ）あばら筋の径及び間隔は図示による。

（ｂ）あばら筋組立ての形及びフックの位置は、６－４による。ただし、梁の上下端にスラブ

　　　が付く場合で、かつ梁せいが１.５ｍ以上の場合は下図によることができる。

４－３－２　あばら筋の割付け

４－３－３　腹筋及び巾止め筋

　特記による。

　　あばら筋の割り付けは、４－６による。

　　腹筋及び巾止め筋は、４－５及び４－６による。ただし、梁せいが １.５ｍを超える場合は

L2 L2

余長 余長

余長余長

L2 L2

　　　　　※注(1) 上図にない事項は、６［大梁］による。

　　　　　　　(2) 　　　　　　　印は、継手及び余長位置を示す。

　　　　　　　(3) 破線は柱内定着の場合を示す。

　　　　　　　(4) Ｌａは原則として柱せいの３／４倍以上とする。

１サイズ太い鉄筋又は同径のものを

２本重ねたものとする

　　　場合は点線の納まりとする。

（ａ）梁にハンチをつける場合、その傾斜は、特記による。特記がなければ、１：４とする。

（ｂ）段違い梁は、監督職員の承諾を受けて、下図によることができる。

必要はない

折曲げ定着とする  

8ｄ以上

8ｄ以上

４－２－２　基礎梁にスラブがつく独立基礎

　　基礎梁にスラブがつく独立基礎の場合は下図による。

　　ただし、耐圧スラブがつく場合は、４－２－３による。

　基礎接合部の補強配筋は下図による。

※Ｌ２ｈを確保できない場合は、２－９による。

（ａ）上端主筋の定着は、やむを得ない場合、上向きとすることができる。

（ｂ）梁筋は、原則として柱をまたいで引き通すものとし、引き通すことができない場合は、

　　　柱内に定着する。ただし、やむを得ず梁内に定着する場合は、下図による。

（ｃ）梁筋を柱内に定着する場合は、柱の中心軸を越えてから定着させる。

４－２－１　基礎梁にスラブがつかない独立基礎

　　基礎梁にスラブがつかない独立基礎の場合は下図による。

L2 L2

余長 余長

余長余長

L2 L2

　　　　　※注(1) 上図にない事項は、６［大梁］による。

　　　　　　　(2) 　　　　　　　印は、継手及び余長位置を示す。

　　　　　　　(3) 破線は柱内定着の場合を示す。

　　　　　　　(4) Ｌａは原則として柱せいの３／４倍以上とする。

鉄筋コンクリート構造配筋標準図　No.2

３－１－１　直接基礎

　直接基礎の場合の配筋は下図による。

３－１－２　既製コンクリート杭基礎

　　既製コンクリート杭の杭頭補強の方法は、下図のＡ形、Ｂ形又は、Ａ１形又はＢ１形とし、

　適用は特記による。なお、中詰めコンクリートは基礎のコンクリートと同じ調合のコンクリ

　ートを使用する。

３－１－３　場所打ち杭基礎

　　場所打ち杭基礎の配筋は、下図による。

R07/03/19

C C

C C

C C

C C

▽

※注　梁の主筋は柱の主筋の内側

４０

Ｄ１０＠≦１５００

ａ

　　※注　ａは１.５ｄかつ粗骨材の最大寸法の１.２５倍かつ２５ｍｍの最大のものとする。

≦３００

２－Ｄ１３
≦３００

２－Ｄ１３
≦３００

≦３００
２－Ｄ１３

２０ｄ（余長） 継手長さ
≧Ｌａ

※４ ※注(4)

≧Ｌａ
※４≧Ｌａ

※４

継手長さ １５ｄ（余長）

≧８ｄ ｄ

コンクリート打継ぎ面
Ｌ１

１５ｄ（余長）１５ｄ（余長） 継手長さ
≧Ｌａ

※４ ≧Ｌａ
※４

≧Ｌａ
※４ ≧Ｌａ

※４

継手長さ
２０ｄ（余長） ２０ｄ（余長）

吊上げ筋は、一般のあばら筋より

ｅ≦１００

梁

柱

梁

※注　直交梁の梁筋とぶつかる

ｅ

Ｄ

梁

柱

ｅ／Ｄ≦１／６

直接定着できる場合

梁

Ｌ２

Ｌａ

Ｌａ

Ｌ２

Ｌ２

ｅ

Ｌ２

ｅ／Ｄ＞１／６

柱

Ｄ

２
０

ｄ

２０ｄ

基
礎

筋

基
礎

筋

は
か

ま
筋

は
か

ま
筋

０＜Ｄ≦２００ ２００＜Ｄ≦１０００

ｂ≦３００の場合

　　２－Ｄ１６
Ｌ２ｂ＞３００の場合

Ｌ
２

　　３－Ｄ１６ かつ
Ｌ２ ｍｍ　　間隔２００　以下

Ｄ
Ｄ

Ｌ２≧Ｌ２ｈ
※ ≧Ｌ２ｈ

※

横：柱帯筋に同径、同材質、

　　同間隔

縦：基礎梁あばら筋に同径、

　　同材質、同間隔

ｂ ｂ

柱

Ｌ２梁 梁

１５ｄ（余長）継手長さ
≧Ｌａ

※４ ≧Ｌａ
※４

≧１００
継手長さ≧Ｌａ

※４ ≧Ｌａ
※４

はかま筋

（ａ）独立基礎 （ｂ）連続基礎

基礎梁あばら筋

はかま筋 Ｄ１３（腹筋と兼ねてよい）ＧＬ
基礎梁主筋 はかま筋

Ｄ１３

連続基礎配力筋
15d基礎筋

連続基礎主筋

基礎筋

＜Ａ形＞ ＜Ｂ形＞

Ｄ１３－３００＠縦横Ｄ１３－３００＠縦横

基礎筋

底盤補強筋
Ｌ２ Ｄ１３－２００＠縦横基礎筋

Ｌ１

杭径１００
杭径の 杭径15d 15d
１.５倍 杭径

中詰めコンクリート補強筋

中詰めコンクリート
底板

＜Ａ１形＞ ＜Ｂ１形＞

Ｄ１３－３００＠縦横Ｄ１３－３００＠縦横

基礎筋２０ｄ
２０ｄ 底盤補強筋

Ｌ２ Ｄ１３－２００＠縦横基礎筋
Ｌ１

杭径１００
杭径の 杭径 杭径の
２.５倍 杭径 ２.５倍

中詰めコンクリート補強筋

中詰めコンクリート
底板

（注）１.中詰めコンクリート補強筋は、フックを
Ｌ２

　　　　 付けない。

　　　２.中詰め補強筋は、図示による。

　　　３.基礎筋には、フックを付ける。

基礎鉄筋

Ｄ１３－３００＠縦横Ｄ１３－３００＠縦横

Ｌ１ Ｌ１
２０ｄ ２０ｄ

１００ １００

基礎筋 基礎筋

（注） 基礎筋には、フックを付ける。

基礎筋

記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認

一級建築士 一級建築士

第320204号 第360917号

前野 将輝 前田 祐作
A2:NS

A3:NS (原図:A2)
鉄筋コンクリート構造配筋標準図№２
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Lo

lo

lo/62lo/3lo/6

lo/4lo/2lo/4

lolo

lo/4lo/2lo/4lo/47lo/12lo/6

lo/4lo/2lo/4lo/4lo/2lo/4

ＬｂかつＢ／２以上

７－３　段差のあるスラブの補強

７－１　スラブの配筋（一般事項）

７－２　耐圧スラブの配筋

６－１　小梁主筋の継手、定着及び余長

６－２　片持ち梁主筋の定着及び余長

５－１　柱主筋の継手、定着及び余長

５－２　帯　筋

７－４　片持ちスラブの配筋

ｔ

５Ｈ

Ｈ

Ｈ≦70

　　段差のあるスラブの補強は、下図による。

150≦Ｈ

Ｈ

ｔ

小梁主筋

小梁
Ｄ１３

70＜Ｈ≦150

Ｈ

３５０
コーナー

ｔ

Ｄ１３

４－Ｄ１６

Ｌ２

Ｌ２

７－２－２　先端に小梁のある場合

　　先端に小梁のある片持ち梁筋の定着は下図による。

　　　　　※注(1) 上図にない事項は、前項７－２－１による。

　　　　　　　(2) 先端小梁終端部の主筋は、片持ち梁内に水平定着する。

　　　　　　　(3) 先端小梁の連続端は、片持ち梁の先端を貫通する通し筋としてよい。

（ａ）スラブの配筋は設計図による。

（ｂ）スラブの基準配筋図は下図による。

（ｃ）配筋は中央から割付け、端部は定められた間隔以下とする。 

（ｄ）重ね継手長さは、Ｌ１とする。

（ｅ）定着長さ及び受け筋は、下図（上段）による。ただし、引き通すことができない場合は、

　　　下図（下段）により、梁内に定着する。なお、片持ちスラブの場合は９－４による。

L2

余長

余長

L2

L2

余長

９－２－１　最終端

余長

Ｌ２

９－２－２　連続端

　　　　　※注(1) 上端筋は基礎梁面より定着長さをとるか、

　　　　　　　　　引き通し配筋とする。

　　　　　　　　　下端筋は連続して引き通すか、

　　　　　　　　　または基礎梁コンクリート面より定着長さをとる。

　　　　　　　(2) 基礎梁幅が大きく、左右のスラブ筋の定着長さが十分でも、

　　　　　　　　　基礎梁下のスラブ筋の１／２以上は連続させる。

余長余長

L2L2

　　　　　　　(3) Ｌ３ｈを確保できない場合は、２－９による。

　　　　　　　(2) 上図にない事項は、４［基礎梁］及び６［大梁］による。

　　　　　※注(1) 　　　　　　　印は、余長位置を示す。

余長

L2

　　　連続する小梁の継手、定着及び余長は下図による。

７－１－１　連続小梁の場合

　　　梁の端部で間隔の異なる小梁の継手、定着及び余長は下図による。

７－１－２　梁の端部で間隔の異なる場合

　　　　　　　(3) Ｌ３ｈを確保できない場合は、２－９による。

　　　　　※注(1) 　　　　　　　印は、余長位置を示す。

　　　　　　　(2) 上図にない事項は、４［基礎梁］及び６［大梁］による。

７－２－１　先端に小梁のない場合

　　先端に小梁のない片持ち梁筋の定着及び余長は下図による。

L2

余長

　　　　　※注(1) 上図にない事項は、６［大梁］による。

　　　　　　　(2) 　　　　　　　印は、余長位置を示す。

　　　　　　　(3) 先端の折曲げの長さＬは、梁せいよりかぶり厚さを除いた長さとする。

　　　　　　　　　による。その場合、柱頭部に拘束筋を配筋する。

　　　　　　　(4) 最上階は通し配筋として、隣接する梁へ定着する場合は設計図の特記

　　　　　　　(6) Ｌａは原則として柱せいの３／４倍以上とする。

　　　　　　　(5) Ｌ３ｈを確保できない場合は、２－９による。

鉄筋コンクリート構造配筋標準図　No.3

　　柱主筋の定着及び余長は右図による。

５－１－１　柱主筋の余長

　　　　※注(1) ２－５で定めた鉄筋には、

　　　　　　　　フックをつける。

（ａ）帯筋の種類及び間隔は、図示による。

（ｂ）帯筋組立ての形は、下図とし、適用は特記による。特記がなければ下記による。

　(2) Ｈ形の135°曲げのフックが困難な場合は、Ｗ－Ｉ形とする。

　(3) 溶接する場合の溶接長さＬは、両面フレア溶接の場合は５ｄ以上、片面フレア溶接

　(1) Ｈ形を標準とする。

　　　の場合は１０ｄ以上とする。フレア溶接要領は２－５［溶接］による。

　　　　※注(2) 弾性固定柱脚（認定工法）を

　　　　　　　　使用する際は、弾性固定柱脚標準図による。

拘束帯筋

150以上

　　　　　※注　ＳＰ形において柱頭及び柱脚の端部は１.５巻以上の添巻を行う。（ｄ）参照。

　(2) 重ね継手は重ね長さ50d以上とし、図a又は図bのフックをつける。

　(1) 末端は1.5巻以上の添巻きをし、図aのフックをつける。

（ｄ）スパイラル筋の末端処理及び継手は下記のとおりとする。

（ｃ）フック及び継手の位置は、交互とする。

図a図a

　　ただしD16以下

添巻き
　　5d以上1.5巻以上の

　　両面溶接の場合d

　　10d以上

d 2dｌ2d5d ｌ：片面溶接の場合

d

溶接の場合スパイラル筋末端部（定着部）

300ｍｍ以上

50d以上かつ

300ｍｍ以上

50d以上かつ

スパイラル筋中間部（重ね継手）

二段配筋の場合巾止め筋

4d
以
上

形成筋
二段配筋 　　　　　割り付ける。

　　※注　補助筋はD10をピッチ600以内4d以上4d以上

（ｅ）補助筋は下図の通りとする。

図b 90°フック図a 135°フック

D=3dD=3d
図b図b

図a

6d以
上

d d 12d以上
図b
図a

図b

　　片持ちスラブの配筋は下記による。

（ａ）一般部

２－Ｄ１３
先端部補強筋 Lo

Ｄ１０－２００＠配力筋

Ｌ

２－Ｄ１３
先端部補強筋

Lo

主筋（設計図による）

受け筋 Ｄ１３（Lo ≦１０００）
Ｄ１６（Lo ＞１０００）

受け筋
Ｄ１３（Lo ≦１０００）
Ｄ１６（Lo ＞１０００）

Ｄ１０－２００＠配力筋

２－Ｄ１３
先端部補強筋

受け筋Ｄ１３

Lo≦600

主筋（設計図による）

Ｌ

　　　　　※注(1) 先端の折曲げ長さＬは、スラブ厚さよりかぶり厚さを除いた

　　　　　　　　　長さとする。

　　

　　　　　　　　　長さとする。

　　　　　　　(2) スラブに段差のない場合は、主筋を引き通してスラブに定着

Ｌ３

２５ｄ８ｄ以上

主筋（設計図による）
配力筋 Ｄ１０－２００＠

１
０

０
以

下

（ｂ）先端に壁が付く場合

Ｌ

１
０

０
以

下

ピッチに合わせる

先端壁の縦筋の径及び

２－Ｄ１３

２－Ｄ１３

１
０

０
以

下

先
端

壁
厚

以
上

先
端

壁
厚

以
上

垂れ壁がない場合

Ｌ２

Ｌ

垂れ壁がある場合

（ｃ）出隅部

　(1) 補強の配筋は図示による。図示がなければＤ１０＠１００ダブルとする。

　　　配筋方法は、下図による。

　(2) 出隅受け部（下図のハッチ部分）の配筋は図示による。

１Ｌ

出隅部

一般スラブ配力筋

柱又は梁に　 定着する

出
隅

部
分

の
補

強
筋

出隅受け部

（注）（注）

出隅部分の補強筋

補強筋の定着

Lo/２

Lo
/2

Lo
'

Lo≧Lo'とする。

Lo
/2

Lo
'

Lo Lo

Lo/2

Lo≧Lo'とする。

出隅部分補強配筋 出隅受け部配筋

Ｌ１

Ｌ
１ Ｌ

３

Ｌ３
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Ｌ２

Ｌ２

Ｌ２

Ｌ２

先端小梁
（頭つなぎ梁）

折下げ
片持ち梁筋

先端小梁

片持ち梁筋
折下げ

片持ち梁

片持ち梁

水平断面 垂直断面

＜小梁外端部＞ ＜小梁連続端部＞

Ｌ２

Ｌ２

短辺方向（主筋）

長辺方向（配力筋）

Ｄ１３
受け筋

スペーサー
Ｄ１３
受け筋Ｌ３

Ｄ１３
受け筋

Ｄ１３
受け筋

受け筋
Ｄ１３

Ｌ３

Ｌ３

一般スラブ

Ｌｂ

Ｌｂ

Ｌｂ

L3

Ｌ２

受け筋 Ｄ１６

ａ

Ｂ　形

Ｌｂ

Ｌ２

Ｌ２

Ｌ２

Ｌ３ｈ
※３Ｌ３ｈ

※３

２０ｄ（余長）２０ｄ（余長）

終端(端部)終端(端部)
ＬｂＬｂ １５ｄ（余長）１５ｄ（余長）

終端(外端)

Ｌ３ｈ
※３ 連続梁(内端)

２０ｄ（余長）２０ｄ（余長）２０ｄ（余長）２０ｄ（余長）

Ｌｂ １５ｄ（余長）１５ｄ（余長）１５ｄ（余長）１５ｄ（余長）

（定着）Ｌ２

連続梁(内端)

上端筋

Ｌ３

Ｌ２

≒４５° 

下端筋

＜直交する梁への定着＞

Ｌ 

最上階の場合
2/3Lo15d

Ｌ２

Ｌ３ｈ
※５

Ｌａ
※６

（イ） （ロ）

≧６ｄ
ｄ

Ｌ≧４０ｄ

Ⅳ．丸形Ⅲ．ＳＰ形(スパイラル筋)

（ハ）（ロ）（イ）

ＬＬＬ

Ⅱ．Ｗ－Ｉ形（注）溶接は、鉄筋の組立前に行う。

Ⅰ．Ｈ形

≧６ｄ ｄ

≧８ｄ
（イ） （ロ） （ハ） （ニ）

（ロ）（イ）

≧６ｄ
ｄ

≧６ｄ

Ｐ
＠

Ｐ
＠

Ｐ
＠

Ｐ
＠

８ｄ以上かつ中心線を越える

Ｌａ

Ｌ２

Ｌ２

記

事

項
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｝

｝

n2本

n2

n1

n1本

Ｌ１

Ｌ１

Ｌ
１

Ｌ
１

800

７－５　スラブ開口部の補強

７－６　土間スラブの打継ぎ補強

７－７　土間コンクリ－トの補強筋

８－１　柱の打増し補強

１５－２　補強の形式と種類

１０　コンクリートブロック帳壁との取合い

１１－１　梁貫通孔の補強（一般事項）

８－２　梁の打増し補強

８－３　壁の打増し補強

９　コンクリ－トブロック帳壁

コンクリートの厚さ

鉄筋コンクリート構造配筋標準図　No.4

　　スラブ開口部の補強は図示による。図示がなければ下記による。

（ａ）スラブ開口の最大径が７００ｍｍ以下の場合は、下図により開口によって切られ

　　　シングルを上下筋の内側に配筋する。

　　　る鉄筋と同量の鉄筋で周囲を補強し、隅角部に斜め方向に２－Ｄ１３（Ｌ＝２Ｌ１）

　ただし、土間スラブとは、土（捨てコンクリート等の場合を含む）に接する構造スラブ

　をいう。

　　基礎梁とスラブを一体打ちとしないで、打継ぎを設ける場合の補強は、下記による。

　　　により、開口部を避けて配筋できる場合は、補強を省略することができる。

（ｂ）スラブ開口の最大径が両方向の配筋間隔以下で、鉄筋を緩やかに曲げること

（ａ）土間コンクリ－トの補強筋（土間配筋）は設計図による。

（ｂ）基礎梁との接合部は下図による。

（ｃ）雑壁下に基礎梁（基礎小梁を含む）がない場合、特記なき限りは下図による。

Ｌ２

Ｄ１０（＠２００以内とする）

立上がり筋Ｄ１３

ｔ
2ｔ

５００以上

Ｄ１０＠２００　Ｌ＝４００

　　柱の打増し補強は、下図により、打増し幅が７０ｍｍ以上の場合に適用する。

　なお、梁及び耐力壁の鉄筋の定着長さは、打増し部分を除いて算定する。

　　補強配筋種別は、大臣認定または日本建築センターを受けた

　　高強度梁貫通補強筋を使用するものとする。

※　使用部位、スリーブ外径、数量は設計図による。

１５－２－４　補強配筋種別と使用部位・数量

１５－２－３　ＭＨ形配筋

１５－２－２　Ｍ形配筋

（ｇ）補強筋は主筋の内側とする。また、鉄筋の定着長さは下図による。

（ｈ）孔の径が梁せいの１／１０以下、かつ、１５０ｍｍ未満のものは、鉄筋を緩やかに

　　　曲げることにより、開口部を避けて配筋できる場合は、補強を省略する。

（ｉ）溶接金網の余長は１格子以上とし、突出しは１０ｍｍ以上とする。

（ｊ）溶接金網の貫通孔部分には、鉄筋１ー１３φのリング筋を取り付ける。

　　　なお、リング筋は、溶接金網に４箇所以上溶接する。

（ｋ）溶接金網の割付け始点は、横筋ではあばら筋の下側とし、縦筋では貫通孔の中心と

　　　する。

（ｌ）その他、高強度梁貫通補強筋を使用する場合は、大臣認定または日本建築センター

　　　の技術審査証明を受けた工法とすること。

１５－２－１　Ｈ形配筋

　　補強形式は下表により、配筋種別は設計図（または、下表）による。

（ｅ）孔が並列する場合は、その中心間隔は孔の径の平均値の３倍以上とする。

（ｆ）縦筋及び上下縦筋は、あばら筋の形に配筋する。（ａ）壁の配筋は設計図による。ただし、設計図に指示がなければ下表による。

９－１－２　各部の配筋

（ｂ）帳壁の交差部、端部（開口部）の配筋は、下図による。

（ａ）控壁の配筋

t

（ｂ）帳壁が土間コンクリート上に設置される場合の補強

　　　帳壁が土間コンクリート上に設置される場合の補強は右上図による。

　　　控壁の配筋は、水平、垂直とも左下図による。

（ｃ）帳壁が土間コンクリ－ト上に設置される場合の補強は、下図による。

（ｄ）コンクリートブロック帳壁との取合い

　(1) 控壁の配置は、設計図による。

　(2) 配筋は、下図による。

（ａ）梁貫通孔の補強は下記による。

　　梁貫通孔補強筋の名称等は、下図による。

　　　の範囲には設けてはならない。

（ｃ）孔の上下方向の位置は梁せいの中心付近とし、梁中央部か端は梁下端より１／３Ｄ

（ｂ）孔の径は、梁せいの１／３以下とし、孔が円形でない場合はこれの外接円とする。

　　　び壁付帯梁は除く。

（ｄ）孔は、柱面から、原則として、１．５Ｄ（Ｄは梁せい）以上離す。但し、基礎梁及

　　梁の打増し補強は、下図により、打増し幅が７０ｍｍ以上の場合に適用する。

　　なお、小梁，耐力壁及びスラブの鉄筋の定着長さは、打増し部分を除いて算定する。

　　壁の打増し補強配筋は下図により、打増し厚さａが５０ｍｍ以上に適用する。

（ａ）主筋は、原則としてブロック中心部に配筋し、構造体に定着する。

　　　なお、主筋には継手を設けてはならない。ただし、両面５ｄ以上又は片面１０ｄ

　　　以上のアーク溶接を行う場合は、継手を設けることができる。

（ｂ）壁横筋は、壁端部縦筋に１８０°フックによりかぎ掛けとする。ただし、直交壁がある

　　　場合は、直交壁に定着させるか、直交壁の横筋に重ね継手とする。

（ｄ）ブロック積みのスパン及び高さは、下記による。

（ｃ）壁鉄筋の重ね継手長さは４０ｄとし、定着長さは下記による。

　(1) 帳壁配力筋の構造体部分への定着長さは２５ｄとする。

　　　ただし、係員の承諾を受けて、あと施工アンカーとすることができる。

　(2) (1)以外の定着長さは４０ｄとする。

９－１－１　一般事項

R07/03/19

(　)本

(　)本

D10

２

２

３－Ｄ１３，

２－Ｄ１３

Ｌ３

Ｌ２

Ｌ２

Ｌ２

Ｌ２

Ｌ２

（ａ≦３００ｍｍ）

端　部中間部

ｂｂ

かつ間隔２００ｍｍ以下

ｂ＞３５０ｍｍの場合

ｂ≦３５０ｍｍの場合

同材質、同間隔

スラブ筋と同径、

ａａ

（ａ≦３００ｍｍ）

土間コンクリ－ト

補強筋の鉄筋径

及び間隔に合せる

土間コンクリ－ト補強筋

Ｄ１３

重ね継手

ａ ａ

Ｌ２

Ｌ２ Ｌ２

Ｌ２

階 梁記号 スリーブ外径 補強配筋種別 数量スリーブ材質

2-6φ＠1004-2-D13 １３φ

2-6φ＠1004-2-D13 2-2-D13 １３φＭＨ４

2-2-D13

2-2-D13

なし なし

ＭＨ２

配　筋　図リング溶接金網縦　筋斜め筋
種別

配筋

※注　　　　　は一般部分のあばら筋を示す。

2-6φ＠100 １３φ

なし なし

配　筋　図リング溶接金網縦　筋
種別

配筋

※注　　　　　は一般部分のあばら筋を示す。

4-2-D19 4-2-D13 2-2-D13 3-2-D13Ｈ６

4-2-D16Ｈ４

2-2-D132-2-D132-2-D13

4-2-D13Ｈ３

2-2-D13Ｈ２

2-2-D13 なし なし

なしＨ１

Ｌ
１

Ｌ１

Ｌ１

貫通孔が円形でない場合貫通孔が円形の場合

Ｌ１

Ｌ１

Ｌ
１

配筋

種別
斜め筋 縦　筋 横　筋 上下縦筋 配　筋　図

4-2-D16ＭＨ６

なしＭＨ１

4-2-D13Ｍ３

2-2-D13Ｍ１

4-2-D19ＭＨ７

6-2-D13Ｍ４

Ｍ２ 4-2-D13

4-2-D16Ｈ５

Ｈ７ 4-2-D22

4-2-D16ＭＨ５

ＭＨ３ 2-2-D13

縦　　筋

Ｄ１０＠４００ Ｄ１０＠４００

横　　筋 開口補強筋 (縦横筋)

１－Ｄ１３ １－Ｄ１３

端部補強筋

＜壁の配筋＞

Ｄ１３ 欠き取る
１８０°
折曲げ
かぎ掛け

Ｄ１３

Ｄ１３

欠き取る
４０ｄ

４０ｄ

Ｄ１３

折曲げ
かぎ掛け

１８０°

Ｄ１３４０ｄ

Ｌ２

Ｌ２ D16D13

D10

D10-200@

コンクリートブロック帳壁

D10-200@D10

コンクリートブロック帳壁

Ｄ１０ Ｄ１０－２００＠

コンクリ－トの厚さ

コンクリ－トブロック帳壁

800

２００

Ｄ１６
Ｄ１０
Ｄ１３

Ｌ２

Ｄ１０－２００＠

コンクリ－トブロック帳壁

水平断面、垂直断面とも

Ｈ　形

上縦筋 縦筋

あばら筋

横筋

下縦筋

斜め筋

上縦筋 あばら筋

縦筋

横筋

斜め筋下縦筋

あばら筋

縦筋

溶接金網

斜め筋

リング筋

縦筋

あばら筋

斜め筋

溶接金網

Ｄ

突出し

余長

Ｄ／２

突出し
余長
かぶり

かぶり
余長
突出し

突合せ溶接

リング筋

ＭＨ形およびＭ形

※ｈ

※注 ｈは貫通孔外径

ａ１Ｌ２

帯筋と同径，

同材質，同間隔 ３００以下

Ｌ２ Ｌ２打増し部分 ３００以下Ｄ１６ Ｄ１６

３００以下ａ２ａ

打増し部分
３００ ３００ ３００ ３００ ３００
以下 以下 以下 以下 以下

（ａ）１方向の打増し （ｂ）２方向の打増し

（７０≦ａ，ａ１，ａ２≦２００　の場合）

打増し部分

ａ
あばら筋と同径、

同材質、同間隔
Ｌ２Ｌ２

ｂ≦３５０ｍｍの場合
２－Ｄ１６

ａ
ｂ＞３５０ｍｍの場合
３－Ｄ１６

ｂｂ かつ間隔２００ｍｍ以下

打増し部分

（ａ）下端の打増し （ｂ）上端の打増し

Ｌ２ Ｌ２ａ

Ｄ１６

あばら筋と同径、

同材質、同間隔

腹筋は　　　による６－５
Ｌ２

Ｄ１６
ａ２

ｂ≦３５０ｍｍの場合 ａ１ ｂ
２－Ｄ１６

（ｃ）側面の打増し （ｄ）２方向の打増しｂ＞３５０ｍｍの場合
３－Ｄ１６
かつ間隔２００ｍｍ以下

Ｌ２

ａ

打増し部分

縦筋はＤ１０とし、間隔は２００ｍｍ

横筋はＤ１０とし、間隔は壁横筋と同じ

ブロック厚さ

１００

１５０

スパン及び高さ

２５００

３５００

（７０≦ａ，ａ１，ａ２　の場合）

記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認

一級建築士 一級建築士

第320204号 第360917号

前野 将輝 前田 祐作
A2:NS

A3:NS (原図:A2)
鉄筋コンクリート構造配筋標準図№４

S007

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事



記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認

一級建築士 一級建築士

第320204号 第360917号

前野 将輝 前田 祐作 (原図:A2)
改修前

S008
改修後 基礎伏図

2,1306,710

8,840

4,529

1,722.5
1,722.5

574510

1
,
0
8
0

2
,
4
9
0

1
,
3
2
0

2
,
9
0
0

2
,
4
9
0

8
,
4
4
0

1
4
,
5
0
0

2
,
9
0
0

1
,
3
2
0

1
,
2
4
5

1
,
2
4
5

1
,
2
4
5

1,
2
4
5

4,226

1,
01
0

1,
01
0

2
,0
20

1,680 1,690 1,350 1,390300 300

1
,
0
8
0

1,
2
4
5

1
,
2
4
5

2
,
4
9
0

平成２０年建替 昭和５６年改修

Ｙ１２ Ｙ１２

Ｙ１１ Ｙ１１

Ｙ１０ Ｙ１０

Ｙ９

Ｙ８

Ｙ７

Ｙ６

Ｙ５ ３
２

１

Ｙ４ Ｙ４

Ｙ３ Ｙ３

ＢＹ２ Ｙ２

Ｙ１ Ｙ１

Ａ

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ５ Ｘ７ Ｘ８

Ｘ４ Ｘ６

2,1306,710

8,840

4,529

1,722.5
1,722.5

574510

1
,
0
8
0

2
,
4
9
0

1
,
3
2
0

2
,
9
0
0

2
,
4
9
0

8
,
4
4
0

1
4
,
5
0
0

2
,
9
0
0

1
,
3
2
0

1
,
2
4
5

1
,
2
4
5

1
,
2
4
5

1,
2
4
5

4,226

1,
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20
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新設基礎：形状、配筋は詳細図による

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ５

Ｙ７

Ｙ９

Ｙ１０

Ｙ１２

Ｙ１１

Ａ

Ｂ

１
２

３

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ１０

Ｙ１２

Ｙ１１

平成２０年建替 昭和５６年改修

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３

Ｘ４

Ｘ５

Ｘ６

Ｘ７ Ｘ８

1
,
0
8
0

1,
2
4
5

1
,
2
4
5

2
,
4
9
0

Ｙ

Ｘ Ｘ

Ｙ

改修前 改修後

1
,
8
2
0

3
,
3
1
0

3
,
3
1
0

Ｙ８

1
,
8
2
0

Ｙ６

3
,
3
1
0

3
,
3
1
0

※束石：３００×３００×２００（想定） 束石

6,825

6
3
5

6
3
5

6,825

※犬走り撤去ァ１００（想定）

新設犬走り
　コンクリート　ァ１２０
　溶接金網 φ６－１００×１００
　既設躯体接合部　金属系差し筋アンカー　Ｄ１０＠４００

※犬走り撤去ァ１００（想定）

コンクリートカッター切

コンクリートカッター切

コンクリートカッター切

6
3
5

6
3
5

新設犬走り
　コンクリート　ァ１２０
　溶接金網 φ６－１００×１００
　既設躯体接合部　金属系差し筋アンカー
　　　　　　　　　Ｄ１０＠４００

480

1/100基 礎 伏 図 1/100基 礎 伏 図

　　　　　束・束石の位置・サイズについては想定のため十分に確認すること

　※註記：昭和５６年改修範囲は当時の記録（写真）からの想定

　　　　　束・束石の位置・サイズについては既設に合わせること

　※註記：昭和５６年改修範囲は当時の記録（写真）からの想定

目隠しルーバー基礎詳細図 1/30

1,930480

1,930

2,890
ブロック基礎

新設犬走り

1
5
0

2
5
0

2
0
0

1
0
01
0
0

1
0
0

1-D13

1-D13

D10@200 D10@200

1-D13

1-D13

1
5
0

2
5
0

2
0
0

1
0
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1
0
0

150 1501501,630 150
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R07/03/19

A2:1/30.100

A3:1/42.141

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事

コンクリートブロックァ150コンクリートブロックァ150
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アンカーボルトのピッチ：＠２７３０以内（新設部）

　埋込長さ　：Ｌ＝２５０

平成２０年建替 昭和５６年改修

Ｘ

Ｙ

平成２０年建替 昭和５６年改修

Ｘ

Ｙ

1/100床 伏 図 1/100床 伏 図

（昭和５６年改修時取替材）

（昭和５６年改修時取替材）

根太　：　４５×　５０＠３００

（昭和５６年改修時取替材）

土台　：１１５×１０５

昭
和
５
６
年

　
改
修
範
囲

大引　：１００×　８０＠９0０

平
成
２
０
年

　
建
替
範
囲

土台　：１０５×１０５

大引　：１０５×１０５

根太　：　５５×　５５＠３３０

火打　：　９０×　９０

（平成２０年建替材）

（平成２０年建替材）

（平成２０年建替材）

（平成２０年建替材）

凡 例

木組下地撤去範囲を示す

既設のままの範囲を示す

凡 例

既設のままの範囲を示す

木組下地新設範囲を示す

部材サイズは既設に合わせること

凡 例

（昭和５６年改修時取替材）

（昭和５６年改修時取替材）

根太　：　４５×　５０＠３００

（昭和５６年改修時取替材）

土台　：１１５×１０５

大引　：１００×　８０＠９0０

平
成
２
０
年

　
建
替
範
囲

土台　：１０５×１０５

大引　：１０５×１０５

根太　：　５５×　５５＠３３０

火打　：　９０×　９０

（平成２０年建替材）

（平成２０年建替材）

（平成２０年建替材）

（平成２０年建替材）

昭
和
５
６
年

　
改
修
範
囲

凡 例

新設土台　：１１５×１０５（ヒノキ）

新
設

A3:1/141

A2:1/100

新設接着系アンカー　：Ｍ１２

　引張耐力　：３３ｋＮ

　せん断耐力：２３ｋＮ

　埋込長さ　：Ｌ＝１００

　

新設アンカーボルト　：１－Ｍ１２

　埋込長さ　：Ｌ＝３６０

新設アンカーボルト　：１－Ｍ１６

新設ホールダウン金物：２０ｋＮ

改修前 改修後

－２７５

＋５５０

－３４０

－２７５

＋５５０

－３４０

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ５

Ｙ７

Ｙ９

Ｙ１０

Ｙ１２

Ｙ１１

Ａ

Ｂ

１
２

３

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ８

Ｙ１０

Ｙ１２

Ｙ１１

Ｙ６

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３

Ｘ４

Ｘ５

Ｘ６

Ｘ７ Ｘ８

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ５

Ｙ７

Ｙ９

Ｙ１０

Ｙ１２

Ｙ１１

Ａ

Ｂ

１
２

３

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ８

Ｙ１０

Ｙ１２

Ｙ１１

Ｙ６

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３

Ｘ４

Ｘ５

Ｘ６

Ｘ７ Ｘ８

記

事

項

特 代表設計者 設計担当 設計担当設計担当 設計担当 法適合確認
作図

検図

工事名称

図面名称

設計日

縮　尺 図面番号

一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

株式
会社 前野建築設計

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事

改修前 改修後 床伏図
(原図:A2)

S009

R07/03/19
一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作
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柱材撤去 柱材撤去

C2
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C3

C2

C1 C1C2 C2 C3

C5 C5

柱材撤去 柱材撤去
C1 C3C4C4
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C4

C1

C1

C2

C2

C2

C1

C1

C3 C3 C3
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改修前

平成２０年建替 昭和５６年改修

1/100柱 壁 伏 図

Ｘ

Ｙ

柱　寸法などは柱リストによる

筋かい３０×１０５　　（昭和５６年改修時取替材）

土壁（全壁）　　ァ５０（昭和５６年改修時取替材）

土壁（開口あり）ァ５０（昭和５６年改修時取替材）

凡 例

（時期不明）

　９０×　９０　スギ

（当初材）

（当初材）

１７０×１７０　材種不明

１３５×１３５　材種不明

（平成２０年建替材）

（昭和５６年改修時取替材）

１０５×１０５　ヒノキ

１１５×１１５　ヒノキ

柱リスト

改修後 柱伏図
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改修前 改修後

１
２

３

Ａ

ＢＹ２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ５

Ｙ７

Ｙ９

Ｙ１０

Ｙ１２

Ｙ１１

平成２０年建替 昭和５６年改修
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土壁（全壁）　　ァ５０（昭和５６年改修時取替材）

土壁（開口あり）ァ５０（昭和５６年改修時取替材）

凡 例

乾式土壁（全壁）片側張　新設

柱リスト

１１５×１１５　ヒノキ

（昭和５６年改修時取替材）

（平成２０年建替材）

１３５×１３５　材種不明

１７０×１７０　材種不明

（当初材）

（当初材）

１０５×１０５　ヒノキ

１０５×１０５　ヒノキ 柱　新設

１２０×１２０　ヒノキ 柱　新設
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記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認

一級建築士 一級建築士

第320204号 第360917号

前野 将輝 前田 祐作 (原図:A2)
S010

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事
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平成２０年建替 昭和５６年改修

1/100陸 梁 伏 図
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平
成
２
０
年

　
建
替
範
囲

火打　：　９０×　９０

（平成２０年建替材）

凡 例

平
成
２
０
年

　
建
替
範
囲

火打　：　９０×　９０

（平成２０年建替材）

凡 例

継手

新
設

新設梁　：１２０×１８０（ヒノキ）

改修後
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項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認

一級建築士 一級建築士

第320204号 第360917号

前野 将輝 前田 祐作 (原図:A2)
梁伏図

S011

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事

改修前 改修後
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垂木切断範囲

垂木切断範囲

平成２０年建替 昭和５６年改修

1/100小 屋 伏 図

平成２０年建替 昭和５６年改修

1/100小 屋 伏 図

Ｘ

Ｙ Ｙ

Ｘ

（昭和５６年改修時取替材）

（昭和５６年改修時取替材）

母屋・棟木：特記なき場合　　９０×１０５

垂木　：　４５×　６０＠４５０

昭
和
５
６
年

　
改
修
範
囲

（平成２０年建替材）

（平成２０年建替材）

棟木：特記なき場合　１０５×１５０

垂木　：　５５×　５５＠３６４

平
成
２
０
年

　
建
替
範
囲

凡 例

新
設

屋根下地補強
　構造用合板ァ１２
　Ｎ５０＠１５０以下

（昭和５６年改修時取替材）

（昭和５６年改修時取替材）

母屋・棟木：特記なき場合　　９０×１０５

垂木　：　４５×　６０＠４５０

昭
和
５
６
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改
修
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囲

（平成２０年建替材）

（平成２０年建替材）
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囲
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改修前 改修後
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記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認

一級建築士 一級建築士

第320204号 第360917号

前野 将輝 前田 祐作 (原図:A2)
改修前

S012
改修後 小屋伏図

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事
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小根ほぞ込み栓打ち

渡りあご

凡 例

土壁（全壁）　ァ５０

（昭和５６年改修時取替材）
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長ほぞ差し込み栓打
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小根ほぞ込み栓打ち
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渡りあご

乾式土壁（全壁）片側張　新設

垂木切断

A3:1/141

A2:1/100

改修前

改修後

土台天端
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記
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項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認

一級建築士 一級建築士

第320204号 第360917号

前野 将輝 前田 祐作 (原図:A2)
改修前 改修後 軸組図№１

S013

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事 R07/03/19
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土壁（全壁）　ァ５０

（昭和５６年改修時取替材）

凡 例

い
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ろ

は

小根ほぞ込み栓打ち

渡りあご

凡 例
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ろ

は

小根ほぞ込み栓打ち

渡りあご

乾式土壁（全壁）片側張　新設

R07/03/19

垂木切断

A3:1/141

A2:1/100

改修前

改修後
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記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認

一級建築士 一級建築士

第320204号 第360917号

前野 将輝 前田 祐作 (原図:A2)
改修前 改修後

S014
軸組図№２

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事
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土壁（全壁）　ァ５０

（昭和５６年改修時取替材）

凡 例

い
柱梁仕口

長ほぞ差し込み栓打

柱梁仕口

柱梁仕口

ろ

は

小根ほぞ込み栓打ち

渡りあご

R07/03/19

A3:1/141

A2:1/100

土台天端

１ＦＬ

陸梁天端

母屋天端

土台天端

１ＦＬ

母屋天端

陸梁天端

土台天端

１ＦＬ

母屋天端

陸梁天端

設計ＧＬ 設計ＧＬ

設計ＧＬ設計ＧＬ

設計ＧＬ 設計ＧＬ

Ｙ２ Ｙ３ Ｙ１２Ｙ１１Ｙ１ Ｙ１０Ｙ４ Ｙ５ Ｙ９Ｙ６

Ｙ２ Ｙ３ Ｙ１２Ｙ１１Ｙ１０Ｙ４ Ｙ５ Ｙ９Ｙ１ Ｙ６

Ｘ１ Ｙ２ Ｙ３ Ｙ１２Ｙ１１Ｙ１０Ｙ４ Ｙ５ Ｙ９Ｙ６

記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認

一級建築士 一級建築士

第320204号 第360917号

前野 将輝 前田 祐作 (原図:A2)
改修前 軸組図№３

S015

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事

改修前
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Ｘ ８ 通 軸 組 図

土壁（全壁）　ァ５０

（昭和５６年改修時取替材）

凡 例

い
柱梁仕口

長ほぞ差し込み栓打

柱梁仕口

柱梁仕口

ろ

は

小根ほぞ込み栓打ち

渡りあご

R07/03/19

A3:1/141

A2:1/100

改修前

土台天端

１ＦＬ

陸梁天端

母屋天端

土台天端

１ＦＬ

母屋天端

土台天端

１ＦＬ

設計ＧＬ設計ＧＬ

設計ＧＬ 設計ＧＬ

設計ＧＬ設計ＧＬ

Ｙ２ Ｙ３ Ｙ１２Ｙ１１Ｙ１０Ｙ４ Ｙ５ Ｙ９

Ｙ２ Ｙ３ Ｙ１２Ｙ１１Ｙ１０Ｙ４ Ｙ４Ｙ５ Ｙ９

Ｙ２ Ｙ３ Ｙ１２Ｙ１１Ｙ１０Ｙ４ Ｙ６ Ｙ８

記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認

一級建築士 一級建築士

第320204号 第360917号

前野 将輝 前田 祐作 (原図:A2)
改修前

S016
軸組図№４

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事
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土壁（全壁）　ァ５０

（昭和５６年改修時取替材）

凡 例

い
柱梁仕口

長ほぞ差し込み栓打

柱梁仕口

柱梁仕口

ろ

は

小根ほぞ込み栓打ち

渡りあご

R07/03/19

１ＦＬ

土台天端

母屋天端
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土台天端
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設計ＧＬ設計ＧＬ

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ５ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ５ Ｘ７ Ｘ８

Ｘ４ Ｘ６

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ５ Ｘ７ Ｘ８

記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認

一級建築士 一級建築士

第320204号 第360917号

前野 将輝 前田 祐作 (原図:A2)
改修前

S017
軸組図№５

A3:1/141

A2:1/100

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事

改修前
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土壁（全壁）　ァ５０

（昭和５６年改修時取替材）
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小根ほぞ込み栓打ち

渡りあご

R07/03/19

改修前

陸梁天端

１ＦＬ

土台天端
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Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ８Ｘ７Ｘ５ Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ８Ｘ７Ｘ５

記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認

一級建築士 一級建築士

第320204号 第360917号

前野 将輝 前田 祐作 (原図:A2)
改修前

S018
軸組図№６

A2:1/100

A3:1/141

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事
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400以内 2,700以内

アンカーボルト１－Ｍ１２（新設）

縦桟（新設）：６０×２７以上＠６００以下

乾式土壁補強（新設）

新設梁１２０×１８０

柱・梁にねじφ３．８×７５＠１５０留め

受材（新設）：４０×２７以上

柱（新設） １０５×１０５

横桟（新設）：６０×２７以上＠６００以下

1-D13

2-D13

D10@200

4-D13

D10@200
D10@200

柱（新設） １２０×１２０

新設ホールダウン金物：２０ｋＮ

アンカーボルト：１－Ｍ１２（補強）

埋込長さ　　　：Ｌ＝１００

新設基礎立上 土台新設 １２０×１０５

R07/03/19

全 壁 補 強 詳 細 図 1/50 1/50補 強 基 礎 詳 細 図 あと施工アンカー詳細図 1/20

せん断耐力：２３ｋＮ

引張耐力　：３３ｋＮ

アンカー筋の径：１２ｍｍ
アンカー筋の径１６ｍｍ

アンカーボルト１－Ｍ１６

埋込長さＬ＝３６０

（アンカーボルト位置については床伏図による）

埋込長さＬ＝２５０

アンカー筋の径１２ｍｍ

アンカーボルトのピッチ：＠２７３０以内（新設部）

改修後

面材の種類と厚さ 釘の種類とピッチ

　　　　②受材を新設し、面材を所定の釘とピッチによって、受材の片面にビス打ち

　　　　③受材、縦桟、横桟の交点は相欠きとし、コースレッド２５ 鉄製（表面防錆処理）等で補強する

　　　　④パネルとビスのはしあきは１５ｍｍとし、パネルの木小舞部分にて留めつけ、木小舞表面までめり込ませる

　　コースレッド４５　ＳＵＳ製

　　長手＠１５０以下　短手＠１２０以下

※註記　①乾式土壁補強は認定番号　ＦＲＭ－０１０１（荒壁パネル：丸浩工業）同等品以上とする

乾式土壁

設計ＧＬ

記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認

一級建築士 一級建築士

第320204号 第360917号

前野 将輝 前田 祐作 (原図:A2)
S019

詳細図改修後
A2:1/20.50

A3:1/28.71

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事



A2:NS

R07/03/19
一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

加藤 早妃

第378328号

A3:NS
特記仕様書（電気設備の部） E01

意見を聞いた建築設備士：エーエフ環境技術オフィス　水谷浩（建築設備士　第28D1-0077MT号）

記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認

構内敷きならし

・

工事名称

Ⅰ．工事概要

１．工事場所 三重県志摩市阿児町安乗８４２番地

２．建物概要

建物名称 構造及び階数 国:延面積 建:延面積 消施令の適用 備　　考

別表第一 (     ) 項

国:国有財産法延面積 （㎡） 建:建築基準法延面積 （㎡）

人形芝居舞台　  -   -   - 130.55894 130.55894

３．工事種目

電灯設備
工 事 種 目

建物別及び屋外

動力設備

人形芝居舞台　 屋外
工　　事　　種　　別

・

Ⅱ．工事仕様

１．共通仕様

（１）

（２）

足場その他

項　　　　　目章 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項

・ 別契約の関係受注者(下請け工事の場合は元請け)が定置したものは無償で使用できる。

・ 本工事で設置する。

「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイ

ドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２

内部足場 （・ Ａ種・ Ｂ種・ Ｃ種・ Ｄ種・

外部足場 （・ Ａ種・ Ｂ種・ Ｃ種・ Ｄ種・

施工図等

うち、下記の原図及び複写図（1 部）を監督職員に提出する。ただし、製作図等で原図と

して提出ができないものは、原図に代わるものとしてよい。

機器製作図

試験成績書

一式　、

一式　、 機器・配管固定の施工図 一式

一式制御システム図

電源周波数５ ・ ５０Ｈz・ ６０Ｈz

１）設計用水平地震力

　　なお、特記なき場合、設計用標準水平震度は、次による。

  設計用標準水平震度

●

章 項　　　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項

電熱設備

雷保護設備

受変電設備
電力貯蔵設備

発電設備
構内情報通信網設備

構内交換設備
情報表示設備

映像･音響設備
拡声設備

誘導支援設備
テレビ共同受信設備

監視カメラ設備

駐車場管制設備
防犯･入退室管理設備

中央監視制御設備

構内配電線路
構内通信線路

テレビ電波障害防除設備

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

４．指定部分 無・ 有・ 対象部分

建築工事 別図による

別図による

・ 電気自動車用充電設備
　　機器の重量［kN]に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。

(○印の付いたものが対象工事種目)

　なお、施工図等の著作権に係る該当建築物に限る使用権は、発注者に移譲する。

火災報知設備

図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等 

機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書

を適用する。

の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。改修標準仕様書

第１編第２章2.2.2より足場の種別は以下による。

特記仕様書

２．特記仕様

（１）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

（２）特記事項のうち選択する事項は、○印の付いたものを適用する。

（３）

　

　

項　　　　　目章 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項

・

・ 本工事は、建設発生土情報交換システム（以下「システム」という。）の登録対象

工事であり、受注者は、工事の実施に当たっては土量、土質、土工期等に変更が有っ

建設発生土の処理

室内空気中の
化学物質の濃度測定

天井仕上区分

測定時期 ・工事着手前

測定対象室 ・図　示

・

・

施工終了時

・測定箇所 ・図　示

室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレンの

濃度を測定し、監督職員に報告する。

なお、測定はパッシブ型採取機器により行う。

電気工事士 ・最大電力 500 kＷ 以上の場合、第一種電気工事士により施工を行う。

機器姿図２

呼び線３

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ４

５

　
　
●

・最大電力 500 kＷ 未満の場合、第一種電気工事士又は認定電気工事従事者により施工

　を行う。

合成樹脂管配線

７

共

　
通

　
事

　
項

２

・ 機械設備工事

について

再資源化等

①分別解体の方法

工　程 作業内容 分別解体の方法

特定建設資材廃棄物の種類 再資源化等をする施設名称 所　　在　　地

との取合い

●

一

般

事

項

１

一

般

事

項

１

・ 樹脂製
設置場所 機器種別

重要機器 重要機器

　　特定の施設 　　一般の施設

一般機器 一般機器

上層階

屋上及び塔屋

中間階

地下・１階

機 器

防振支持の機器

水 槽 類

水 槽 類

防振支持の機器

機 器

水 槽 類

防振支持の機器

機 器

2.0 1.5 1.5 1.0

2.0 2.0 2.0 1.5

2.0 1.5 1.5

1.5 1.0

1.5 1.5 1.0

1.5 1.0 0.6

1.0 0.6 0.4

1.0 1.0 0.6

1.0 0.6

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

1.0

・ ・

1.0

0.6

1.5

　種 )・

　種 )・

薄 鋼 電 線 管

　

総合動作試験

●

電

３

力
・
受
変

電
・
発

電

のうち、○ 印が付いたものを適用する。

・Ｅ種

△を頭に付した室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。

た場合、速やかに当該システムのデータ更新を行うものとする。

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。

「機器標準取付高さ」
取付高さ[mm]測　点名　　　称 名　　　称 測　点 取付高さ[mm]

電
力
共
通

積算計器
引込開閉器

分電盤

スイッチ
スイッチ
スイッチ

(多目的便所)
(自動扉)

(一般)
(和室)
(台上)
(土間)
(外壁・屋外)
(一般)
(踊場)
(鏡上)

壁掛形制御盤

手元開閉器箱
制御スイッチ

集合保安器箱
室内端子盤

壁付電話機

壁掛形親時計

子時計
壁掛形スピーカ
壁付アッテネータ

拡
声

時
計

構
内
交
換

動
　
力

ブ
ラ
ケ
ッ
ト

コ
ン
セ
ン
ト

電
　
　
　
灯

1,800～2,000
1,800～2,200

1,300
1,100
1,800
300
150

 150～ 200
500
800

2,100～2,300
2,000～2,500

150

1,500
1,300
300
200

1,300
1,500

(上端1,900以下)

天井高×0.9

1,300
天井高×0.9

～

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

～
～
～
～
～

～

～
～
～

地上
地上

床上 中心
床上 中心
床上 中心
床上 中心
床上 中心
台上 中心
床上 中心
地上 中心
床上 中心
床上 中心
鏡上端 中心

床上 中心
床上 中心
床上 下端
天井下 上端
床上 中心

床上 中心

床上 中心
床上 中心
床上 中心

1,500
(上端1,900以下)中心～床上

1,500
(上端1,900以下)中心～床上

情報表示盤
1,300

ﾍﾞﾙ･ﾌﾞｻﾞｰ･ﾁｬｲﾑ 2,300
壁付押釦（一般） 1,300

外部受付用ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 標準図による
壁付ｲﾝﾀｰﾎﾝ(上記以外) 1,300
呼出釦(ﾄｲﾚ呼出) 900
呼出釦(ﾄｲﾚ呼出) 300
復帰釦 1,500～1,800
機器収容箱 200
ﾃﾚﾋﾞ端子
直列ﾕﾆｯﾄ 300

150

受信機･副受信機  800～1,500
機器収容箱･発信機  800～1,500
警報ベル 2,300
表示灯 2,100
ｶﾞｽ検知機(LPG) 300

出
退
表
示

誘
導
支
援

テ
レ
ビ
共
同
受
信

火
災
報
知

～床上 中心
～床上 中心
～床上 中心
～床上 中心

～床上 中心
～床上 中心
～床上 中心
～床上 中心
～天井下 上端
～床上 中心
～床上 中心

～床上 中心
～床上 中心
～床上 中心
～床上 中心
～床上

天井高×0.9

備
　
　
考

注）

2.意匠に関する部分(正面玄関･玄関ﾎｰﾙ･EVﾎｰﾙ･上級室
　･会議室)の取付位置は、監督職員と協議すること。

3.表記は原則とし、施工前に監督職員の承諾を受ける。

(一般)
(和室)ﾃﾚﾋﾞ端子

直列ﾕﾆｯﾄ

機器の使用に支障が生じる場合は、監督職員と協議する。

壁付発信機
～

中心

中心

1.天井高3,000mm以上の場合及び上記取付高さにおいて

11

２ 照度測定

８

10

11

12

１

９

10

12

13

14

１

・ 在不在制御機能の動作及び動作時間設定のための調光人感センサー

タイムスケジュール制御における点滅及び調光制御の動作確認

・ 外光センサーによる点滅及び調光制御のための動作確認

注）上記試験項目は全数確認とする。

図面に特記無き場合は、次表の「機器標準取付高さ」による。

ケーブル配線の保護管は、標準仕様書の金属管配線及び合成樹脂管配線の項による。

姿図の形状及び寸法は、概略を示す。

長さ 1ｍ 以上の入線しない電線管には、1.2ｍｍ 以上の呼び線を挿入する。

フラッシュプレートは、図面に特記なき場合は次による。

３

４

厚 鋼 電 線 管

保護管

最上階の
埋め込み配管

地中配線の
埋設深さ等

電力・電話の
引き込み

機器取付高さ

接地極

照明制御

15

他工事又は他工種

発生材の処理等

特定建設資材の９

８

７

・水槽類には燃料小出槽を含む。

場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。

・上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の

・重要機器は次のものを示す。

・ 配電盤

・ 交流無停電電源装置

・

・

・

・

・ 総合盤

・

・ 直流電源装置

・ 自動火災報知受信機

・ 放送架

・

自家発電装置

交換装置

中央監視制御装置

２）設計用鉛直地震力

建築工事

梁・床・壁貫通部

埋込分電盤・端子盤・プルボックス

軽量鉄骨下地天井・壁ボード類の切込

床デッキプレート
既製間仕切壁の位置ボックス及びその取付

補強
スリーブ・仮枠
補強
仮枠
補強有りの場合(補強共)
補強無しの場合
切込

電気設備工事

○

○

○

○
○

機械設備工事

○

○

○

配線ピット及び蓋
自立閉鎖装置を取付ける防火戸の切込・補強及びﾄﾞｱﾁｪｯｸ・ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ
照明器具・幹線等の吊ボルト用のインサート
別途機器などへの接続（直接接続するもの）
機器付属制御盤以降の配管配線（接地共）
機器付属制御盤への電源供給の渡配管配線（接地共）

天井吊型 FCU 及び全熱交換形換気扇と操作スイッチとの渡配管配線
煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパに至る配管配線
小便器用水装置の制御盤以降の配管配線

防油提

機器付属制御盤への操作回路の渡配管配線

基礎等
大型設備機器の基礎
防水層に影響する基礎
上記以外の機器の基礎
架台、アンカーボルト

屋上設置の設備機器の基礎

天井点検口

○
○

○

○

○

○
○

○

○
○

○

○

○
○

○
○
○

自動扉及び電動シャッターなどの制御装置に至る配管配線

エレベータ制御盤までの動力・照明用電源、接地線、防災信号及び
拡声設備（館内放送用）の配管配線工事

○

○

○エレベータ制御盤からエレベータ監視盤又は警報盤までの配管配線工事
○エレベータ保守遠隔監視用（電話回線）配管工事

開

口

部

ＥＶ工事

エレベータ制御盤からエレベータ内監視カメラまでの配管配線工事
エレベータ制御盤から外部インターホンまでの配管配線工事 ○

○

○エレベータ緊急地震速報受信用配管工事

他工事又は他工種との取合い

（

（

（

（

金属類・ 電線、ｹｰﾌﾞﾙ類・ 盤類・

・ｲｵﾝ化式感知器 ・

蛍光灯ﾗﾝﾌﾟ・ 白熱灯、HID灯・ ・

・ ・ ・

）

）

）

）

・PCB使用機器

・蓄電池

環境への配慮

章 項　　　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項

●

３

電

力

・

受

変

電

・

発

電

　　

　　
●

　
通
　
信

　

・

情
　
報

４

●

１

　
一
　
　
般
　
　
事
　
　
項

　

　

　

（電気設備の部）

②特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設

共同接地

共同接地

Ａ種

Ｂ種

Ｃ種

Ｄ種

高圧避雷器

交換装置用

通信用

通信用

測定用

構造体接地

等電位接地

ＥＢ（Ｄ=14,L=1500 又は Ｗ=40,L=1200）×3 連 - 2組

接 地 抵 抗 値 接地極の規格・数量

電話引込口
の保安器用

１０Ω以下

Ω以下

１０Ω以下

１０Ω以下

１００Ω以下

１００Ω以下

１００Ω以下

Ω以下

ＥＢ（Ｄ=10,L=1000 又は Ｗ=30,L=900） ×１

Ω以下

１０Ω以下

１０Ω以下

ＥＢ（Ｄ=14,L=1500 又は Ｗ=40,L=1200）×3 連 - 2組

ＥＢ（Ｄ=14,L=1500 又は Ｗ=40,L=1200）×3 連 - 2組

ＥＢ（Ｄ=14,L=1500 又は Ｗ=40,L=1200）×3 連 - 2組

ＥＢ（Ｄ=14,L=1500 又は Ｗ=40,L=1200）×3 連 - 2組

ＥＢ（Ｄ=14,L=1500 又は Ｗ=40,L=1200）×3 連 - 2組

ＥＢ（Ｄ=14,L=1500 又は Ｗ=40,L=1200）×3 連 - 2組

ＥＢ（Ｄ=14,L=1500 又は Ｗ=40,L=1200）×3 連 - 2組

１０Ω以下

ＥＢ（Ｄ=10,L=1000 又は Ｗ=30,L=900） ×１

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

１０Ω以下

ＥＢ（Ｄ=10,L=1000 又は Ｗ=30,L=900）×１

「接地極一覧表」

「工事区分表」

　また、分別解体・再資源化等の完了時に、再資源化等が完了した年月日、再資源化等を
した施設の名称及び所在地、再資源化等に要した費用を書面にて監督職員に報告する。
（書式は「建設副産物情報交換システム」で作成したものとする）

２

別表－１

機　　　　材　　　　名

　

●
　

　
改
　
　
修
　
　
一
　
　
般
　
　
事
　
　
項

５

１００Ω以下 ＥＢ（Ｄ=10,L=1000 又は Ｗ=30,L=900） ×１

接 地 の 種 類 記　　号

　一般照明の照度測定を（　　　箇所）測定する。

　なお、測定場所は、監督職員との協議とする。

１

２

３

局　線

電界強度の測定

ケーブル

第100号)｣に基づく、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成31年2月閣議決定)｣

漏電遮断器回路用 １００Ω以下 ＥＢ（Ｄ=10,L=1000 又は Ｗ=30,L=900） ×１

受注者は、南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する

情報（臨時）が気象庁から出された場合には、工事中断の措置をとるものとし、これに伴う必要な

補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。上記事実が発生した場合は、契約書第26条

（臨機の措置）の規定による。

１

①合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティ

クルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、

断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が

極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応

じた材料を使用する。

接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を

使用する。

接着剤は、可塑性（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等③

②

を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

④①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデ

ヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使

用したものとする。

３）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」

とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する

材料を指す。

①建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアル

デヒド発散建築材料以外の材料

建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料②

③建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

④建築基準法施行令第２０条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

材料・機材の品質等 １）本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質

及び性能を有するものとする。

２）別表－１に機材名が記載された製造業者等は次の①から⑥すべての事項を満たす証明

となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。

①品質及び性能に関する試験データを整備していること。

②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

③安定的な供給が可能であること。

④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。

１）本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律

（以下グリーン購入法基本方針）に定める特定調達品目「公共工事」の品目を調達する場合

は、判断の基準等を満たすものとする。

２）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると

共に、次の①から④を満たすものとする。

ただし、次の①から⑥すべての事項を評価されたことを示す外部機関が発行する書面を提

出し、監督職員の承諾を受けた場合は、証明となる資料等の提出を省略することができる｡

　工事が完成（指定部分に係わる完成を除く）したときは、本工事で作成する施工図等の

図面に特記無き場合は、次表の「工事区分表」による。

　　設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

引渡しを要するもの以外は、構外搬出適切処理とする。

引渡しを要するもの・

・ 特定管理産業廃棄物

・ 再生資源化を図るもの

・ 石綿含有品

　本工事は、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材

を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する

法律施行令」(平成12年11月29日政令第495号）又は都道府県が条例で定める建設工事の

規模に関する基準以上の工事であるため、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する

法律」(平成12年5月31日法律第104号）に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等

の実施について適正な措置を講ずることとする。

　工事契約後に明らかになったやむを得ない事情により、予定した条件により難い場合は、

監督職員と協議するものとする。

・ 新築 建築設備工事

・ 増築 ・ 有 手作業・

手作業、機械作業併用・無・修繕・

・ 模様替

・ コンクリート

・ コンクリート及び鉄から
成る建設資材

・ 木材

ｱｽﾌｧﾙﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ・

届出に係る事項の説明時に上記と異なる施設（同種の再資源化等を行う施設に限る。）を

受注者が提示した場合は、当該施設に搬出することができる。ただし、当該施設への変更

については設計変更の対象としない。

最上階の天井スラブへの埋め込み配管は、原則として避けるものとする。

金属製（ステンレス、新金属も含む）・

分電盤、制御盤、端子盤等の２次側以降の配管配線経路、配線太さ、配線本数、管径等電線本数・管路等

は、監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。

合成樹脂製可とう電線管 (ＰＦ管) 及び付属品は、タイプ - 25 のものを使用する。６

なお、電力用位置ボックス類は原則として合成樹脂製とするが、コンクリート打ち込み

部分は金属製としても良い。

ただし、金属製とする場合は当該ボックスには接地を施すものとする。

薄鋼電線管は表示されているものと同一外形のねじなし電線管を使用しても良い。

厚鋼電線管は、図面に特記なき場合は溶融亜鉛メッキ（Ｚ３０）仕上げとする。

地中配線で、特記なき埋設深さは 0.6ｍ 以上とし、標識シート（２倍長以上重合せ）

幅150mmを設ける。

なお、掘削幅が0.6m以上の箇所は、標識シートを2列以上並列に設ける。

ハンドホール等の鉄蓋は、鋳型流し込みで用途名を表示する。

（

構内通信線路の用途名 （

・ 電力

・ 通信

・

・

）

）

（ ・ ・ ）共用する場合の用途名 電気

構内配電線路の用途名

ハンドホールの蓋

電力及び電話引き込み線の引留方法、位置については電力会社及び電気通信事業者と打

ち合わせのうえ監督職員と協議により施工する。また、外線工事負担金等の調査報告を

監督職員に速やかに行う。

図面に特記無き接地極は、次表の「接地極一覧表」による。

照明制御の総合動作試験は次に示す事項について行い、監督職員に試験成績書を提出し、

承諾をうける。

・ 目標照度設定のための各調光センサー（夜間及び日中）

・

局線の新増設移転の手続きは、本工事とする。

最上階フロアのコンクリート打設前に、受信電波の電界強度測定を 3 か所以上行うこと。

また、その報告書を監督職員まで提出すること。

EM-UTPケーブルは、使用用途が判別できるようシース色等を変えること。

は　つ　り

図示 ）

図示 ）

既存資料調査 ）

本工事 別途

工事範囲

目視

）

既存配線ﾙｰﾄ

施工調査

仮設備工事

養生

非破壊検査

既設との取合い

事前調査　（

調査項目　（

調査範囲　（

調査方法　（

本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工改造は、本工事とする。

なお、範囲及び検査方法は監督職員と協議するものとし、費用は別途とする。

非破壊検査による埋設物の調査（　

養生範囲　（

既存部分の養生は、改修標準仕様書第１編第１章による。

仮設備期間

仮電源 受変電設備 発電設備

図示による　　　ヶ月

・ ・ ） 養生方法　（ ・ ・

・ 要 ・ 不要 ）

６

５

４

３

２

１

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの。

ＥＡ・Ｄ

ＥＬＨ

Ｅｔ

ＥＡｔ

ＥＤｔ

ＥＤｔ

Ｅ０

ＥＡ・Ｃ・Ｄ

ＥＡ

ＥＢ

ＥＣ

ＥＤ

ＥＥＬＣＢ

・

・

・

公共建築工事標準仕様書　　（電気設備工事編）（令和4年版）（以下「標準仕様書」という。）

公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和4年版）（以下「改修標準仕様書」という。）

公共建築設備工事標準図　　（電気設備工事編）（令和4年版）（以下「標準図」という。）

６ 耐震施工 設備機器の固定は、施設の分類並びに機器の種別、重要度及び設置階に応じて、次の設計

用水平地震力及び設計用鉛直地震力に対し、移動、転倒、破損等が生じないようにする。

３ 発電回路照明器具 発電回路に接続される照明器具は、回路種別が識別できる表示を行う。（シールの貼付等）

４ 発電回路コンセント 発電回路に接続する新設のコンセントは、回路種別が識別できるものとする。

なお、特記なき場合、自家発電装置に接続する回路は原則として赤色コンセントとする。

５ 電動機等の接地 金属管配線において、電動機容量 7.5ｋＷ 以下は金属管を接地線とする。

６ 分電盤等 本工事の分電盤・ＯＡ盤・実験盤で、分岐に用いる配線用遮断器の寸法と定格は、JIS C

8201-2-1：附属書JC(参考)「電灯分電盤用協約形回路遮断器」によるものとし、特記なき

場合、JIS協約形の1Pサイズ(100V2P1E、200V2P2E）とする。

また、漏電遮断器の寸法と定格は、JIS C 8201-2-2：附属書JC(参考)「電灯分電盤用協約

形回路遮断器」によるものとし、特記なき場合、JIS協約形の1Pサイズ(100V2P2E)とする。

７ ＯＡ盤・端子盤 ＯＡ盤の端子盤部及び端子盤には、換気口を設けるものとする。

規約効率
電動機出力(kW)

規約効率(％) 200V

0.4 0.75

86.0 88.5

1.5

92.0

2.2

93.0

3.7

94.0

5.5

94.0

7.5

94.5

電動機出力(kW) 15

95.0

18.5

95.5

22 30 37 45

95.5 95.5 95.5 95.5規約効率(％) 200V

11

94.5

75

95.5

55

95.5

８ インバータ装置の 三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は、次の数値以上とする。

９ 低圧配電盤 低圧配電盤に用いる配線用遮断器は埋込形とし、全て警報接点付きとする。

10 設備機器容量等 本工事及び別契約の関連工事において設備機器容量等が相違する場合は、関連する設備

）モンドカッターによる。

既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは、図面に特記なき場合はダイヤ

はつり工事は、事前に走査式埋設物調査を行い、監督職員に報告を行うこと。

の施工及び機器製作前に監督職員と協議し、指示を受けること。

ケーブルの種類11 EM　高圧架橋ポリエチレンケーブルはJCS 4395 「6600V 架橋ポリエチレンケーブル
(3層押出型)」によるものとし、次による

呼称(図示番号) 種　　　　類

6kv-EM-CE-(EE)

6kv-EM-CET-(EE)

6600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
(6600V CE/F (EE))

6600V トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性

ポリエチレンシースケーブル(6600V CET/F(EE))

1

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事
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G

G

G

G

G

H

H

H

H

I

I

J

Ｗｈ

中電ﾒｰﾀｰ:1φ3W 60A

L-1

中電柱:64ﾂ832

NTT柱:里幹22-2

2

2

2

2

2

2
.
0 2
.
0 2.0

2.0

2.
0

2
.
0

2.0

2
.
0

2.0

2
.
0

DV22

2

E1F

L-1

【L-1】1φ3W 105/210V

　主ﾌﾞﾚｰｶ:ELCB 3P50/40A

　分岐ﾌﾞﾚｰｶ:MCCB 2P30/20A×8

2

2

500W

500W

500W

500W

200W

200W

Hf32W×2

Hf32W×2

Hf32W×2

Hf32W×2

Hf32W×2

Hf32W×2

7W×100

提灯

屋外用投光器

舞台照明

A1

A

A1 A1 A1

A1 A1

A1

A2

A2

B

B

B

B

B

C1

C

D

E
E

G

G

G

G

G

G

H

H

H

H

I

I

J

Ｗｈ

中電ﾒｰﾀｰ:1φ3W 60A

L-2

中電柱:64ﾂ832

NTT柱:里幹22-2

2

2

2

2

2

SV5.5-3C

【L-2】1φ3W 105/210V

　主ﾌﾞﾚｰｶ:ELCB 3P30/30A

　分岐ﾌﾞﾚｰｶ:MCCB 2P30/20A×6

ED ED

2
.
0

2.0

WP

WP

WP

WP

WP

WP

WP

WP

WP

WP

撤去照明器具一覧表

記号 種別 備考 記号 種別 備考

A1 FR-4101F（ﾁｪｰﾝ吊） 撤去 E1 FL40W×1 直付 撤去

A2 LED 直付 撤去 F FL15W×1 直付 撤去

B (IK-505W)+(CF-5NW)+(RF-500) 撤去 G Hf32W×2 直付 備品

C FT-2103N 撤去 H 屋外投光器 500W 備品

D FB-1539 撤去 I 屋外投光器 200W 備品

E LED 直付 撤去 J 提灯用電球 7W 備品

【注記】

　・図中の実線表記は、撤去とする。

　・図中の点線表記は、既設のままとする。

　・照明器具、ｽｲｯﾁ、ｺﾝｾﾝﾄ、ｹｰﾌﾞﾙ等については、参考とし

    現地調査のうえ施工すること。

　・各分岐回路が【L-1】または【L-2】のどちらに繋がっているか現地調査

　　のうえ施工すること。

　・壁面内部等で撤去が困難なｹｰﾌﾞﾙについては、監督員と協議のうえ残置と

　　すること。

VA1.6-2C

VA2.0-2C

VA1.6-3C

VA1.6-2C×2

VA1.6-3C+2C

特記なき配線は下記による。

Ｗｈ

2

WP

特記なき記号は下記による。

記　号 名　称

分電盤

ｺﾝｾﾝﾄ-壁付

ｺﾝｾﾝﾄ-壁付

中電柱

電力量計

備　考

2P15A×2

WP

撤去

撤去

既設のまま

既設のまま

【注記】

　・図中の実線表記は、新設とする。

　・図中の点線表記は、既設とする。

　・露出ｹｰﾌﾞﾙについては、外部はVE、内部は1種金属線ぴで保護すること。

　・照明器具は、吊りボルト共とする。

SV5.5-3C【中2階:L-1】へ

【L-2】へ

SV5.5-3C【Wh】へ

EM-CET22(VE54)【L-1】へ
【L-1】1φ3W 105/210V

　主ﾌﾞﾚｰｶ:ELCB 3P60/60A

　分岐ﾌﾞﾚｰｶ:MCCB 2P30/20A×20

  ※ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｺｽﾓﾊﾟﾈﾙ相当品

【中2階:L-1】へ

EM-EEF2.0-3C(1CE)(MM)

【L-1】へ

ＲＣ
2EET

2
.
0

Ｗｈ

2

WP

特記なき記号は下記による。

記　号 名　称

分電盤

ｺﾝｾﾝﾄ-壁付

ｺﾝｾﾝﾄ-壁付

中電柱

電力量計

備　考

2P15A×2

2P15A×2 EET
ﾌﾙ接地防水ﾀﾞﾌﾞﾙ

新設

新設

既設のまま

既設のまま

EM-EEF2.0-3C(1CE)(MM)

一般形ｽｲｯﾁ 撤去

一般形ｽｲｯﾁ 新設

2.0

Ｓ

架空ｹｰﾌﾞﾙ：DV2.0-3C

防雨入線ｶﾊﾞｰ

屋外用ｹｰｽﾌﾞﾚｰｶ 2P20A ｺﾝｾﾝﾄ付

2EET

2EET

2

2EET ｺﾝｾﾝﾄ-壁付 2P15A×2EET 新設

ｽﾎﾟｯﾄｸｰﾗｰ専用

2.0

2.0

2.0
2.0

2.0

(MM.CB)

(MM.CB)

(MM.CB)

(MM.CB)

既設ｱｰｽ流用 L-1に接続

架空ｹｰﾌﾞﾙ：DV22-3C

電気設備 平面図

撤去

新設

3
.
5

3
.
5

3
.
5

3
.
5

2.0 EM-EEF2.0-3C(1C:E)

EM-EEF1.6-2C

EM-EEF1.6-3C(1C:E)

EM-EEF1.6-2C×2(1C:E)

EM-EEF1.6-3C+2C

特記なき配線は下記による。

EM-CE3.5-3C(1C:E)(VE28)3.5

枠組本足場

（手すり先行方式）

建地幅 W900

2
.
0

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事



A2:NS

R07/03/19
一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

加藤 早妃

第378328号

A3:NS
照明器具姿図 E03

意見を聞いた建築設備士：エーエフ環境技術オフィス　水谷浩（建築設備士　第28D1-0077MT号）

記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 法適合確認

器具参考姿図

A1 ｉＤシリーズ直付型４０形　反射笠付型 ｉＤシリーズ直付型４０形　Ｄスタイル　Ｗ１５０

パナソニック　直付ＸＦＸ４３９ＫＥＮＬＥ９ 相当品

Ｈｆ３２形高出力型１灯器具相当Ｈｆ３２形高出力型１灯器具相当

ＬＥＤスポットライト７５０形 ｉＤシリーズ直付型２０形　Ｄスタイル　Ｗ１５０ ＬＥＤウォールライト　２０形

ｉＤシリーズ直付型４０形　ｉスタイル ｉＤシリーズ直付型２０形　ｉスタイル

A2 B C D

E F

公共型番：LSS9-4-30

マルチハロゲン２５０形１灯器具相当

パナソニック　ＮＹＴ１０７３ＳＬＥ９ 相当品

ＦＬ２０形２灯器具相当

公共型番：LSS9-2-15

Ｈｆ１６形１灯器具相当

公共型番：LBF3MP/RP-2-13

Ｈｆ３２形高出力型１灯器具相当

パナソニック　直付ＸＦＸ４３９ＮＥＮＬＥ９ 相当品

ＦＬ２０形２灯器具相当

公共型番：LSS1-2-15

令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事



一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第378328号

加藤 早妃 M001機械設備工事　特記仕様書１
A2:NS

A3:NS

記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

建築

工事名称

　　　　　　　項　　　　　　　　　目

開

口

部

鉄骨鉄筋コンクリート部材のはり貫通部　補強

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スリーブ

ＲＣ部材のはりの貫通部　　　　　　　　補強

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スリーブ

ＲＣ部材の床・壁の貫通部　　　　　　　補強

機械設備 電気設備

工 事 概 要

１．工事場所

２．建物概要

消防法施行令の適用  耐震区分 　備　考　 建 物 名 称 構造及び階数 国：延面積 建：延面積

３．工事種目（・印の付いたものが対象）

工     事     種     別建物別及び
屋外

工事種目

・空気調和設備

・換気設備

・排煙設備

・自動制御設備

・衛生器具設備

・給水設備

・排水設備

・給湯設備

・消火設備

・厨房設備

・ガス設備

・浄化槽設備

　章　　　項　　　　目　　　　　　　特　　　　　　　　記　　　　　　　　事　　　　　　　　項

　章　　　項　　　　目　　　　　　　特　　　　　　　　記　　　　　　　　事　　　　　　　　項 　章　　　項　　　　目　　　　　　　特　　　　　　　　記　　　　　　　　事　　　　　　　　項

人形専用舞台

鉄骨部材のはり貫通部　　　　　　　　　穴開け(補強を含む)

工 事 仕 様
１．共通仕様

130.56木造　平屋建

　　国：国有財産法延面積（ｍ2）　　建：建築基準法延面積（ｍ2）

人形専用舞台

　　　るものとし、・印のついたものを適用する。

２．特記仕様

・　ガスの種類 ・ 都市ガス（種別　　，発熱量　　　　MJ/m３(N),供給事業者名　　　　　　　　　）

・　消火設備の種別 ・ 屋内消火栓設備　　　・ スプリンクラー設備　　　・ 泡消火設備
・ 連結散水設備　　　　・ 連結送水管　　　・ 不活性ガス消火設備（ ・ 　　　）

・　排水方式

・　給水方式
・ ポンプ直送方式　　・ 増圧給水直結方式

・　自動制御方式

・　空調方式
・　主要熱源機器

方式及び種別　　　　　　　　　　　　　設　　　備　　　概　　　要
５．設備概要（・印を付けたものは、本工事あるいは既設設備の概要を示すもので、仕様を規定するものではない。）

　　　対象部分：

●
 
一
 
般
 
共
 
通
 
事
 
項

一
 
般
 
共
 
通
 
事
 
項

●
空
気
調
和
設
備

本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工改造は、本工事とする。 1.既設との取合い

 2.施工調査 事前調査　　・ 本工事　　・ 別途

 3.仮設間仕切

既存部分の養生は、改修標準仕様書第１編３章による。

 5.既設ダクトの再利用

放射線透過検査等による埋設物の調査は( ・ 要　・ 不要 )とする。
範囲は監督職員の指示による。なお、検査費は別途とする。

（１）各種配管の試験は、新設配管に適用する。
（２）新設配管は、既設配管との接続前に試験を行う。

仮設間仕切は、改修標準仕様書第１編２.２.３による。種別( ・ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種 )

本工事で作成する施工図等のうち、次の原図及びその複写図(１部)を監督職員に提出する。
ただし、製作図等で原図として提出ができないものは、原図に代わるものとしてよい。

　　　試験成績書　　　　一式、　機器・配管固定の施工図　　　　一式
　　　機器製作図　　　　一式、　制御システム図　　　　　　　　一式

○
改
修
関
係
事
項

 1.発生材の処理等

ポンプ排水　　 ・ 有（ ・ 汚物　　　・ 雑排水　　・ 湧水　）　　・無

なお、施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲する。

                      　　　　　　　　スリーブ

開口部の穴埋め補修

床デッキプレートの貫通部　　　　　　　補強

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　切り込み

天井・軽鉄間仕切りの開口　　　　　　　ボードの切込み及び補強共

換気扇の取付枠

床下水槽のマンホールふた

床、天井点検口

電 機器付属の制御盤以降の二次側配管配線（接地共）

気 機器付属の制御盤への電源供給配管配線

配 自動制御盤と動力盤との電源供給の渡り配管配線

管 自動制御盤と動力盤との操作回路の渡り配管配線

配 機器と付属操作スイッチとの渡り配管配線（接地共）

線 煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパーに至る配管配線

小便器用節水装置の制御盤以降の二次側の配管配線

改 コンクリート壁、床など　　　　　　はつり

修 　　　　　　　　　　　　　　　　　荒補修

工 　　　　　　　　　　　　　　　　　仕上げ補修

事

外部取付ガラリ　　　　　　 ダクトチャンバーの接続用フランジを含む

湯沸室等流し台　　　 　　　排水トラップ共

湯沸室等の排気フード　　　 ステンレス製天蓋

基礎等 屋上設置の設備機器の基礎

大形設備機器の基礎

防水層に影響する基礎

上記以外の機器の基礎

防油提　　　　　 　　　　　建物内、油サービスタンクの防油提

架台、アンカーボルト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　箱入れ

　　　　　　　　　　　　　　　　　復旧

　　　　　　　　　　　　　　　　　撤去（下地開口補強を含む）

天井、壁などのボード類　　　　　　撤去（ボード類のみ）

　　・ 風量調整　　　・ 水量調整　　・ 室内外空気の温湿度の測定
　　・ 室内気流及びじんあいの測定　 ・ 騒音の測定　　
　　・ 飲料水の水質の測定　　　　　 ・ 初期運転状態の記録

　  調整項目（測定箇所等は監督職員の指示による。）

製造者規格による標準品としてよい。
換気扇、圧力扇及び標準仕様書に記載なく特記のないものの電動機の保護規格は、

の案内板を設備機械室に設ける。但し、案内板の大きさは、約　　　ｍ2とする。

　 ・ （ａ）　　・ （ｂ）　　・ （ｃ）
(3)溶接部の非破壊検査　　　・　不要　　　　・　要（　　　　　　　）

(1)地中埋設標　　　　・　要（図示による）　　　　・　不要
(2)埋設表示テープ　　・　要（排水管を除く）　　　・　不要

・　ベローズ形　　　・　スリーブ形

   防振支持金物

・　共同溝内　　ダクト：　　　　　　　　　　配管：
・　多湿箇所　　室　名：

・ ６０Hz    ・ ５０Hz

(1)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。
(2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された数値以下とする。

・　本工事とし下記項目の計画書及び測定報告書を提出する。　　　・　別途とする。

油系に使用する弁の耐圧は、１０Ｋ（マレアブル弁等）とする。

図示の位置に取り付ける。

特記のない弁の耐圧は、ＪＩＳ又はＪＶ ５Ｋとする。

図示の位置に取り付ける。

 7.試　験

 4.養　生

志摩市阿児町安乗８４２番地

建物内汚水、雑排水　（ ・ 合流式　　・ 分流式　）

・ 空冷ヒートポンプ方式

(2)建築物導入部配管の変位吸収方法は標準図（建築物導入部の変位吸収配管要領）による。

標準仕様書第２編3章1節によるほか次による｡ただし各工事種目で別に指定されたものは除く｡

・ 水道直結方式　　　・ 高置タンク方式   　・ 圧力タンク方式

機器システム図及び重要な定期点検項目等を記載した ・ アクリル樹脂製 ・ 市販パネル

 6.非破壊検査

・　

既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは、図面に特記のない場合はダイヤモン
ドカッターによる。穴開けを行う際は、電磁誘導等の機器で鉄筋探査を行う。

撤去する配管、ダクト等の支持金物、吊りボルト等は本工事にて撤去する。
石綿含有分析調査　　・ 本工事　　　・ 別途工事

撤去する前にフロンを屋外側ユニットに集める作業（ポンプダウン）を行う。

 9.撤去工事

 10.冷媒(フロン類)の回収

 8.あと施工アンカー

（　　）書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。

Ⅲ・Ｂ・乙

・ 液化石油ガス（　・　ボンベ　　・　バルクタンク　　・　　　　　　　）

・ 石綿含有品（ ・ 配管用成形保温材 ・ フランジ用ガスケット（ ・ 配管 ・ ダクト））

・ 再生資源化を図るもの　　( ・ 塩ビライニング鋼管　　　　　　・臭化リチウム　）

・ 特別管理産業廃棄物（ ・　　　　　　　・　 　　　　　　）

　　・ 構外搬出適切処理　　・　別途工事

　　・ 構外搬出適切処理　　・　別途工事

　　・ 構外搬出適切処理　　・　別途工事

上記以外のものの処理は構外搬出適切処理とする。

金属類は引渡しを要するものとする。

 　再資源化等
 2.特定建設資材の

下記の試験を行う場合には、範囲は監督職員と協議による。
　　・ アンカー引抜試験（　・　性能確認試験　　・　施工後確認試験　　）

撤去する配管（断熱材被覆銅管を含む）、ダクト等の保温は分離する。

石綿撤去方法　　　　・ 本工事（　・　図示による　）　　・　別途工事

次の書類の写しを監督職員に提出する。
業務用冷凍空調機器の撤去に伴う冷媒の回収方法は、改修標準仕様書第３編２.４.３により、

　・ 冷媒充填・回収証明書　　・ 特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）

パッケージ形空気調和機の移設等により、冷媒の回収・再充填が必要となる場合においては、
上記に準じて冷媒の大気中への放出を防止する措置を講じること。

（機械設備の部）

・ 冷温水機　　　　　・パッケージ型空気調和機　　　・　

・ 保温無し屋内露出の配管及びダクトは塗装を行う。（ただし、機械室内及び屋上は除く）

機械設備工事機材承諾図様式集（平成２８年版）によるほか、監督職員の指示による。

　本工事は、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を
使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
施工令」（平成１２年１１月２９日政令第４９５号）又は都道府県が条例で定める建設工事
の規模に関する基準以上の工事であるため、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法
律」（平成１２年５月３１日法律第１０４号）に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資
源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。
　工事契約後に明らかになったやむをえない事情により、予定した条件により難い場合は、
監督職員と協議するものとする。
　また、分別解体・再資源化等の完了時に、再資源化等が完了した年月日、再資源化等をし

　　 ・ 新築　　建築設備工事
　　 ・ 増築　　　・ 有　　　　　・ 手作業
　　 ・ 修繕　　　・ 無　　　　　・ 手作業･機械作業併用

（１）分別解体の方法

　　 ・ 模様替

　　工　程　　　作業内容　　　　　　　分別解体の方法

（２）特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設
　　特定建設資材廃棄物の種類　　　　再資源化等をする施設名称　　　所　在　地

　　 ・ コンクリート及び鉄から成

　　 ・ アスファルト･コンクリート

　　 ・ コンクリート

　　　　る建設資材
　　 ・ 木材

　届出に係る事項の説明時に上記と異なる施設（同種の再資源化等を行う施設に限る。）
を受注者が提示した場合は、当該施設に搬出することができる。ただし、当該施設への変更
については設計変更の対象としない。

　方法

 3.建設発生土の処理 ・ 構内敷きならし

　　　DID区間（　・　有　　　　・　無　　）
　　　構外搬出（片道運搬距離　約　　　km）

・ 本工事は、建設発生土情報交換システム（以下「システム」という。）の登録対象工事で
 　あり、受注者は、工事の実施に当たっては土量、土質、土工期等に変更が有った場合、速
 　やかに当該システムのデーター更新を行うものとする。尚、これにより難い場合には、監
 　督職員と協議しなければならない。

 4.環境への配慮

　　　クルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断

　　　めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じ
　　　た材料を使用する。

　　　使用したものとする。

　　　使用する。

　　　を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

　　　デヒド発散建築材料以外の材料

材料を指す。

 ・ 別契約の関係受注者(下請け工事の場合は元請け）が定置したものは無償で使用できる。
 ・ 本工事で設置する。
　　「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイ
　　ドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２

・ 根切り土の中の良質土（コンクリ－ト管以外の管の周囲は山砂の類） ・ 山砂の類

　　改修標準仕様書第１編２．２．１より足場の種別は以下による。
　　の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

（１）本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有す
　　　べき品質及び性能を有するものとする。

 6.足場その他

 7.埋戻し土及び盛土

た施設の名称及び所在地、再資源化等に要した費用を書面にて監督職員に報告する。
（書式は「建設副産物情報交換システム」で作成したものとする）

　　　が気象庁から出された場合には、工事中断の措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全
　　　処置を講じなければならない。
　　　上記事実が発生した場合は、契約書第26条（臨機の措置）の規定による。

 5.機材の品質等

　　　事項を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受け
　　　た場合は、証明となる資料等の提出を省略することができる。

建物外放流先　汚　水（ ・ 直放流下水管　　　　　 ・ 　　　　　　　　）
　　　　　　　雑排水（ ・ 直放流下水管　　　　　 ・ 　　　　　　　　） 水道直結部に使用する弁の耐圧は、ＪＩＳ又はＪＶ １０Ｋとする。

 8.施　工　図　等

9.機材の承諾図

10.総 合 調 整

11.電　動　機

12.電源周波数

13.容量等の表示

15.案　内　板

16.配　管

17.地中埋設標等

18.弁　類

19.絶縁フランジ・絶縁継手

20.鋼管用伸縮管継手

21.防振吊り金物及び

22.保　温

23.塗　装

24.は　つ　り

25.天井仕上区分

ステンレス鋼管に取り付ける呼び径６５以上の弁は、ステンレス製とする。

　　　デヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を

　　　熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極

改修標準仕様書第３編２.２.７「既設ダクトの再利用」による。
改修標準仕様書第３編２.２.８「ダクト清掃」を　　・ 行う　　・ 行わない

改修標準仕様書第２編５.１.３「あと施工アンカー」による。

工事区分表（図面に特記なき場合は工事区分表による）

電線及びＥＭケーブルの規格は標準仕様書第４編１.５.１表４.１.１１による。
電線類は、ＥＭケ－ブルを使用する。（機器、盤類を除いてもよい）

26..電線類

　（１）図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の標準仕様書等によ

　（２）電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特記仕様書を適用する。

　（１）章は●印の付いたものを適用し、項目及び特記事項は○印の付いたものを適用する。
　（２）特記事項のうち選択する事項は、・印の付いたものを適用する。
（３）受注者は、南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する情報（臨時）

（２）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると

（３）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」

（１）本工事において、｢国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成１２年法
律第１００号）に基づく、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成３１年２月閣
議決定）」に定める特定調達品目の分野｢公共工事｣の品目を調達する場合は、判断の基準等
を満たすものとする。

・ 電気式　　・ 電子式　　・ デジタル式　

 (1)内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。
 (2)空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及びダクト系で消音
　　内貼したチャンバーには点検口を設置し、寸法は図示による。
 (3)外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは雨水の滞留のないよ
　　うに施工する。

 (1)防煙ダンパー　　　復帰方式（ ・ 遠隔(定格入力はDC24V 0.7A以下)　・　　　　　）

 (2)蒸気加熱コイル廻り（標準図）の弁は仕切弁とする。
 (3)ファンコイルユニットと冷温水管の接続部（往･還）には、ボール弁を取付ける。

 (1)冷温水コイル廻り（標準図）の弁は（ ・ 仕切弁 ・ バタフライ弁 ）とする。

図示の位置に取り付ける。

　　また、ファンコイルユニットには、（・ 流量調整弁　・ 定流量弁）を設置する。

　　（白）とする。

 　　　　　　　　　　　 ・ 塩ビライニング鋼管（ＶＡ又はＶＢ）

　　　　　　　　　　　　・ 圧力配管用炭素鋼鋼管（黒）Ｓｃｈ４０
　　　　　　　還管　　　・ 圧力配管用炭素鋼鋼管（黒）Ｓｃｈ８０

 (1)冷温水管　　　　　　・ 配管用炭素鋼鋼管（白）　　　・　

 (4)冷媒管　　　　　　　・ 断熱材被覆銅管（難燃性）
 (5)膨張管、空気抜き管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管は配管用炭素鋼鋼管

 (6)加湿用給水管　　　　・ ステンレス鋼管　　・ ポリ粉体鋼管（ ＰＡ又はＰＢ）

 (7)蒸気管　　給気管　　・ 配管用炭素鋼鋼管（黒）　　　・　

 (8)油管　　　　　　　　・ 配管用炭素鋼鋼管（黒）　　　・　

    　　　　　　　　　　・ 架橋ポリエチレン管（20Ａ以下）

 (2)冷却水管　　　　　　・ 配管用炭素鋼鋼管（白）　　　・　

　　　　　　　　　　　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管
 (3)空調用排水管　　　　・ 配管用炭素鋼鋼管（白）　　　・ 

 (2)ピストンダンパー　復帰方式（ ・ 遠隔　　　・　　　　　　）

 4.チャンバー

 5.ダンパー

 6.風量測定口

 7.配 管 材 料

 8.弁　類

 1.ダ　ク　ト  ・ 低圧ダクト　 ・ コーナーボルト工法（長辺の長さが1,500mm以下の部分）
 　　　　　　　　・ アングルフランジ工法

空気調和機　　レタンチャンバー

　　　　　　　レタンチャンバー

　　機材名　　　　　計測部位　　　　 温度計 　　　 温度計　　　　　圧力計
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 の種類 　 入口側　出口側　入口側　出口側
冷温水機　　　冷温水　　　　　　　円形指示計　　 ○　　　○　　　○　　　○
冷凍機　　　　冷却水　　　　　　　円形指示計　　 ○　　　○　　　○　　　○

ユニット形　　冷温水　　　　　　　円形指示計　 　○　　　○　　　○　　　○

熱交換器　　　　　　　　　　　　　円形指示計　　 ○　　　○　　　○　　　○
ヘッダー　　　　　　　　　　　　　円形指示計　　 ○　　　○　　　○　　　○

着脱式の場合、（４０Ａ　　　個　１００Ａ　　　個　）を付属する。
なお瞬間流量計の形式は、（ ・ 固定式　 ・ 着脱式 ）とする。
瞬間流量計はピトー管方式によるもので、止水コック付とし、図示の位置に取り付ける。

　また、フロートスイッチ部はステンレス鋼製（油面検出部）とする。

　制御盤には（ ・ 給油ポンプ制御　・ 返油ポンプ制御　・ 漏えい検知警報
　・ 満油警報　・ 減油警報　・ 遠隔警報　 ・ 電磁弁制御 ）の端子を設ける。
　なお、フロートスイッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の標準仕様とする。

標準仕様書第２編３．１．４によるほか、次による。

 ・ 空気調和機及びファンコイルユニットの排水管の保温は、標準仕様書第２編３．１
 　 ．５の排水管の項による。

パッケージ形　サプライチャンバー　円形指示計　 　○　　　○

空気調和機　　サプライチャンバー　円形指示計　　 ○　　　○

 　　　屋内露出（ ・ 合成樹脂製カバー　・ 保温化粧ケース（材質：　　　　））

○
換
気
設
備

 　　　屋外露出（ ・ ステンレス鋼板　　・ 保温化粧ケース（材質： 　　 　）
　　 　　　　　　 ・ カラー亜鉛鉄板　　・ 溶融アルミニウム-亜鉛鉄板 ）

下記の表に○をつけた箇所に設置する。なお円形指示計は100mmφ以上とする。

 ・ 膨張管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管の保温は、標準仕様書第２編
 　 ３．１．４の温水管の項による。

 ・ 冷媒管の保温外装は下記による。（ただし、天井内、機械室内、PS内は保温外装不要）

○
自
動
制
御
設
備

 1.ダ　ク　ト  ・ 亜鉛鉄板　　・ 普通鋼板（厚１．６mm）

 2.排煙口の形式

 ・ 電気式　（ 遠隔復帰　 ・ 要　・ 不要 ）　　　　・ ワイヤ－式

 4.排煙風量測定
の排煙風量の検査方法に準じる。

　空気調和設備の当該項目による。

 2.風量測定口

 

 3.ダンパー

 ・ 厨房系統　　　・ 浴室（シャワー室、脱衣室を含む）系統

 5.チャンバー

 4.シールする排気

次のダクトは保温を行う。

　 ダクトの系統

　図示の位置に取り付ける。

 6.保　温

 ・ 厨房系統の排気ダクトは標準仕様書第３編２．２．２．２のダクトの板厚の項より一番

 ・ 外気取入れ用ダクトの保温要　（保温の厚さ２５ｍｍ、範囲は図示による）

 ・ 多湿箇所のダクトの保温要　（保温の厚さ５０ｍｍ、範囲は図示による）
 ・ 排気用ダクトの保温要　（保温の厚さ２５ｍｍ、範囲は図示による）

 ・ 厨房及び湯沸室の排気ダクトの保温要　（保温の厚さ５０ｍｍ(RW)、範囲は図示による）

 ・ 天井取付（　・ スリット形　　・ パネル形　）
 ・ 壁取付　（　・ スリット形　　・ パネル形　）　 ・　

 ・  

 ・ 高圧1ダクト（範囲は図示による）
 ・ ステンレスダクト及び塩化ビニルダクト（範囲及び仕様は図示による）

 　 手厚いものを使用する。（範囲は図示による）

　空気調和設備の当該項目による。

 3.排煙口開放及び復帰方式

○
排
煙
設
備

 　　　　　　　　・ スパイラルダクト

 9.温度計・圧力計

10.瞬間流量計

11.油面制御装置

12.保温及び消音内貼

 ・ 建物内のエア抜き管の保温は標準仕様書第２編３．１．４の温水管の項による。
 　 （エア抜き弁以降の配管は除く）

 ・ 外気取入れ用ダクトの保温要（保温の厚さ２５ｍｍ、範囲は図示による）

 ・ 還気用ダクトの保温要（保温の厚さ２５ｍｍ、範囲は図示による）
 ・ 排気用ダクトの保温要（保温の厚さ２５ｍｍ、範囲は図示による）

建築設備定期検査業務基準書２０１６年版（(一財)日本建築設備･昇降機センター）

別図による

電線及びＥＭケーブルの規格は標準仕様書第４編１.５.１表４.１.１１による。
屋外、屋内露出の配線は、図面に特記のない限り金属管配線とする。
天井内隠ぺいの配線は、図面に特記のない限りケーブル配線とする。

 　その他
 1.システム構成

 2.電気計装用配線

共に、次の１から４を満たすものとする。
　１　合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティ

　２　接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を

　３　接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等

　４　１の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアル

とは次の１又は２に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の３又は４に該当する

　１　建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアル

　２　建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料
　３　建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料
　４　建築基準法施行令第２０条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

屋外設置のマンホール類には用途名を入れる。27.そ　の　他

屋外配管は圧鋼電線管（Ｚ３０）とする。

４．指定部分　　・　無　　　・　有　　

   ・呼び径６５Ｓｕ以下（・ＳＡＳ３２２を満足した継手　　・　　　　　　　　　）
(1)ステンレス鋼管の接合は、下記による。

　調査項目　：施工状況確認

（２）別表－１に機材等名が記載された製造業者等は次の１から６すべての事項を満たす
　　　証明となる資料を提出し監督職員の承諾を受ける。ただし、次の１から６すべての

　　　１　品質及び性能に関する試験データを整備していること。
　　　２　生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
　　　３　安定的な供給が可能であること。
　　　４　法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
　　　５　製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
　　　６　販売、保守等の営業体制を整えていること。

　調査範囲　：図示　　　　　　調査方法：既存資料調査及び現場確認 

　　・ 外部足場（ ・ D種　・ E種　・ 　種 ）
　　・ 内部足場（ ・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種　・ Ｄ種　・　種 ）

　上層階とは２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、
　１０～１２階建の場合は上層３階、１３階以上の場合は上層４階とする。
　中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの。

　　　　　　　　　　　　　　　重要機器　一般機器　　重要機器　一般機器

　設計用標準水平震度

　　　　　　　水槽類　　　　　　1.5　　　　1.0　　　　1.0　　　　0.6　　
　地階・１階　防振支持の機器　　1.0　　　　1.0　　　　1.0　　　　0.6　　
　　　　　　　機器　　　　　　　1.0　　　　0.6　　　　0.6　　　　0.4　　
　　　　　　　水槽類　　　　　　1.5　　　　1.0　　　　1.0　　　　0.6　　
　中間階　　　防振支持の機器　　1.5　　　　1.5　　　　1.5　　　　1.0　　
　　　　　　　機器　　　　　　　1.5　　　　1.0　　　　1.0　　　　0.6　　
　塔屋　　　　水槽類　　　　　　2.0　　　　1.5　　　　1.5　　　　1.0　　
　屋上・及び　防振支持の機器　　2.0　　　　2.0　　　　2.0　　　　1.5　　
　上層階　　　機器　　　　　　　2.0　　　　1.5　　　　1.5　　　　1.0　　

　　部　位　　 　機器種別 　　　　・ 特定の施設　　　　・ 一般の施設

（独立行政法人建築研究所監修）による。
14.耐 震 施　工 設備機器の固定は、施設の分類に応じて次による。

（１）機器の据付け及び取付け(対象は監督員との協議による)
　　　設計用水平地震力は、機器の重量【kN】（水槽その他の貯槽にあっては満水時の液体重量

に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。
なお、特記なき場合、設計用標準水平震度は次による。

※重要機器は別図で機器表に記載。

（２）設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とした値とする。

 1.設計温湿度

　　　　温度(DB) 湿度(RH) 温度(DB) 湿度(RH) 温度(DB) 湿度(RH)

　　　　　　　外　　気　　　　屋　　内
　　　　　一　般　系　統　　一　般　系　統

　夏季　　　　℃ 　　　％ 　２８℃ 　４５％ 　　　℃ 　　　％
　冬季　　　　℃ 　　　％ 　１９℃ 　４０％ 　　　℃ 　　　％

 2.ばいじん量測定口 設ける（測定口は８０mm以上とし、取り付け箇所は煙道の直線部とする）

 ・ 低圧ダクト　 ・ コーナーボルト工法（長辺の長さが1,500mm以下の部分）
　　　　　　　　 ・ アングルフランジ工法

 ・ 高圧1ダクト（範囲は図示による。）
　　　　　　　　 ・ スパイラルダクト

 3.ダ　ク　ト

※夏季の湿度は、設計計算上の数値であり、目標値とする

　　　・　公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版)(以下「標準仕様書」という。)
　　　・　公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版)(以下「改修標準仕様書」という。)
　　　・　公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(令和4年版)(以下「標準図」という。)

130.56
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一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第378328号

加藤 早妃 M002機械設備工事　特記仕様書２
A2:NS

A3:NS

記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

作図

検図

章　　　項　　　　目　　　　　　　特　　　　　　　　記　　　　　　　　事　　　　　　　　項
別表－１

○
衛
生
器
具
設
備

鋼製ボイラー
鋼製簡易ボイラー
鋼製小型ボイラー
鋳鉄製ボイラー
真空式温水発生機（鋼製・鋳鉄製）
無圧式温水発生機（鋼製・鋳鉄製）

遠心冷凍機
吸収冷温水機
吸収冷温水機ユニット
冷却塔
ユ二ット形空気調和機
コンパクト形空気調和機
ファンコイルユニット
カセット形ファンコイルユニット
パッケージ形空気調和機
マルチパッケージ形空気調和機
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機
エアフィルター（パネル形，折込み形）
自動巻取形エアフィルター
電気集じん器
全熱交換器（回転形，静止形）
遠心送風機（多翼形送風機）
斜流送風機
軸流送風機
消音ボックス付送風機
空調用密閉形隔膜式膨張タンク
風量ユニット（定風量，変風量）
自動制御システム
衛生器具ユニット
横形遠心ポンプ
立形遠心ポンプ
水中モーターポンプ（汚水用，雑排水用，汚物用）
ＦＲＰ製パネルタンク
ステンレス鋼板製パネルタンク（溶接組立形）
ステンレス鋼板製パネルタンク（ボルト組立形）
給湯用密閉形隔膜式膨張タンク
スプリンクラ－消火システム
泡消火システム
不活性ガス消火システム

厨房システム
マンホ－ルふた・弁桝ふた

ハロゲン化物消火システム

洗浄水量は４Ｌ/回以下とし、使用状況により洗浄水量が制御できるものとする。

 ・ カウンター取付け形
 ・ 耐寒水栓（吊コマ）　　・ 湯沸室流し用の水栓は泡沫式とする。

排水口は（　・ 目皿　　・ 鎖付きゴム栓）とする。

和風便器の防火区画貫通処理は標準図による。

 1.小　便　器

 2.水　　栓

 3.掃 除 流 し

 4.和風便器耐火カバー

　機　材　等　名

○
給
水
設
備

 1.配管材料  (1)一般配管　　 ・ ステンレス鋼管（ＳＵＳ３０４）

 　　上記の選択で、ポリ粉体鋼管又は塩ビライニング鋼管を使用する場合、厨房、浴室等
 　　のシンダー内配管はＰＤ又はＶＤとする。
 (2)地中埋設配管 ・ ステンレス鋼管（ＳＵＳ３１６）(・ 建物内　　・ 屋外部分）

 (3)水道直結配管　引込みは水道事業者の指定による。量水器以降は、(1)及び(2)による。

 2.引き込み納付金  ・ 要（　・　本工事　　・ 別途工事）　　・ 不要

 3.量　水　器

 　　　　　　　　・ 塩ビライニング鋼管（・ ＶＡ又はＶＢ　・ 　　　　　）
 　　　　　　　　・ ポリ紛体鋼管（・ ＰＡ又はＰＢ　　　　　　　　　　 ）

 　　　　　　　　・ ポリ紛体鋼管（ＰＤ)
 　　　　　　　　・ 塩ビライニング鋼管（ＶＤ）

 　　　　　　　　・ 

 　　　　　 　　 ・ ポリエチレン管

チリングユニット及び空気熱源ヒートポンプユニット

 4.量水器桝  ・ 水道事業者指定品（　・ 貸与品　　　・ 買取り）　　　　　　・ 標準図ＭＣ形

 5.水　栓　柱

 7.凍結深度  屋外配管の凍結深度は　　　mm

 1.配管材料

  　　　　　　　　　　　　　　・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(ＲＦ－ＶＰ)

  　　　　　　　　　　　　　　・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(ＲＦ－ＶＰ)

 　　　　 ポンプアップ排水管　・ 配管用炭素鋼鋼管（白）
  　　　　　　　　　　　　　　・ コーティング鋼管

  　　　　　　　　　　　　　　・ 排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(ＲＥＰ－ＶＵ)
  　　　　　　　　　　　　　　・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管（ＲＳ－ＶＵ）
  　　　　　　　　　　　　　　・ コンクリート管（ ・ 外圧管１種のＢ形　・ 　　　　）

○
排
水
設
備

 リサイクルビニル管の適用範囲（ＲＦ－ＶＰ）：屋内の無圧の排水配管用
 　　　　　　　　　　　　　　（ＲＥＰ－ＶＵ）：無圧排水用途の硬質塩化ビニル管
 　　　　　　　　　　　　　　（ＲＳ－ＶＵ）：埋設部で無圧の一般流体輸送配管用

 2.洗面器等の排水管  (1)洗面器及び手洗器に直結する排水管は器具トラップより１サイズアップとする。

 ・ 合成樹脂製　　・ ステンレス製　　　・ 人造石とぎ出し製　　・ アルミニウム合金製

 (1)屋内　汚水管　　　　　　　・ 排水用塩ビライニング鋼管　　・ 

 　　　　 雑排水管・通気管　　・ 配管用炭素鋼鋼管（白）　　　・ 

 6.管の地中埋設深さ  ・ 埋設深さは原則として、車両通行部分では管の上端より( ・ 600mm　・ 　　mm)以上
 　　　　　　　　　　　 　その他の部分では管の上端より( ・ 300mm　・ 　　mm)以上

 (2)給湯室台所流し等の床上部分の配管は、ビニル管（ＲＦ－ＶＰ）でもよい。

 2.保  　温 標準仕様書第２編３．１．５によるほか、下記による。

 3.そ　の　他 電気式給湯器等の膨張水排水を設ける。

○
消
火
設
備

 1.配管材料

(2)連結送水管　一般　・ 圧力配管用炭素鋼鋼管（白）（Ｓｃｈ４０）

(3)連結散水用　　　　・ 

(1)屋内消火栓　一般　・ ステンレス鋼管（ＳＵＳ３０４）　・ 配管用炭素鋼鋼管（白）
 　　　　　　　地中　・ ステンレス鋼管（ＳＵＳ３１６）　・　　　　　

箱内に別途機器（発信機及び電鈴）取付用の板を設ける。
 2.屋内消火栓種別

 3.屋内消火栓開閉弁 ・　１０Ｋ　 　　　　　　 ・ 

 4.地中埋設配管の接合 外面被覆鋼管の呼び径１００以下はねじ接合とする。

 5.保　　温 屋外露出部分　・ 有（標準仕様書第２編３．１．５の給水管の項による。）　・ 無

 2.機器の機能等 図示による。

 1.機器の寸法 概略寸法とする。　
設
備

○
厨
房

 1.配管材料○
ガ
ス
設
備

 2.ガス充てん容器 ・　借用　　　・　本工事

 3.ガ ス メ ー タ

 4.ガス漏れ警報器

 1.配管材料
 ・ ステンレス鋼管（ＳＵＳ３０４）　　　・ 銅管
 ・ 耐熱性ライニング鋼管　　　　　　　　・ 被覆銅管
 ・ 保温付き被覆銅管　　　　　　　　　　・ 架橋ポリエチレン管

給湯管（膨張管及び補給水タンクよりボイラー等への補給水管を含む）○
給
湯
設
備

 ・ 要（　・ 本工事　　・ 別途工事）　・ 不要 3.放流納付金

 4.満水試験継手 　図示の位置に取り付ける。

 ・ 湯沸器の給排気筒（二重管）の隠ぺい箇所は表２．３．５のｈ・(イ)・Ⅸの保温を行う。 

　　　　　　　　　　　　　 　 ・ 　　　　　　　　　　　 

・  別途工事 
・　本工事（図示による）　外部出力端子　・　有　　・　無

 5.気密試験
液化石油ガス　　保持時間は、２４分以上とし記録計による測定表を提出する。

 1.形　　式 ・　ユニット形　　　・　現場施工形槽
設
備

○
浄
化  2.測　定　表 一定期間経過後、放流水質性能等を記入した測定表を提出する。

・ 易操作性１号消火栓　　・ 広範囲型２号消火栓　　・ １号消火栓　　・ ２号消火栓　　

 親メーター（　・ 貸与品　・ 　 　　）　 親メーターの形式（ ・ 直読　・ パルス式）
 子メーター（  ・ 買取り　・ 　　　 ）　 子メーターの形式（ ・ 直読　・ パルス式）

・ 都市ガス　　　　一般ガス導管事業者の供給規定による。

 (3)大便器、小便器、洗面器及び掃除流しとの接続管は、ビニル管（ＲＦ－ＶＰ）とする。

都市ガス　　　　一般ガス導管事業者の供給規定による。

 (2)屋外　桝間　　　　　　　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（　・ ＶＰ　　 ・ ＶＵ　）

（及び屋外第一桝まで）　　　　・ コーティング鋼管

　　　　　　　 地中　・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管（ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ）

・ 液化石油ガス　　一般配管　　　　・ 配管用炭素鋼鋼管（白）
 　　　　　　　　　地中埋設配管　　・ ポリエチレン被覆鋼管　・ ガス用ポリエチレン管

 親メーター（ ・ 現地表示式（直読式）　・ 遠隔表示式（　・電文式　・パルス式　）
 　　　　　（　・ 貸与品　・ 　 　　）　 
 親メーター（ ・ 現地表示式（直読式）　・ 遠隔表示式（　・電文式　・パルス式　）
 　　　　　（　・ 貸与品　・ 　 　　）　 

　　　　　　　　　　　　　　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）

　　　　　　　　　　　　　　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）

一級建築士

第360917号

前田 祐作

法適合確認
R07/02/19令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事
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一級建築士

加藤 早妃

第378328号

A3:1/141

A2:1/100

記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

株式
会社 前野建築設計

設計担当 設計担当 設計担当代表設計者 設計担当

図面名称

工事名称

縮　尺 図面番号

設計日作図

検図
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Ｘ４ Ｘ６

平 面 図

１
２

３

Ａ

ＢＹ２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ５

Ｙ７

Ｙ９

Ｙ１０

Ｙ１２

Ｙ１１

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ８

Ｙ１０

Ｙ１２

Ｙ１１

Ｙ６
－２７５

＋５５０

太夫座

－３４０

玄関

通路

人形芝居舞台：昭和５６年改修太夫小屋平成２０年建替

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ５ Ｘ７ Ｘ８

上段中段下段

控室１

控室２

楽屋

床：新設畳

北

凡 例

壁新設範囲を示す

既設床板再取付範囲を示す

既設のままの範囲を示す

空調設備　平面図

法適合確認

RAC
1

9.5φ×6.4φ　　　
外装ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ       
内外連絡配線共巻き

ﾄﾞﾚﾝ管VP25A

空調設備　機器表

記　号 名　称 台数 据付位置 備　考形　式
冷房能力 暖房能力 圧縮機出力送風機出力

kW kW kW kW Ｗ
電気容量

消費電力
(暖房時)

消費電力
(冷房時)

kW

RAC-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ １0.425 0.60 単相100V 控室１

(0.7～4.8)(0.6～2.8)ﾙｰﾑｴｱｺﾝ

壁掛型

ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ

2.2 2.5 0.460

耐重塩害仕様

※　冷房能力・暖房能力はJIS条件による。定格冷房能力以外の数値は参考値とする。

※　グリーン購入法調達基準適合品とする。

※　機器はメーカー仕様とする。

※　空調機製造者の違いにより発生する工事は本工事の範囲とし、空調機に適した施工を行う。

※　屋外機には転倒防止措置を施す。

※　屋外機基礎は、既成コンクリート製とする。

R07/02/19令和７・８年度　安乗人形芝居舞台改修工事
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